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プ ラ ン の 体 系 

基本目標Ⅰ 男女平等参画で進める活力ある社会づくり 

１．政策・方針決定の場への女性の参画促進【女性活躍推進計画】 

（1）行政委員・審議会委員等への男女平等参画促進

（2）事業者や地域の各種団体などにおける方針決定過程への女性の

参画拡大 

（3）市政や教育に関わる政策・方針決定過程への女性の参画拡大

２．女性に魅力あるまちづくり 

（1）女性のエンパワメント支援

（2）女性のネットワーク支援

３．男女が協働で行う地域活動の促進 

（1）地域活動における男女平等参画推進の基盤づくり

（2）地域活動が行われている場を活用した男女平等の推進

（3）防災・災害復興対策における男女平等参画の推進

基本目標Ⅱ 仕事と生活のバランスづくり 

【女性活躍推進計画】 

４．就労の場における男女平等の促進 

（1）就労の場における男女の均等な機会と待遇の確保の推進

（2）多様な生き方、多様な能力の発揮を可能にするための支援

（3）農業や自営業に従事する女性への支援

５．ワーク・ライフ・バランスの実現のための支援 

（1）仕事と生活の調和に向けた社会的気運の醸成

（2）企業における仕事と子育て・介護の両立支援の取組の促進、評 

   価 

（3）多様なライフスタイルに対応したサービスの拡充

６．男性にとっての男女平等参画の推進 

（1）男性の子育て・介護・看護・家事及び地域活動への参画の促進 
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基本目標Ⅲ 誰もが自分らしく生きられる暮らしづくり 

７．さまざまな困難を抱える人々の生活の安定と自立への支援 

（1）高齢者・障害者の生活の充実

（2）ひとり親家庭への支援

（3）在住外国人女性とその子どもの生活の充実

（4）生活上の困難を次世代に連鎖させないための取組

８．相談機能の充実 

（1）相談窓口の充実とネットワーク

（2）相談にあたる相談員に対する研修の充実

９．ライフステージに対応した健康づくりの支援 

（1）生涯をとおしての健康づくりの支援

（2）性と生殖に関する取組の充実

基本目標Ⅳ 男女平等参画の意識づくり 

10．男女平等参画の理解の推進 

（1）男女平等参画の広報・啓発の推進

（2）事業所等に向けての広報・啓発の推進

（3）男女平等を推進する文化創造・表現活動の推進

11．男女平等参画を推進するための教育の充実 

（1）男女平等を推進する学校教育の充実

（2）幼稚園・保育所・学校での男女平等参画による運営の推進

（3）男女平等を推進する社会教育、学習の充実

12．多様な選択を可能にする社会教育の推進 

（1）女性の人材育成

（2）生涯学習に関する情報の提供

（3）社会教育に携わる人々への学習機会の提供

13．メディアにおける人権の尊重 

（1）男女の人権を尊重した表現の推進

（2）情報教育の推進
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基本目標Ⅴ あらゆる暴力の根絶を基本とした安心づくり 

【DV 防止基本計画】 

14．あらゆる暴力の根絶 

（1）男女平等の推進を阻害する要因によるあらゆる暴力根絶の啓発

推進 

（2）暴力被害者へのワンストップ支援

（3）児童虐待、児童買春、児童ポルノの防止及び被害者支援

15．ＤＶ防止計画の推進 

（1）ＤＶ被害の防止

（2）被害者に対する初期段階の支援の充実

（3）生活基盤を整えるための支援

（4）若年層へのＤＶ防止教育及び相談
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男女平等参画で進める
活力ある社会づくり

基本目標 Ⅰ
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基本目標Ⅰ　男女平等参画で進める活力ある社会づくり
　主要施策１　政策・方針決定過程への女性の参画促進
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

指定管理者管理運営施設第３者評価委員
会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　4人
　うち女性　　　0人、女性比率　　0％

②40％未満の理由
施設の管理運営等の評価を行う学識経
験、専門知識を有する委員を選定した結
果。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

5、計画を大幅
に下回る

施設の管理運営等の評価を行う学識経
験、専門知識を有する委員を選定した結
果。
次期改選時にあっては、女性委員の登用を
積極的に進めます。

①次期改選時期
令和2年6月

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％

③②が40％未満の理由
―

行革・財産活用
室

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

行政評価第三者評価委員会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　6人
　うち女性　　　2人、女性比率　　33％

②40％未満の理由
行政評価制度の改善に向けた検証並びに
市が実施した行政評価結果についての評
価を行う学識経験、専門知識を有する委
員、市民委員を選定した結果。

③市民公募委員の人数　2人

④職務指定委員の人数　0人

4、計画をやや
下回る

行政評価を行う学識経験、専門知識を有す
る委員、市民委員を選定した結果。
次期改選時にあっては、女性委員の登用を
積極的に進めます。

①次期改選時期
令和元年10月

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％

③②が40％未満の理由
―

行革・財産活用
室

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

不動産評価審議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数７人
　うち女性0人、女性比率０％

②40％未満の理由
　あて職の女性登用が少ないため。

③市民公募委員の人数　０人

④職務指定委員の人数　４人

5、計画を大幅
に下回る

次期改選時にあっては、女性委員の登用を
積極的に進めます。

①次期改選時期
　令和元年12月（予定）

②次期改選時の目標女性比率（％）
　40％

③②が40％未満の理由
　　-

行革・財産活用
室

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

公共施設等最適化推進委員会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数１１人
　うち女性２人、女性比率１８％

②40％未満の理由
　あて職機関の女性登用が少ないのと、市
民公募での女性の公募が少なかったため。

③市民公募委員の人数　５人

④職務指定委員の人数　0人

5、計画を大幅
に下回る

次期改選時にあっては、女性委員の登用を
積極的に進めます。

①次期改選時期
　令和元年5月（一部委員）

②次期改選時の目標女性比率（％）
　40％

③②が40％未満の理由
　　-

行革・財産活用
室
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

防災会議
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　33人
　うち女性　　1人、女性比率　3％

②40％未満の理由
　委員の構成は条例に根拠があり、各構成
委員はあて職となっている。当該あて職に
男性が多いため。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　3人

5、計画を大幅
に下回る

委員の構成は条例に根拠があり、各構成
委員はあて職となっているため、当該あて
職の男女比によります。

①次期改選時期
　平成31年4月1日

②次期改選時の目標女性比率（％）
　委員はすべてあて職のため、当該あて職
の男女比によります。

③②が40％未満の理由
　―

危機管理課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

国民保護協議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　32人
　うち女性　　0人、女性比率　0％

②40％未満の理由
　委員の構成は条例に根拠があり、各構成
委員はあて職となっている。当該あて職に
男性が多いため。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　1人

5、計画を大幅
に下回る

委員の構成は条例に根拠があり、各構成
委員はあて職となっているため、当該あて
職の男女比によります。

①次期改選時期
　令和2年8月1日

②次期改選時の目標女性比率（％）
　委員はすべてあて職のため、当該あて職
の男女比によります。

③②が40％未満の理由
　―

危機管理課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

行政対策暴力連絡協議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　10人
　うち女性　　0人、女性比率　0％

②40％未満の理由
　委員の構成は要綱に根拠があり、各構成
委員はあて職となっている。当該あて職に
男性が多いため。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　10人

5、計画を大幅
に下回る

委員の構成は要綱に根拠があり、各構成
委員はあて職となっているため、当該あて
職の男女比によります。

①次期改選時期
　人事異動の都度（構成員が全員行政職
員のため）

②次期改選時の目標女性比率（％）
　委員はすべてあて職のため、当該あて職
の男女比によります。

③②が40％未満の理由
　―

危機管理課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

総合計画審議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

泉南市総合計画審議会規則に基づく第３
条第２項１号・３号・４号委員については解
嘱済。

―
新たに審議会等を設置する際は、女性委
員の参画に努めます。

政策推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

情報公開・個人情報保護審査会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　5　　人
うち女性　1人、女性比率　20％

②40％未満の理由
識見を有する者という委員の資格要件を

考慮しながら探したが、適任者が見当たり
ませんでした。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

4、計画をやや
下回る

30年度は女性比率は20％のままでした。課
題としては、審査会は却下等に対する不服
申立てを審査することなので、訴訟や行政
全般について広く識見を有する必要がある
ため、適任者を見つけることは容易ではあ
りません。引き続き女性弁護士等の有識者
を中心に適任者を探していきたいと考えて
います。

①次期改選時期
令和2年10月

②次期改選時の目標女性比率（％）
20％

③②が40％未満の理由
定数5名と母数が少ないため、委員の構

成比率を上げることが難しい。

総務課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

情報公開・個人情報保護制度運営審議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　6人
うち女性　2人、女性比率　33.3％

②40％未満の理由
H28年に女性委員1名を増員したところ、

以前より更に女性の意見が審議に反映さ
れるようになり、一定効果が発揮されている
ため。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

4、計画をやや
下回る

30年度は女性比率は33.3％のままでしたが
H32年10月の改選時期にもう1名女性委員
を選任できるよう努めます。

①次期改選時期
令和2年10月

②次期改選時の目標女性比率（％）
42.8％（総委員数7人うち女性委員3人）

③②が40％未満の理由
－

総務課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

公害対策審議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数6人
うち女性1人、女性比率16.7％

②40％未満の理由
あて職が多く、当該あて職に
女性が少ないため。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

5、計画を大幅
に下回る

現状において女性登用率が達成されてい
ないので、次期改選時に女性委員の積極
的な登用に努めます。

①次期改選時期
令和2年2月1日

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％

③②が40％未満の理由

環境整備課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

民生委員児童委員推薦会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数14人
うち女性　3人、女性比率21.4％

②40％未満の理由
民生委員児童委員は厚生労働大臣が委嘱
している。そのため、重責を担って地域にお
いて活動する民生委員児童委員を推薦す
るに当たり、各種団体等の長が委員になる
場合が多く、当該団体等の長が比較的男
性が多いため。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　3人

5、計画を大幅
に下回る

引き続き、可能な限り女性委員の登用に努
めます。

①次期改選時期
令和元年12月1日

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％

③②が40％未満の理由
－

生活福祉課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

国民健康保険運営協議会委員
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　14人
　うち女性　　　4人、女性比率28.57％

②40％未満の理由
 総委員数14人のうち、被保険者代表は4人
で、それ以外は医療関係や保険者の推薦
委員であり、その中で女性がすくないため。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

4、計画をやや
下回る

現委員は平成29年６月から2年間の任期で
あるため、平成30年度の体制は変わらない
ため成果等はありません。

①次期改選時期
 令和元年6月

②次期改選時の目標女性比率（％）
　28.57％

③②が40％未満の理由
総委員14名のうち10名は医師会や保険者
の推薦・学識経験者であるため、元々女性
が少ないため。ただし、被保険者代表4名
のうち2名は女性委員の登用を検討してい
ます。

保険年金課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

総合福祉センター運営協議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　７人
　うち女性　　５人、女性比率　７１．４％

②40％未満の理由

③市民公募委員の人数　０人

④職務指定委員の人数　0人

1、計画を大幅
に上回る

現状において、女性比率70％以上を達成し
ており、引き続き現状維持に努めます。

①次期改選時期
未定

②次期改選時の目標女性比率（％）
40%

③②が40％未満の理由

長寿社会推進
課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

老人ホーム入所判定委員会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　７人
　うち女性　　０人、女性比率　０　％

②40％未満の理由
　関係機関の代表者等が男性のみだった
ため。

③市民公募委員の人数　０人

④職務指定委員の人数　0人

5、計画を大幅
に下回る

専門知識等を有する為、関係機関の代表
者に委嘱しているが、代表者および推薦者
が男性の場合は、未達成になることがあり
ます。

①次期改選時期
未定

②次期改選時の目標女性比率（％）
50%

③②が40％未満の理由

長寿社会推進
課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

高齢者保健福祉計画推進委員会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数18人
　うち女性　4人、女性比率22％

②40％未満の理由
関係機関の代表者等が男性のみだったた
め。

③市民公募委員の人数　2人

④職務指定委員の人数　3人

5、計画を大幅
に下回る

専門知識等を有する為、関係機関の代表
者に委嘱しているが、代表者および推薦者
が男性の場合は、未達成になることがあり
ます。

①次期改選時期
令和3年度中

②次期改選時の目標女性比率（％）
30％

③②が40％未満の理由
、関係機関の代表者に委嘱しているが、代
表者および推薦者が男性の場合は、未達
成になることがあります。

長寿社会推進
課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

泉南市主要建設事業再評価委員会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　　　人
　うち女性　　　　人、女性比率　　　％

②40％未満の理由

③市民公募委員の人数

④職務指定委員の人数

未実施。

①次期改選時期
　　随時。平成31年度における再評価委員
会の予定は現在のところはありません。

②次期改選時の目標女性比率（％）
　　実施の際は、登用比率40％以上を目標
とし、女性委員の登用を積極的に進めま
す。

③②が40％未満の理由

道路課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

都市計画審議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　15人
　うち女性　　　5人、女性比率　33％

②40％未満の理由
泉南市都市計画審議会条例第2条第2項第
1号及び第2号における学識経験者委員、
市会議員委員においては、登用方法が制
約されるため。

③市民公募委員の人数　１人

④職務指定委員の人数　０人

4、計画をやや
下回る

　泉南市都市計画審議会条例第第2条第2
項第1号及び第2号における学識経験者委
員、市会議員委員においては、登用方法が
制約されるが、改選後も女性の登用を確保
し、前回を上回る。
　現在、泉南市都市計画審議会条例第2条
第2項第4号における「市の住民」に該当す
る委員においては、5人のうち女性が2人で
あり、女性比率は40％であるが、引き続き、
女性の登用に努めます。

①次期改選時期
令和元年10月

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％

③②が40％未満の理由
－

都市政策課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

ホテル等建築審議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数10人
　うち女性　　４人、女性比率　40％

②40％未満の理由
　－

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

3、計画どおり
現状において、女性比率40%を達成してお
り、引き続き現状維持に努めます。

①次期改選時期
令和2年11月　(2年毎)

②次期改選時の目標女性比率（％）
40%

③②が40％未満の理由

審査指導課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

市民交流センター運営審議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数9人
　うち女性1人、女性比率11.1％

②40％未満の理由
充て職として各団体の長を委員として採用
していており、その長に男性が多いため。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

3、計画どおり
1名減少した。引き続き、各団体への啓発に
努めることとします。

①次期改選時期
平成31年4月1日

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％以上

③②が40％未満の理由
充て職として各団体の長を委員として採用
していており、その長に男性が多いため。

人権推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

人権尊重のまちづくり審議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数21人
うち女性5人、女性比率23.8％

②40％未満の理由
充て職として各団体の長を委員として採用
しており、その長に男性が多いため。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　2人

3、計画どおり

女性の人数を2名増やすことができたが、
女性比率は目標未達成であるため、引き続
き、次期改選時に女性の登用を検討しま
す。

①次期改選時期
令和2年6月30日

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％以上

③②が40％未満の理由
－

人権推進課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

男女平等参画審議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数5人
うち女性3人、女性比率60％

②40％未満の理由
－

③市民公募委員の委員数　1人

④職務指定委員の人数　0人

3、計画どおり
現状において、女性比率40～60％を達成し
ており、引き続き現状維持に努めます。

①次期改選時期
令和2年9月30日

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％以上維持に努めます。

③②が40％未満の理由
-

人権推進課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

泉南市主要建設事業再評価委員会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　　　人
うち女性　　　　人、女性比率　　　％

②40％未満の理由

③市民公募委員の人数

④職務指定委員の人数

未実施

①次期改選時期
今年度においては、再評価委員会の予定

は現在のところなし。

②次期改選時の目標女性比率（％）
実施の際は、登用比率40％以上を目標と

し、女子委員の登用を積極的に進めます。

③②が40％未満の理由

下水道課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

学校給食センター運営委員会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　　　人
うち女性　　　　人、女性比率　　　％

②40％未満の理由

③市民公募委員の人数

④職務指定委員の人数

必要に応じて開催することとなっており、平
成30年度は開催していません。

①次期改選時期
必要時に随時

②次期改選時の目標女性比率（％）
実施の際は、登用比率40％以上を目標。

③②が40％未満の理由
-

教育総務課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

教育委員
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数4名、うち女性1名
　　女性比率25％

②40％未満の理由
　委員の選任に際しては性別にとらわれ
ず、委員の資格要件に基づき任命している
ため、女性比率が40％を下回ることがあり
ます。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

4、計画をやや
下回る

改選時に資格要件に基づき可能な限り対
応します。

①次期改選時期
　各委員の任期は4年。直近に任期満了の
委員は2019(令和元)年度12月。

②次期改選時の目標女性比率（％）
　委員の選任に際しては、委員の資格要件
に基づき、可能な限り40％以上となるように
努めます。

③②が40％未満の理由
　　-

教育総務課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

社会教育委員
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数11人
　うち女性3人、女性比率28％

②40％未満の理由
各団体の充て職に女性が少ないため。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

4、計画をやや
下回る

各団体から充職で来ていただく方は男性が
多かった。
各団体に女性の充職をお願いできるかどう
かを検討します。

①次期改選時期
令和元年度

②次期改選時の目標女性比率
40％

③②が40％未満の理由

生涯学習課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

文化財専門委員会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　5人
　うち女性　　0人、女性比率　　0％

②40％未満の理由
考古学、民俗学、建築史学等の各専門分
野の学識経験者に依嘱しており、これまで
本市と関わりのある専門家に女性が少な
かったため。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

4、計画をやや
下回る

30年度は文化財専門員会を開催しておら
ず、あらたな文化財専門委員の選任を行っ
ていない。
次期開催時には女性比率にも配慮しつつ
専門委員の人選を行うように検討します。

①次期改選時期
未定（次期開催時期が未定のため）

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％

③②が40％未満の理由

生涯学習課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

図書館協議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　  7人
　うち女性　　　5人、女性比率71.4％

②40％未満の理由
－

③市民公募委員の人数　 1人

④職務指定委員の人数　0人

3、計画どおり
女性比率が70％を超えており、今後も女性
比率維持に努めます。

①次期改選時期
令和2年8月1日

②次期改選時の目標女性比率（％）
女性比率を40％以上維持に努めます。

③②が40％未満の理由
－

文化振興課図
書館
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

文化ホール協議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　　7人
　うち女性　　　3人、女性比率42.9％

②40％未満の理由
－

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

3、計画どおり
市民公募委員の不在や、委員の長期化の
問題に、条例改正等で新たな委員を登用し
て対応する必要があります。

①次期改選時期
今年度条例改正以降

②次期改選時の目標女性比率（％）
女性比率を40％以上維持に努めます。

③②が40％未満の理由
－

文化振興課図
書館

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

公民館運営審議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数15人
うち女性7人、女性比率47％

②40％未満の理由
目標率を達成しています。

③市民公募委員の人数　2人

④職務指定委員の人数　0人

3、計画どおり
現状において、女性比率40～60％を達成し
ており、引き続き現状維持に努めます。

①次期改選時期
令和元年6月

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％以上維持に努めます

③②が40％未満の理由

文化振興課公
民館

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

青少年センター運営委員
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数13人
うち女性3人、女性比率23％

②40％未満の理由
運営委員については、学識経験者（5名）・
学校関係者（2名）・市職員（6名）で構成さ
れているが、充て職委員である学校関係
者、市職員に女性が少ない。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

3、計画どおり

平成29年度末に、平成30年、31年度の新
運営委員が選出されたが、前年まで１名し
かいなかった女性委員が今回3名となりまし
た。

①次期改選時期
令和2年4月1日

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％

③②が40％未満の理由
－

青少年センター

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

固定資産評価審査会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　3人
うち女性2人、女性比率66％

②40％未満の理由
―

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

2、計画をやや
上回る

３０年度中に、改選がありませんでした。

①次期改選時期
令和元年10月9日

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％

③②が40％未満の理由
―

総合事務局
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

選挙管理委員会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　4人
　うち女性　1人、女性比率25％

②40％未満の理由
　29年度中に改選が行われていないため。
（選管委員補充員を含めると8名のうち4名
が女性）

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

3、計画どおり ３０年度中に、改選がありませんでした。

①次期改選時期
　令和2年1月19日

②次期改選時の目標女性比率（％）
　40％

③②が40％未満の理由
　―

総合事務局

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

監査委員会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　２人
　うち女性１人、女性比率５０％

②40％未満の理由
　―

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

2、計画をやや
上回る

３０年度中に、改選がありませんでした。

①次期改選時期
　令和2年11月29日

②次期改選時の目標女性比率（％）
　40％

③②が40％未満の理由
　―

総合事務局

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

公平委員会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　３人
　うち女性１人、女性比率　３３％

②40％未満の理由
　総委員数３名につき、男女登用比率は達
成と同様とみなします。

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

3、計画どおり
３０年度中には、改選があったが女性比率
は変わりませんでした。

①次期改選時期
　令和元年12月24日

②次期改選時の目標女性比率（％）
　33％

③②が40％未満の理由
　総委員数3名につき、男女登用比率の算
定上、当該比率は達成と同様とみなしま
す。

総合事務局

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

農業委員会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　　20人
　うち女性　　　1人、女性比率　　5％

②40％未満の理由
　3年の任期のため、変動なし

③市民公募委員の人数　0人

④職務指定委員の人数　0人

3、計画どおり
委員定数の過半数を認定農業者から認定
する事になっており、女性認定農業者がい
ない状況です。

①次期改選時期
2020年7月20日

②次期改選時の目標女性比率（％）
5％

③②が40％未満の理由
女性認定農業者が少ないため

農業委員会

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

泉南市自立支援協議会
2021（令和3）年度までに登用比率40%以上
を目標とし、女性委員の登用を積極的に進
めます。

①総委員数　19人
　うち女性　　　8人、女性比率　42％

②40％未満の理由
-

③市民公募委員の人数　０人

④職務指定委員の人数　０人

3、計画どおり
現状において、女性比率40％を達成してい
ます。

①次期改選時期
平成３３年度

②次期改選時の目標女性比率（％）
40％以上

③②が40％未満の理由

障害福祉課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 1 (1)
行政委員・審議会委員等
への男女平等参画促進

＜委員公募制の活用の促進＞市政への市
民の参画を可能にするため、市民委員の
公募を推進します。

「附属機関等の設置等に関する方針」にお
いて、公募委員の登用促進について明記
し、市民公募を推進するよう働きかけまし
た。

30年度（H31.3.31）の実績は、総委員数353
人、うち女性委員79人、女性比率22.4％。

職務指定委員の数を除くと、総委員数327
人、うち女性委員79人、女性比率24.2％

3、計画どおり

実績欄のとおり働きかけてはいるが、直近5
年間の総委員数に占める女性委員の割合
は、約20％前後を推移しており、決して上
昇しているとは言えない状況である。課題と
しては、「市民委員の女性登用」や「総委員
数に占める市民委員の割合を増やすこと」
等が挙げられる。31年度は、まず市民委員
の登用状況を調査することとします。

泉南市男女平等参画推進本部会議等にお
いて、市民公募を推進し、女性委員参画率
の向上を図っていきます。

人権推進課

Ⅰ 1 (2)
事業者や地域の各種団体
などにおける方針決定過
程への女性の参画拡大

＜事業所に対して女性の積極的登用につ
いての啓発＞事業所に対して女性の積極
的登用についての啓発を充実します。

大阪府、大阪府企業人権協議会が開催す
る「公正採用選考・人権啓発推進員研修」、
「人権リーダー養成講座」等の研修会の参
加費助成について周知を図りました。

「人権リーダー養成講座」全6回、延べ6人
の女性参加。

3、計画どおり
研修や講座等の参加費助成を図り、事業
所に対する女性の積極的登用についての
啓発を図っています。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に研修会や講演会等の開催を検討
します。

人権推進課

Ⅰ 1 (2)
事業者や地域の各種団体
などにおける方針決定過
程への女性の参画拡大

＜各種団体に対して女性の役職者登用の
啓発＞地域団体や市民活動団体などに対
して積極的格差是正措置（ポジティブ・アク
ション）についての啓発や情報提供をすると
ともに、女性が方針決定過程へ参画するこ
との意義についての啓発、研修を充実しま
す。

ABC委員会等のコミュニティ団体（構成員
やリーダーが女性である団体）の継続的な
支援を行いました。

3、計画どおり

ABC委員会等のコミュニティ団体（構成員
やリーダーが女性である団体）の継続的な
支援を行うことで、各種団体に対して女性
の役職者登用の啓発につながりました。

ＡＢＣ委員会等のコミュニティ団体（構成員
やリーダーが女性である団体）の継続的な
支援を図ります。

政策推進課

Ⅰ 1 (2)
事業者や地域の各種団体
などにおける方針決定過
程への女性の参画拡大

＜各種団体に対して女性の役職者登用の
啓発＞地域団体や市民活動団体などに対
して積極的格差是正措置（ポジティブ・アク
ション）についての啓発や情報提供をすると
ともに、女性が方針決定過程へ参画するこ
との意義についての啓発、研修を充実しま
す。

校区人権啓発推進協議会の会合におい
て、条例の周知を含め、男女平等参画に関
する各種講座や講演会の広報・報告等を
行い、啓発を図りました。

3、計画どおり
校区人権啓発推進協議会等、各種団体に
対して男女平等参画に関する啓発を行って
います。

引き続き、校区人権啓発推進協議会の会
合において、条例の周知を含め、男女平等
参画の呼びかけを行います。

人権推進課

Ⅰ 1 (2)
事業者や地域の各種団体
などにおける方針決定過
程への女性の参画拡大

＜各種団体に対して女性の役職者登用の
啓発＞地域団体や市民活動団体などに対
して積極的格差是正措置（ポジティブ・アク
ション）についての啓発や情報提供をすると
ともに、女性が方針決定過程へ参画するこ
との意義についての啓発、研修を充実しま
す。

各種団体において構成員が男女どちらか
に偏ることなく、また、運営にあたっては方
針決定の場に女性が平等に参画するよう
働きかけました。

3、計画どおり

文化協会役員14人中、女性10人（72％）
市PTA役員8人中、女性4人（50％）
婦人会役員10人中、女性10人（100％）
体育協会役員40人中、女性役員5名
（13％）
スポーツ推進委員18人中、女性12人
（67％）

各種団体において構成員が男女どちらか
に偏ることなく、また、運営にあたっては方
針決定の場に女性が平等に参画するよう
働きかけます。

生涯学習課

Ⅰ 1 (3)
市政や教育に関わる政策・
方針決定過程への女性の
参画拡大

＜女性職員の職域拡大＞女性職員・教職
員の管理職への職域拡大を推進します。

女性職員の能力・経験を幅広い職域で活
用するために、適材適所の観点から、職域
の拡大に努めました。

2、計画をやや
上回る

女性職員のさらなる職域拡大及び管理職と
なる職員を育成することが課題です。

女性職員の能力・経験を幅広い職域で活
用するために、適材適所の観点から、職域
の拡大を進めます。

人事課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 1 (3)
市政や教育に関わる政策・
方針決定過程への女性の
参画拡大

＜管理職への女性の登用拡大＞「泉南市
における女性職員の活躍の推進に関する
特定事業主行動計画」に基づき、女性職員
の管理職への登用を促進します。

総管理職数　　　　　　　73人
うち、女性管理職数　　10人
女性管理職比率　　　　13.7%

4、計画をやや
下回る

昨年度と比較して、女性管理職比率は減少
した。また、目標値である20％と比較しても
やや低い状態にある。今後も積極的に女性
管理職への登用を進める必要があります。

女性管理職（課長級）以上の割合20％以上
目標年次　令和2年度末

「泉南市における女性職員の活躍推進に関
する特定事業主行動計画」に基づき、女性
職員の管理職への登用については、能力・
適正に応じて、積極的に登用を進めます。

人事課

Ⅰ 1 (3)
市政や教育に関わる政策・
方針決定過程への女性の
参画拡大

＜管理職への女性の登用拡大＞「泉南市
における女性職員の活躍の推進に関する
特定事業主行動計画」に基づき、女性教職
員の管理職への登用を促進します。

学校運営、管理の職務経験を積めるよう、
配置を含め計画的育成に努めました。ま
た、管理職ヒアリング等を通じて、更なる職
場の意識向上を働きかけました。

3、計画どおり
数年先の管理職の配置について、女性職
員を計画的に登用していくことを学校長と
共有、確認しました。

引き続き、女性教職員の管理職への登用
拡大を推進します。

学務課

Ⅰ 1 (3)
市政や教育に関わる政策・
方針決定過程への女性の
参画拡大

＜女性の職務能力の向上のための研修の
充実＞女性の職員・教職員の能力向上の
ための研修を充実します。

女性・男性を問わず、職務能力向上に向け
た研修を実施しました。
【例】
ワークライフマネジメント研修
管理職マネジメント研修
女性活躍推進研修　　など

2、計画をやや
上回る

職務能力の向上や実務能力向上に向けた
研修の検討が必要です。

職員の能力開発・向上、自己啓発を目的と
した研修を実施し、女性職員の積極的な参
加を進めます。

人事課

Ⅰ 1 (3)
市政や教育に関わる政策・
方針決定過程への女性の
参画拡大

＜女性職員のネットワーク支援＞女性職員
のロールモデルの提示やメンター制度の導
入等を検討します。

昨年度に引き続き、新規採用職員を対象と
して、「新規採用職員の受け入れマニュア
ル」を配布し、「職場指導員」を選任し育成
を行いました。

3、計画どおり
女性職員のロールモデルの提示を積極的
に進める必要があります。

新規採用職員を対象とした「職場指導員制
度」について、「新規採用職員の受け入れ
マニュアル」の改訂を行い、新採職員への
具体的な育成方法や、ミーティングの制度
を設け、引き続き育成を行っていきます。

人事課

Ⅰ 1 (3)
市政や教育に関わる政策・
方針決定過程への女性の
参画拡大

＜防災分野における政策・方針決定過程
への女性の参画の拡大＞「泉南市防災計
画」及び同計画に基づくマニュアルに女性
や高齢者、外国人などの視点を反映させる
よう働きかけます。

「泉南市防災計画」及び同計画に基づくマ
ニュアルなどにおいて、女性や高齢者、外
国人などのニーズの違いを反映した防災・
災害復興体制を推進しました。

3、計画どおり

「泉南市防災計画」及び同計画に基づくマ
ニュアルなどにおいて、女性や高齢者、外
国人などのニーズの違いを反映した防災・
災害復興体制を引き続き推進します。

平成25年5月策定の「男女共同参画の視点
からの防災・復興の取組指針」や同年8月
策定の避難行動要支援者の避難行動支援
に関する取組指針」の反映に努めます。

危機管理課
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　主要施策２　女性に魅力あるまちづくり
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜女性グループの育成支援＞グループ、
団体等の求めに応じて、女性の力が活かさ
れるよう助言を行い、活動を支援します。ス
テップの事業などを協働で行うことにより、
女性の企画力向上を図ります。また、女性
のチャレンジを支援するための多方面にわ
たる情報の収集と提供をします。

男女平等参画社会づくり講座Ⅰ「夏休み！
パパと一緒に遊ぼう～家族の笑顔は最高
や！～」を開催（全3回。延べ20組、56名参
加）

男女平等参画社会づくり講座Ⅱ「上手な家
計術と整理収納」を開催（全3回。延べ60名
参加）

男女平等参画都市宣言啓発講演会「男
性、女性だけでなく、いろいろな性があるの
を知っていますか？～“いない”のではなく
“見えてない”だけ～」を開催。（延べ21名参
加）

集いや講演会、市民交流センターまつり等
で、ステップ登録グループが作成した各グ
ループの活動紹介パネル等を掲示し、活動
の広報やネットワーク拡大を図りました。

現在の「ステップ」登録グループ数は9グ
ループ。

3、計画どおり

講座や講演会を行い、女性の意識啓発に
関する部分は推進できている。ただし、リー
ダーの育成にまでは、なかなか至っていな
いのが現状である。意識啓発からどのよう
に個人の行動につなげていく（「ステップ」登
録グループに加入してもらう等）かが課題で
ある。少しでも「ステップ」や登録グループ
の事を知ってもらうため、主催行事におい
て、応報・啓発を行います。

憲法週間＆男女平等参画週間「市民の集
い」や、男女平等参画宣言都市記念講演会
等において、ステップ登録グループの活動
の広報やネットワーク拡大を、ステップ登録
グループと協働で行います。

人権推進課

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜女性リーダー育成のための支援＞さまざ
まな分野で男女平等の視点をもった女性
リーダーが活躍できるよう、女性リーダーを
育成するとともに、女性リーダーがつながる
ためのネットワーク支援を推進します。

地域やコミュニティ活動における女性リー
ダーの育成と指導的立場への参画が促進
されるような気運の醸成に努めました。

3、計画どおり

地域やコミュニティ活動における女性リー
ダーの育成と指導的立場への参画が促進
されるような気運の醸成に努めることで、女
性リーダーがつながるためのネットワーク
が支援できました。

地域やコミュニティ活動における女性リー
ダーの育成と指導的立場への参画が促進
されるような気運の醸成に努めます。

政策推進課

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜女性リーダー育成のための支援＞さまざ
まな分野で男女平等の視点をもった女性
リーダーが活躍できるよう、女性リーダーを
育成するとともに、女性リーダーがつながる
ためのネットワーク支援を推進します。

地域やコミュニティ活動における女性リー
ダーの育成と指導的立場への参画が促進
されるような気運の醸成に努めるため、人
権教育講座において、男女平等の観点も
盛り込んだ内容となるよう、多様性をテーマ
とした講座を開催するなど参加者に働きか
けました。

3、計画どおり

人権教育講座において、男女に限らず、違
いを受け入れ、多様性を力にする内容の講
座を実施する中で、男女平等の視点につい
ても取り組みました。

人権教育講座において、男女平等の観点
も盛り込んだ内容となるよう講座内容を検
討します。

生涯学習課

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜女性リーダー育成のための支援＞さまざ
まな分野で男女平等の視点をもった女性
リーダーが活躍できるよう、女性リーダーを
育成するとともに、女性リーダーがつながる
ためのネットワーク支援を推進します。

男女平等参画ルーム内に、子どもが遊ぶ
おもちゃやオムツ替え用の台等を設置して
おり、子育て中の保護者が活動しやすいよ
うに努めています。

ルームの延べ利用人数は、1,853人。

3、計画どおり

直近3年間のルームの利用人数は、年間約
1,500人でほぼ横ばいです。ルームの利用
人数をどのように増やしていくかが課題な
ので、引き続き、ルームの存在の広報に努
めます。

引き続き、男女平等参画ルームの環境を、
子育て中の保護者が活動しやすいように努
めるなどし、ルームの活用状況を活性化さ
せ、女性のネットワーク拡大支援に努めま
す。

人権推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜女性リーダー育成のための支援＞さまざ
まな分野で男女平等の視点をもった女性
リーダーが活躍できるよう、女性リーダーを
育成するとともに、女性リーダーがつながる
ためのネットワーク支援を推進します。

≪一時保育付きで以下の講座を実施した
≫
○親子で作ろう！きらきら☆かわいいアク
セサリー①レジン②つまみ細工（樽井）
○3回連続講座つまみ細工でステキなかん
ざし作り～七五三、成人式に！～（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！（樽井）
○新春クラシック・コンサート5（樽井）
○喜劇「ソネット（演劇公演）」（樽井）

3、計画どおり

実績のとおり、一時保育付きで各種講座を
開催した。課題としては、一時保育の認知
度を上げること。広報せんなん・ちらし・ホー
ムページ等で広報はしているが、後日「一
時保育がついているとは知らなかった」と言
われる事もある。また、趣味・教養の内容の
講座を催す際には、参加者に活動の自立
化・リーダーとしての活動を働きかけてはい
るが、女性リーダー育成にまでは達してい
ない状況です。

≪一時保育付きで以下の講座を実施予定
≫
○親子で作ろう！キラキラ☆レジン・アクセ
サリー（1）（2）（樽井）
○ふるさと泉南の味クッキング（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○新春クラシック・コンサート5（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！（樽井）
○演劇鑑賞会　劇団とんがらし定期公演
（樽井）

文化振興課公
民館

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜女性リーダー育成のための支援＞さまざ
まな分野で男女平等の視点をもった女性
リーダーが活躍できるよう、女性リーダーを
育成するとともに、女性リーダーがつながる
ためのネットワーク支援を推進します。

青少年センターを拠点に活動を行う諸団体
のネットワーク化を図ることができなかっ
た。利用団体の拡充が出来ませんでした。

4、計画をやや
下回る

青少年センターを拠点に活動を行う諸団体
のネットワーク化を図ることが課題です。

青少年センターを拠点に活動を行う諸団体
の拡充を図り、ネットワーク化を図り、その
連携のもとで子育て支援をより充実したも
のにしていきます。

青少年センター

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜女性リーダー育成のための支援＞さまざ
まな分野で男女平等の視点をもった女性
リーダーが活躍できるよう、女性リーダーを
育成するとともに、女性リーダーがつながる
ためのネットワーク支援を推進します。

ステップ登録グループのリーダーやその他
メンバー、利用者に対し、各種研修の情報
提供を行った。また、ステップネット会議を3
回開催しました。

3、計画どおり

ステップネット会議では、「ステップ」登録グ
ループ相互の情報交換を行う等し、一定の
交流や連携は図れている。課題は、ネット
ワークの拡大であるため、引き続き「ステッ
プ」の存在の広報に努めます。

ステップ登録グループのリーダーやその他
メンバー、利用者に対し、各種研修の情報
提供を行う。また、ステップ登録グループの
代表者が参加するステップネット会議を開
催し、グループ相互の情報交換や男女平
等参画に関する講座の情報提供等を行い
ます。

人権推進課

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜女性リーダーリストの作成＞地域活動や
市民活動、企業など、さまざまな分野で男
女平等の視点をもって活躍しているリー
ダーのリストを作成するとともに、女性リー
ダーがつながるためのネットワーク支援や
リストの活用を推進します。

女性リーダーの育成を図るため、「ステッ
プ」登録グループ加入を促進し、市の行事
等への積極的な参加を促し、女性の活躍を
図りました。

現在の「ステップ」登録グループ数は9グ
ループ。

3、計画どおり

講座や講演会を行い、女性の意識啓発に
関する部分は推進できている。ただし、リー
ダーの育成にまでは、なかなか至っていな
いのが現状である。意識啓発からどのよう
に個人の行動につなげていく（各種審議会
委員になってもらったり、「ステップ」登録グ
ループに加入してもらう等）かが課題です。

引き続き、女性リーダーの育成を図るた
め、「ステップ」登録グループ加入を促進
し、市の行事等への積極的な参加を促し、
女性の活躍を図ります。

人権推進課

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜女性の能力発揮促進のための支援＞女
性の新しい発想や多様な能力の活用の観
点から、女性のさまざまなチャレンジを推進
します。

男女平等参画社会づくり講座Ⅱ「上手な家
計術と整理収納」を開催（全3回。延べ60名
参加）

3、計画どおり
セミナー等を行い、意識啓発を図ることがで
きました。

女性の様々なチャレンジを促進するため、
女性のためのチャレンジを応援する講座を
開催します。

人権推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜女性の能力発揮促進のための支援＞女
性の新しい発想や多様な能力の活用の観
点から、女性のさまざまなチャレンジを推進
します。

地域やコミュニティ活動において、女性の
チャレンジを促しました。

3、計画どおり
地域やコミュニティ活動において、女性の
チャレンジを促すことで、女性の能力発揮
促進のための支援につながりました。

地域やコミュニティ活動において、女性の
チャレンジを促していきます。

政策推進課

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜情報教育の推進及びIT活用能力向上の
機会の提供＞女性が社会の中で多様な選
択ができ、さまざまな分野に参画できるよ
う、パソコンスキルの習得のやSNSの利活
用方法などITに関連する講習を実施しま
す。

○近年人気のあるタブレット端末を使いこ
なす、6回連続講座「ｉＰａｄをはじめよう！≪
初級編≫」を一時保育付きで実施した。樽
井ばかりではなく、新家公民館でも実施し
たいと考えていたが、公民館クラブの活動
が活発で、会場を取ることができませんでし
た。

3、計画どおり

実績のとおり、一時保育付きで「6回連続講
座iPadをはじめよう！≪初級編≫」を実施し
た。課題としては、一時保育の認知度を上
げること。また、今回の受講生からは≪中
級編≫以上の講座を希望の声も出たが、
≪初級編≫での受講申込みが多数あった
こと、内容が高度になると講師の負担が大
きくなる恐れがあるため、次年度も≪初級
編≫で行うこととします。

○「6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！≪初
級編≫」を一時保育付きで実施予定（樽井）

文化振興課公
民館

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜情報教育の推進及びIT活用能力向上の
機会の提供＞女性が社会の中で多様な選
択ができ、さまざまな分野に参画できるよ
う、パソコンスキルの習得のやSNSの利活
用方法などITに関連する講習を実施しま
す。

青少年センターのパソコンルーム、人権協
会主催の資格取得促進事業等についての
情報提供を行いました。

3、計画どおり

資格取得促進のための冊子や広報誌を配
架するなどして情報提供を行っているが、
直接パソコンスキルの習得のための講座
に関する問い合わせはありませんでした。

引き続き、各公共施設の情報を提供しま
す。

人権推進課

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜情報教育の推進及びIT活用能力向上の
機会の提供＞女性が社会の中で多様な選
択ができ、さまざまな分野に参画できるよ
う、パソコンスキルの習得のやSNSの利活
用方法などITに関連する講習を実施しま
す。

随時情報の提供に努めました。 3、計画どおり

パソコン教室を市で開催することは難しい
が、情報提供や講座等でメディアに関する
講座を取り入れるなどすることにより取り組
みました。

随時情報の提供に努めます。 生涯学習課

Ⅰ 2 (1) 女性のエンパワメント支援

＜情報教育の推進及びIT活用能力向上の
機会の提供＞女性が社会の中で多様な選
択ができ、さまざまな分野に参画できるよ
う、パソコンスキルの習得のやSNSの利活
用方法などITに関連する講習を実施しま
す。

講座の実施は行えなかったが、毎週金曜
日にパソコンルームの開放を行いました。

3、計画どおり
講座の実施は行えなかったが、毎週金曜
日にパソコンルームの開放を行いました。

必要に応じたパソコンを活用した講座の実
施を検討します。

青少年センター

Ⅰ 2 (2) 女性のネットワーク支援

＜農業・漁業に従事する女性グループの
ネットワーク支援＞グリーン・ツーリズムな
どを通じた都市農村交流や、6次産業化に
取り組む女性の活動等を支援します。

都市農村交流や「６次産業化」を推進する
女性の起業活動等の申請等はありません
でした。

5、計画を大幅
に下回る

申請がない状況ではあるが、女性の認定
農業者も微増している状況から今後も申請
に応じて対応することとします。

＜農業・漁業に従事する女性グループの
ネットワーク支援＞グリーン・ツーリズム、
消費者との交流など、教育、観光などの場
として活用する、都市農村交流や、「6次産
業化」を推進する女性の起業活動等の支
援をします。

産業観光課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 2 (2) 女性のネットワーク支援

＜利用しやすい男女平等参画推進拠点づ
くり＞せんなん男女共同参画ルーム「ステッ
プ」を「ステップネット」を中心とした市民が
主体的に運営し、交流、情報収集・交換、
企画などができるように支援します。

情報収集や図書の閲覧等ができる交流ス
ペース、グループ等が学習や会議ができる
スペース、女性相談や電話相談ができる相
談室を備えた「せんなん男女平等参画ルー
ム「ステップ」を開設し、市民活動の支援を
行いました。

▽情報収集・提供事業
＊収集資料　図書11冊追加（現在751冊）そ
の他、雑誌、ビデオ、ＤＶＤ、行政資料、パ
ンフレット、リーフレット、チラシ
＊貸出冊数46冊、DVD貸出枚数15枚、延
べ貸出人数24人
▽ルーム利用状況人（女性1,721人・男性
132人）
▽ルーム登録グループ9グループ。

3、計画どおり

男女平等参画ルーム「ステップ」内の図書
を充実させ、ルームネット会議を行う等し、
情報収集・情報交換できる場所を提供。拠
点施設としての機能を充実させるよう努め
ています。

情報収集や図書の閲覧等ができる交流ス
ペース、グループ等が学習や会議ができる
学習スペース、女性相談や電話相談ができ
る相談室を備えた「せんなん男女平等参画
ルーム（ステップ）」を開設し、市民活動の
支援を行います。

人権推進課
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　主要施策３　男女が協働で行う地域活動の促進
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 3 (1)
地域活動における男女平
等参画推進の基盤づくり

＜自治会の男女平等参画の促進＞男女平
等参画の視点を踏まえた地域ネットワーク
の構築を図り、地域コミュニティの再生を図
ります。

所管団体等への情報提供に努めました。 3、計画どおり
所管団体等への情報提供を行うことで、自
治会の男女平等参画の促進につながりま
した。

所管団体等への情報提供に努めます。 政策推進課

Ⅰ 3 (1)
地域活動における男女平
等参画推進の基盤づくり

＜自治会の男女平等参画の促進＞男女平
等参画の視点を踏まえた地域ネットワーク
の構築を図り、地域コミュニティの再生を図
ります。

人権啓発推進協議会の活動で男女の参画
が促進されるよう情報と機会の提供に努め
ました。
具体的には、自治会等の役員を含む人権
啓発推進協議会との協働で、講座や講演
会等を行いました。

3、計画どおり
協働で講座や講演会を行うことにより、人
権啓発推進協議会構成員の方々等に、一
定の意識啓発が図れています。

人権啓発推進協議会の活動で男女の参画
が促進されるよう情報と機会の提供に努め
ます。

人権推進課

Ⅰ 3 (2)
地域活動が行われている
場を活用した男女平等参
画の推進

＜自治会活動を通じての地域への男女平
等参画の浸透＞自治会役員を男女平等推
進員として男女平等参画の気運を醸成しま
す。

所管団体等への情報提供に努めました。 3、計画どおり
所管団体等への情報提供を行うことで、自
治会活動を通じての地域への男女平等参
画の浸透につながりました。

所管団体等への情報提供に努めます。 政策推進課

Ⅰ 3 (2)
地域活動が行われている
場を活用した男女平等参
画の推進

＜自治会活動を通じての地域への男女平
等参画の浸透＞自治会役員を男女平等推
進員として男女平等参画の気運を醸成しま
す。

自治会等の役員を含む人権啓発推進協議
会との協働で、講座や講演会を開催するこ
とにより、自治会等における男女平等参画
促進の気運の醸成に努めました。

男女平等参画都市宣言啓発講演会「男
性、女性だけでなく、いろいろな性があるの
を知っていますか？～“いない”のではなく
“見えてない”だけ～」を開催。

3、計画どおり

協働で講座や講演会を行うことにより、人
権啓発推進協議会構成員の方々等に、一
定の意識啓発が図れており、男女平等参
画の気運を醸成しています。

自治会等への働きかけを進めます。 人権推進課

Ⅰ 3 (2)
地域活動が行われている
場を活用した男女平等参
画の推進

＜男女平等参画による地域の文化活動の
促進＞文化の伝承など地域の文化活動
に、男女ともに多様な年齢層の参加促進を
図ります。

老若男女問わず伝統文化に触れることが
出来るように市内各地に残される盆踊りを
伝承する団体を支援しました。
日舞、茶華道など日本の伝統芸能を学ぶ
団体が子どもたちに教室を行う際に国の支
援金を受けることが出来るよう積極的に働
きかけを行いました。

3、計画どおり

伝統的盆踊りを伝承する団体に対する支
援－４団体
文化庁「伝統文化親子教室事業」採択団体
－２団体
いかに団体数を増やすかが課題です。

老若男女問わず伝統文化に触れることが
出来るように市内各地に残される盆踊りを
伝承する団体を支援引き続き行います。
日舞、茶華道など日本の伝統芸能を学ぶ
団体が子どもたちに教室を行う際に国の支
援金を受けることが出来るよう積極的に働
きかけを行います。

生涯学習課

Ⅰ 3 (2)
地域活動が行われている
場を活用した男女平等参
画の推進

＜男女平等参画による地域の文化活動の
促進＞文化の伝承など地域の文化活動
に、男女ともに多様な年齢層の参加促進を
図ります。

地域の文化活動への参加促進を図り、地
域講座（１回）、ブックサロン（4回）、実用講
座（4回）等を開催。のべ137人参加がありま
した。

3、計画どおり

様々なテーマの催しを開催し、参加者の幅
が広がった。今後も、公民館などとも連携
し、多様な年齢層が参加できる催しを行い
ます。

今後も地域講座やブックサロンを継続し、
様々な年齢層の市民が参加できる機会の
提供を図ります。

文化振興課図
書館
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅰ 3 (2)
地域活動が行われている
場を活用した男女平等参
画の推進

＜ボランティア活動への男女平等参画の促
進＞まちづくりや子どもや高齢者の見守り
活動などの地域の課題解決のための地域
活動に多様な年齢層の男女がともに参画
することを促進します。

ＡＢＣ委員会を構成している各事業部それ
ぞれの活動、また合同事業の活動計画・実
施を通じて世代間交流の実施を図りまし
た。

3、計画どおり

ＡＢＣ委員会を構成している各事業部それ
ぞれの活動、また合同事業の活動計画・実
施を通じて世代間交流の実施を図ること
で、ボランティア活動への男女平等参画の
促進につながりました。

ＡＢＣ委員会を構成している各事業部それ
ぞれの活動、また合同事業の活動計画・実
施を通じて世代間交流の実施を図ります。

政策推進課

Ⅰ 3 (2)
地域活動が行われている
場を活用した男女平等参
画の推進

＜ボランティア活動への男女平等参画の促
進＞まちづくりや子どもや高齢者の見守り
活動などの地域の課題解決のための地域
活動に多様な年齢層の男女がともに参画
することを促進します。

ステップネット(せんなん男女平等参画ルー
ムネットワーク会議)を通じ、さまざまな世代
のグループ構成員の交流をはかりました。
ステップネット会議開催回数3回。

3、計画どおり

ステップネット会議では、「ステップ」登録グ
ループ相互の情報交換を行う等し、さまざ
まな世代のグループ構成員の交流を図って
いる。課題は、ネットワークのを拡大し、交
流人数を増やすことであるため、引き続き、
「ステップ」の存在の広報に努めます。

ステップネット(せんなん男女平等参画ルー
ムネットワーク会議)を通じ、さまざまな世代
のグループ構成員の交流を図ります。

人権推進課

Ⅰ 3 (2)
地域活動が行われている
場を活用した男女平等参
画の推進

＜ボランティア活動への男女平等参画の促
進＞まちづくりや子どもや高齢者の見守り
活動などの地域の課題解決のための地域
活動に多様な年齢層の男女がともに参画
することを促進します。

社会福祉協議会へ委託。
地域包括支援センター、NPO法人等の介護
予防活動を通じて男女共同参画を促進す
るための環境づくりに努めました。

3、計画どおり
ボランティア人員及び、地域の協力員の確
保しました。

社会福祉協議会へ委託。
地域包括支援センター、NPO法人等の介護
予防活動を通じて男女共同参画を促進す
るための環境づくりに努めます。

長寿社会推進
課

Ⅰ 3 (3)
防災・災害復興対策におけ
る男女平等参画の推進

＜防災・災害復興の取組への男女平等参
画＞「泉南市防災計画」及び同計画に基づ
くマニュアルに女性や高齢者、外国人など
の視点を反映させるよう働きかけます。

「泉南市防災計画」及び同計画に基づくマ
ニュアルなどにおいて、女性や高齢者、外
国人などのニーズの違いを反映した防災・
災害復興体制を推進しました。

3、計画どおり

「泉南市防災計画」及び同計画に基づくマ
ニュアルなどにおいて、女性や高齢者、外
国人などのニーズの違いを反映した防災・
災害復興体制を引き続き推進します。

平成25年5月策定の「男女共同参画の視点
からの防災・復興の取組指針」や同年8月
策定の「避難行動要支援者の避難行動支
援に関する取組指針」の反映に努めます。

危機管理課
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仕事と生活のバランスづくり

基本目標 Ⅱ
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基本目標Ⅱ　仕事と生活のバランスづくり
　主要施策４　就労の場における男女平等の促進
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜事業所への労働関係法令の周知＞職場
における男女平等を図るため、改正男女雇
用機会均等法や労働基準法、育児・介護
休業法等の情報提供や啓発を行います。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催の研修助成制度の周知を行いま
した。また、ハローワーク及び大阪府等労
働関係機関からの啓発冊子やチラシなどを
配布し啓発、情報提供をしました。

助成制度を活用した企業1社。

3、計画どおり
研修の助成制度の周知や、啓発冊子・チラ
シの配布等により、事業所への労働関係法
令の周知を図っています。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会主催の研修
の助成制度を周知します。また、ハロー
ワーク及び大阪府等労働関係機関からの
啓発冊子やチラシなどを配布し啓発、情報
提供を行います。

人権推進課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜事業所への労働関係法令の周知＞職場
における男女平等を図るため、改正男女雇
用機会均等法や労働基準法、育児・介護
休業法等の情報提供や啓発を行います。

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について課内、また市
民の方への周知啓発に努めました。

3、計画どおり

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について課内、また市
民の方への周知啓発に努めました。

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について課内、また市
民の方への周知啓発を行います。

産業観光課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜男女間の賃金格差の解消＞厚生労働省
作成の「男女間賃金格差解消に向けた労
使の取組支援のためのガイドライン」を活
用し、同一価値労働同一賃金の考え方に
立って男女の賃金格差の解消に向けた支
援に努めます。

大阪企業人権協議会ウェブサイトの泉南市
地域連絡会のページに同協議会主催の研
修の助成制度について周知しましたが、制
度の利用はありませんでした。また、ハロー
ワーク及び大阪府等労働関係機関からの
啓発冊子やチラシなどを配布し、啓発、情
報提供を行いました。また、賃金格差解消
に関する啓発、学習活動については機会を
得ることができませんでした。

3、計画どおり
研修の助成制度の周知や、啓発冊子・チラ
シの配布等により、男女間の賃金格差の解
消を図っています。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会主催の研修
の助成制度を周知します。また、ハロー
ワーク及び大阪府等労働関係機関からの
啓発冊子やチラシなどを配布し啓発、情報
提供を行います。

人権推進課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜男女間の賃金格差の解消＞厚生労働省
作成の「男女間賃金格差解消に向けた労
使の取組支援のためのガイドライン」を活
用し、同一価値労働同一賃金の考え方に
立って男女の賃金格差の解消に向けた支
援に努めます。

社会保険労務士による労働相談を年4回実
施し、相談件数は1件ありました。また、弁
護士による法律相談を月2～3回、年間34
回実施し、相談件数は総数で230件ありま
した。

3、計画どおり

社会保険労務士による労働相談を年4回実
施し、相談件数は1件ありました。また、弁
護士による法律相談を月2～3回、年間34
回実施し、相談件数は総数で230件ありま
した。

社会保険労務士による労働相談を年4回実
施の予定です。また、弁護士による法律相
談を月2～3回、年間34回の実施を予定して
います。

産業観光課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜労働相談の充実＞労働相談を充実しま
す。

社会保険労務士による労働相談を年4回実
施し、相談件数は1件ありました。また、弁
護士による法律相談を月2～3回、年間34
回実施し、相談件数は総数で230件ありま
した。

3、計画どおり

社会保険労務士による労働相談を年4回実
施し、相談件数は1件ありました。また、弁
護士による法律相談を月2～3回、年間34
回実施し、相談件数は総数で230件ありま
した。

社会保険労務士による労働相談を年4回実
施の予定です。また、弁護士による法律相
談を月2～3回、年間34回の実施を予定して
います。

産業観光課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜職場における健康維持・増進の取組支
援＞メンタルヘルスに関する相談やカウン
セリングの充実を図るなど、職場での健康
管理の重要性について働きかけます。

メンタルヘルスについての理解を深めるた
め、新規採用職員を対象に「セルフサポー
ト・コミュニケーション研修」を実施しました。
さらに、監督職を対象に部下職員の健康管
理や日頃のコミュニケーションなどをテーマ
に「職場づくりコミュニケーション研修」を実
施しました。

*「メンタルヘルス研修」20名参加
*「職場づくりコミュニケーション研修」26名
参加

3、計画どおり

管理監督職や中堅・若手・新採、職階・職
場など職員が求める健康管理は様々であ
るため、必要に応じた研修を実施する必要
があります。

全職員対象にメンタルヘルス（セルフケア・
ラインケア・サポートケア）に関する研修を
実施します。

人事課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜職場における健康維持・増進の取組支
援＞メンタルヘルスに関する相談やカウン
セリングの充実を図るなど、職場での健康
管理の重要性について働きかけます。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催研修の助成制度を周知しました
が、制度の利用はありませんでした。また
ハローワーク及び大阪府等労働関係機関
からの啓発冊子やチラシなどを配布し啓
発、情報提供を行いました。

3、計画どおり
研修の助成制度の周知や、啓発冊子・チラ
シの配布等により、職場における健康維
持・増進の取組支援を図っています。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催研修の助成制度を周知する。また
ハローワーク及び大阪府等労働関係機関
からの啓発冊子やチラシなどを配布し啓
発、情報提供を行います。

人権推進課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜職場における健康維持・増進の取組支
援＞メンタルヘルスに関する相談やカウン
セリングの充実を図るなど、職場での健康
管理の重要性について働きかけます。

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について課内、また市
民の方への周知啓発に努めました。

3、計画どおり

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について課内、また市
民の方への周知啓発に努めました。

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について課内、また市
民の方への周知啓発を行います。

産業観光課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜「母性健康管理指導事項連絡カード」の
啓発＞男女雇用機会均等法など、母性保
護に関する法律・制度の遵守を働きかけ、
働く女性の妊娠・出産に対して一貫した健
康管理と健康支援をします。

大阪労働局、ハローワーク等と連携し、啓
発紙などで、周知に努めました。

3、計画どおり
大阪労働局、ハローワーク等と連携し、啓
発紙などで、周知に努めました。

大阪労働局、ハローワーク等と連携し、啓
発紙などで、周知に努めます。

産業観光課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜「母性健康管理指導事項連絡カード」の
啓発＞男女雇用機会均等法など、母性保
護に関する法律・制度の遵守を働きかけ、
働く女性の妊娠・出産に対して一貫した健
康管理と健康支援をします。

妊娠届出時に、「働きながら安心して妊娠・
出産を迎えるために」のパンフレットを配布
し、母性健康管理指導事項連絡カードの活
用について説明を実施しました。

親子（母子）健康手帳に掲載の、”働きなが
ら”のサポート制度について説明を実施しま
した。

3、計画どおり
妊娠届出の面接の機会なので、必要な方
に情報提供することができています。

妊娠届出時に、「働きながら安心して妊娠・
出産を迎えるために」のパンフレットを配布
し、母性健康管理指導事項連絡カードの活
用について説明を実施します。

親子（母子）健康手帳に掲載の、”働きなが
ら”のサポート制度について説明を実施しま
す。

保健推進課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜「母性健康管理指導事項連絡カード」の
啓発＞妊娠届出時に必要に応じて情報提
供を行います。

妊娠届出時に、「働きながら安心して妊娠・
出産を迎えるために」のパンフレットを配布
し、母性健康管理指導事項連絡カードの活
用について説明を実施しました。

親子（母子）健康手帳に掲載の、”働きなが
ら”のサポート制度について説明を実施しま
した。

3、計画どおり
妊娠届出の面接の機会なので、必要な方
に情報提供することができています。

妊娠届出時に、「働きながら安心して妊娠・
出産を迎えるために」のパンフレットを配布
し、母性健康管理指導事項連絡カードの活
用について説明を実施します。

親子（母子）健康手帳に掲載の、”働きなが
ら”のサポート制度について説明を実施しま
す。

保健推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜セクシュアル・ハラスメント防止対策の働
きかけ＞セクシュアル・ハラスメントは人権
侵害であるという認識を深めるための啓
発・学習活動を行うとともに、相談窓口の周
知に努めます。

社会保険労務士による労働相談を年4回実
施し、相談件数は1件ありました。また、弁
護士による法律相談を月2～3回、年間34
回実施し、相談件数は総数で230件ありま
した。

3、計画どおり

社会保険労務士による労働相談を年4回実
施し、相談件数は1件ありました。また、弁
護士による法律相談を月2～3回、年間34
回実施し、相談件数は総数で230件ありま
した。

社会保険労務士による労働相談を年4回実
施の予定です。また、弁護士による法律相
談を月2～3回、年間34回の実施を予定して
います。

産業観光課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜セクシュアル・ハラスメント防止対策の働
きかけ＞セクシュアル・ハラスメントは人権
侵害であるという認識を深めるための啓
発・学習活動を行うとともに、相談窓口の周
知に努めます。

冊子を配布するなどして啓発を行った。相
談については、女性のための電話相談や
女性相談（面接）等に関して、広報やチラシ
を通じ周知を図りました。セクハラに関する
相談は0件でした。

本年度作成の男女平等参画情報誌「step」
vol.23では、デートDVおよび様々なハラスメ
ントについて啓発した内容とし、講座や講演
会、成人記念祭などで配布しました。

3、計画どおり

セクシュアル・ハラスメントという言葉の認
識率は、今やほぼ100％に近いものだと思
われる。ただし、セクハラを防止する措置が
講じられているかは事業所により差がある
と思われるので、引き続き、啓発・学習の機
会が必要です。

泉南市事業所人権推進連絡会やウェブサ
イト、チラシ等を通じ、啓発、学習活動を行
います。

人権推進課

Ⅱ 4 (1)
就労の場における男女の
均等な機会と待遇の確保
の推進

＜セクシュアル・ハラスメント防止対策の働
きかけ＞セクシュアル・ハラスメントは人権
侵害であるという認識を深めるための啓
発・学習活動を行うとともに、相談窓口の周
知に努めます。

監督職を対象として、より良い職場風土づく
りのための「職場づくりコミュニケーション研
修」を実施しました。
あらゆるハラスメント防止のため、「セクシュ
アル・ハラスメント防止要綱」を廃止し、「ハ
ラスメント防止要綱」を制定し、周知を行い
ました。

*「職場づくりコミュニケーション研修」26名
参加

1、計画を大幅
に上回る

継続的な研修や、定期的に注意喚起を実
施することで、職員のハラスメント防止に繋
げる必要があります。

引き続き管理監督職を対象に、ハラスメント
防止研修を実施する。また、新たに制定し
たハラスメント防止要綱について周知徹底
します。

人事課

Ⅱ 4 (2)
多様な生き方、多様な能力
の発揮を可能にするため
の支援

＜公正な処遇が図られた多様な働き方の
普及・促進＞非正規雇用労働者がスキル
アップ、キャリアアップができるようなしくみ
づくりについて事業所に働きかけを進めま
す。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催研修の助成制度を周知しました
が、制度の利用はありませんでした。また
ハローワーク及び大阪府等労働関係機関
からの啓発冊子やチラシなどを配布し啓
発、情報提供を行いました。

3、計画どおり

研修の助成制度の周知や、啓発冊子・チラ
シの配布等により、公正な処遇が図られた
多様な働き方の普及・促進を図っていま
す。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催研修の助成制度を周知する。また
ハローワーク及び大阪府等労働関係機関
からの啓発冊子やチラシなどを配布し啓
発、情報提供を行います。

人権推進課

Ⅱ 4 (2)
多様な生き方、多様な能力
の発揮を可能にするため
の支援

＜公正な処遇が図られた多様な働き方の
普及・促進＞非正規雇用労働者がスキル
アップ、キャリアアップができるようなしくみ
づくりについて事業所に働きかけを進めま
す。

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について課内、また市
民の方への周知啓発に努めました。

3、計画どおり

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について課内、また市
民の方への周知啓発に努めました。

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について課内、また市
民の方への周知啓発を行います。相談を
受けるコーディネーターのスキルアップのた
めの研修（市町村就職困難者就労支援担
当職員等研修会）に可能な限り参加し、今
後の相談業務における助言・指導に役立て
ます。

産業観光課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅱ 4 (2)
多様な生き方、多様な能力
の発揮を可能にするため
の支援

＜再就職に向けた支援の充実＞再就職の
ための情報提供、職業能力開発を進めま
す。

地域就労支援センターで就労相談を行い、
年間の相談件数は332件でした。また、相
談を受けるコーディネーターのスキルアップ
のための研修（市町村就職困難者就労支
援担当職員研修会）に1回参加しました。

3、計画どおり
地域就労支援センターで就労相談を行い、
30年度の新規相談100件、相談232件あり
ました。

地域就労支援事業を実施しており、就職困
難者、特に母子家庭の母親を重点に、雇
用・就労のためのスキルアップ事業を実施
します。

産業観光課

Ⅱ 4 (2)
多様な生き方、多様な能力
の発揮を可能にするため
の支援

＜再就職に向けた支援の充実＞再就職の
ための情報提供、職業能力開発を進めま
す。

男女平等参画社会づくり講座Ⅱ「上手な家
計術と整理収納」を開催（全3回。延べ60名
参加）

3、計画どおり
セミナー等を行い、意識啓発を図ることがで
きました。

再就職を支援するための講座を開催しま
す。

人権推進課

Ⅱ 4 (3)
農業や自営業に従事する
女性への支援

＜女性の経済的地位の向上＞家族経営協
定の普及促進を図ります。また、女性認定
農業者や女性指導農業士の育成を図りま
す。商工業などの自営業における家族従業
者の実態や無償労働の実態の把握に努め
ます。

女性認定農業者の申請は22件中2件ありま
した。女性指導農業士の申請等はありませ
んでした。

3、計画どおり
年間数件ではあるが女性認定農業者の申
請も出てきているので、今後も認定に向け
た取り組みを進めます。

＜女性の経済的地位の向上＞家族経営協
定の普及促進を図ります。また、女性認定
農業者や女性指導農業士の育成を図りま
す。商工業などの自営業における家族従業
者の実態や無償労働の実態について調査
の実施を検討します。

産業観光課
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　主要施策５　ワーク・ライフ・バランスの実現のための支援
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅱ 5 (1)
仕事と生活の調和に向け
た社会的気運の醸成

＜ワーク・ライフ・バランスの取組推進と情
報提供＞長時間労働を改善していくため、
事業所へのワーク・ライフ・バランスの啓発
とともに、先進企業の好事例等の情報の収
集や提供を積極的に行います。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催研修の助成制度を周知しました。
またハローワーク及び大阪府等労働関係
機関からの啓発冊子やチラシなどを配布し
啓発、情報提供を行いました。

3、計画どおり
研修の助成制度の周知や、啓発冊子・チラ
シの配布等により、ワーク・ライフ・バランス
の取組推進と情報提供を行っています。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催研修の助成制度を周知する。また
ハローワーク及び大阪府等労働関係機関
からの啓発冊子やチラシなどを配布し啓
発、情報提供を行います。

人権推進課

Ⅱ 5 (1)
仕事と生活の調和に向け
た社会的気運の醸成

＜ワーク・ライフ・バランスの取組推進と情
報提供＞長時間労働を改善していくため、
事業所へのワーク・ライフ・バランスの啓発
とともに、先進企業の好事例等の情報の収
集や提供を積極的に行います。

ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を
評価する入札等の情報収集に努めました。

4、計画をやや
下回る

本市に適応する好事例等の情報を得ること
は出来なかったが、引続き情報収集を進め
ます。

事例等の情報収集等に努めます。 契約検査課

Ⅱ 5 (1)
仕事と生活の調和に向け
た社会的気運の醸成

＜事業所への男性の育児・介護休暇取得
の啓発＞男性の仕事と子育て・介護の両
立のための制度の定着を促進します。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催研修の助成制度を周知しました
が、制度の利用はありませんでした。また
国や他機関が作成した、ハローワーク及び
大阪府等労働関係機関からの啓発冊子や
チラシなどを配布し啓発、情報提供を行い
ました。

3、計画どおり

男女参画に対する広報、啓発と、事業所の
大阪企業人権協議会サポートセンター主催
の人権研修について助成制度の周知を行
い、国や他機関が作成した啓発冊子等を配
布する等、事業所への男性への育児・介護
休暇所得の啓発を行いました。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催研修の助成制度を周知し、ハロー
ワーク及び大阪府等労働関係機関からの
啓発冊子やチラシなどを配布し啓発、情報
提供を行います。また、泉南市事業所人権
推進連絡会を通じ、啓発、学習活動を行い
ます。

人権推進課

Ⅱ 5 (1)
仕事と生活の調和に向け
た社会的気運の醸成

＜市役所内への男性の育児・介護休暇取
得の啓発＞男性の仕事と子育て・介護の
両立のための制度の定着を促進します。

「休暇の手引き」に加え、「育休等パンフレッ
ト」を作成し、制度の周知に取り組みまし
た。

①子どもが生まれた男性職員総数（人）　3
人

うち、出産補助休暇取得者数（人）とその
割合（％）　　3人（100％）

うち、育児休業取得者数（人）とその割合
（％）　　0人（0％）

3、計画どおり

子どもが生まれた全ての職員が出産補助
休暇を取得した。ただし、男性の育児休業
取得については、給与面や職場の状況な
ど様々な要因で取得することが難しいと考
えます。
今後も、育児制度の周知徹底を図り、男性
の育児参加を促すよう努めます。

引き続き、「休暇の手引き」や「育休等パン
フレット」を周知し、男性の育児参加促進に
努めます。

人事課

Ⅱ 5 (2)
企業における仕事と子育
て・介護の両立支援の取
組の促進、評価

＜顕彰制度の創設＞仕事と生活の調和や
男女平等参画に積極的に取り組む事業所
に対する顕彰制度について検討します。

女性活躍推進法に基づく事業主行動計画
の策定を促進し、大阪府の男女いきいき元
気宣言事業者の登録について情報提供を
行いました。

3、計画どおり

先進事例や市内事業所のニーズ等を総合
的に勘案し、仕事と生活の調和や男女平等
参画に積極的に取り組む事業所に対する
顕彰制度について検討します。

仕事と生活の調和や男女平等参画に積極
的に取り組む事業所に対する顕彰制度に
ついて検討します。

人権推進課

Ⅱ 5 (2)
企業における仕事と子育
て・介護の両立支援の取
組の促進、評価

＜事業主行動計画策定の支援＞女性活躍
推進法に基づく事業主行動計画の策定が
努力義務である事業所（常時雇用労働者
数が300人以下）に対して、策定を働きかけ
ます。

大阪労働局等関係機関からの情報提供を
行いました。

3、計画どおり

大阪府労働局等関係機関からの情報提供
を行う等して、企業における仕事と子育て、
介護の両立支援の取り組みについて広報、
啓発を図り、一般事業主行動計画策定の
支援を行います。

大阪労働局等関係機関を紹介するなどし、
支援を行います。

人権推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅱ 5 (2)
企業における仕事と子育
て・介護の両立支援の取
組の促進、評価

＜事業主行動計画策定の支援＞女性活躍
推進法に基づく事業主行動計画の策定が
努力義務である事業所（常時雇用労働者
数が300人以下）に対して、策定を働きかけ
ます。

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について事業所、また
市民の方への周知啓発に努めました。

3、計画どおり

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について事業所、また
市民の方への周知啓発に努めました。

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について事業所、また
市民の方への周知啓発に努めます。

産業観光課

Ⅱ 5 (3)
多様なライフスタイルに対
応したサービスの拡充

＜子育て支援の推進＞男女平等参画の視
点に配慮しながら、「泉南市子ども・子育て
支援事業計画」に基づいて子育て支援を推
進します。

地域子育て支援センター事業を実施
○出前保育の実施
・各地域の公園・公共施設を利用して行う
出前保育

不定期
・イベントの出前保育

季節、伝承行事にあった時期
・各地域の公園等

概ね月１回

○育児サークルの育成
「サークルの・わ！」概ね月１回

○なるにっこ認定こども園、浜保育所にお
いて一時保育を実施

3、計画どおり
事業を計画に沿って実施することができま
した。

地域子育て支援センター事業を実施
○出前保育の実施
・各地域の公園・公共施設を利用して行う
出前保育

不定期
・イベントの出前保育

季節、伝承行事にあった時期
・各地域の公園等

概ね月１回
○育児サークルの育成

「　サークルの・わ！」概ね月１回

○なるにっこ認定こども園、浜保育所にお
いて一時保育を実施

保育子育て支
援課

Ⅱ 5 (3)
多様なライフスタイルに対
応したサービスの拡充

＜子育て支援の推進＞男女平等参画の視
点に配慮しながら、「泉南市子ども・子育て
支援事業計画」に基づいて子育て支援を推
進します。

子育て支援センターや子ども総合支援セン
ター、認定こども園、保育所、幼稚園、関係
公共機関において、子育てに関する情報を
提供した。
また、子ども関係機関が連携しホームペー
ジ「せんなん子育てネット」を運営し、すこや
かカレンダーやすこやか新聞等の子育て支
援情報を一元化して提供しました。

3、計画どおり
関係公共機関への情報提供およびホーム
ページを活用することで、子育て支援情報
を提供しました。

子育て支援センターや子ども総合支援セン
ター、認定こども園、保育所、幼稚園、関係
公共機関において、子育てに関する情報を
提供していきます。
また、子ども関係機関が連携しホームペー
ジ「せんなん子育てネット」を運営し、すこや
かカレンダーやすこやか新聞等の子育て支
援情報を一元化して提供します。

保育子育て支
援課

Ⅱ 5 (3)
多様なライフスタイルに対
応したサービスの拡充

＜子育て支援の推進＞男女平等参画の視
点に配慮しながら、「泉南市子ども・子育て
支援事業計画」に基づいて子育て支援を推
進します。

子育てフォーラムの開催
　　6月28日10：00～12：00
あいぴあ泉南にて実施
　　73組93人参加

子育て講座の開催
・11月21日開催

3、計画どおり
計画にそって、子育てフォーラムと子育て
講座を開催しました。

子育てフォーラムの開催
子育て講座の開催

保育子育て支
援課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅱ 5 (3)
多様なライフスタイルに対
応したサービスの拡充

＜子育て支援の推進＞男女平等参画の視
点に配慮しながら、「泉南市子ども・子育て
支援事業計画」に基づいて子育て支援を推
進します。

・午後7時までの延長保育の実施
・産休明け保育の実施

4、計画をやや
下回る

一部未実施（休日保育・病後児保育）であ
るため、実施に向け課題の整理を行いま
す。

・午後7時までの延長保育の実施
・産休明け保育の実施
・休日保育の実施
・病後児保育の実施

保育子育て支
援課

3、計画どおり 実施計画にもとづき、各教室を実施した。

次の地域子育て支援センター事業を実施し
ます。

▼親子教室の開催
・赤ちゃん教室(0歳向け）　4中学校区内で
年間3クール、それぞれ6回コース実施
・体操教室　年６回実施（２歳以上の子ども
とその保護者が対象）
・ふれあい教室　年１回（０歳児・００歳児と
保護者が対象）
▼ひだまりルーム（就学前）月16回程度実
施（9：30～11：40、12：30～15：00の間で参
加自由。昼食持参可能（食事時間は11：50
～12：00））
　　・おいでおいで広場（月１回）
　　・おひさま交流会（月１回）
　　・こぐまタイム（月１回）２歳児以上
　　・子育て相談（電話相談・来所相談、保
健師相談（月１回）など）
　　・身体計測（月４回）
▼お父さんと子どものひだまりルーム
　　年間3回土曜日又は日曜日に実施
　　（9：30～11：30の間参加自由）
▼よちよちルーム　（0歳児・００歳児向け）
月1回実施
▼はいはいルーム　（0歳児・００歳児向け）
月2回実施
▼１歳児広場（月１回）
▼ひだまりＯＢルーム　夏休み、冬休み、春
休み6回実施
・1号認定児、幼稚園児、在宅の3歳児以上
とそのきょうだいが対象
▼プチ・ルポ
　　（保護者への交流の場の提供）月1回実
施
▼そらまめくらぶ
　（多胎児を持つ保護者同士の交流・遊び
場の提供）年9回実施

保育子育て支
援課

Ⅱ 5 (3)
多様なライフスタイルに対
応したサービスの拡充

＜子育て支援の推進＞男女平等参画の視
点に配慮しながら、「泉南市子ども・子育て
支援事業計画」に基づいて子育て支援を推
進します。

▼親子教室の開催
・赤ちゃん教室(0歳向け）　年間３クール、そ
れぞれ６回コース実施
　泉南中学校、西信達公民館・西信達小学
校、信達中学校、浜保育所、信達こども園
・ふれあい教室　年１回実施　（０歳児・００
歳児とその保護者が対象）
・体操教室　年６回実施　（２歳児以上の子
どもとその保護者が対象）
▼ひだまりルーム（就学前）月16回程度実
施
　9：30～11：40　12：30～15：00の間で参加
自由
　昼食持参可能（食事時間は11：50～12：
00）
・おいでおいで広場（月２回）　10：30～11：
15or13:30～14：15
・おひさま交流会（月１回）　10：30～11：15
・こぐまタイム（月２回）　２歳児以上
・子育て相談（電話相談・来所相談、保健師
相談（月１回）など）
・身体計測（月４回）実施
▼お父さんと子どものひだまりルーム　年
間３回土曜日又は日曜日に実施
　9：30～11：45の間で参加自由
▼よちよちルーム・はいはいルーム（0歳
児・00歳児向け）　概ね月２回実施
　9：30～11：30、13：00～15：00の間で参加
自由
▼1歳児広場（年８回）　9：30～11：30の間
で参加自由
▼ひだまりＯＢルーム　夏休み、冬休み、春
休み６回実施（1号認定児、幼稚園児、在宅
の3歳児以上とそのきょうだいが対象）
　9：30～11：40の間で参加自由
　弁当持参可能（食事時間は11：50～12：
30）
▼プチ・ルポ
保護者への交流の場の提供月1回実施
▼そらまめくらぶ　月１回　（9:30～11：30
or 13：30～15：00）
多胎児を持つ保護者同士の交流・遊び場
の提供
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅱ 5 (3)
多様なライフスタイルに対
応したサービスの拡充

＜子育て支援の推進＞男女平等参画の視
点に配慮しながら、「泉南市子ども・子育て
支援事業計画」に基づいて子育て支援を推
進します。

ひとり親家庭の生活の安定を図るため、そ
れぞれの家庭の状況に応じ、経済的自立
に向けての就労支援などに努め、日常生
活の支援にも取り組みます。大阪府母子、
父子、寡婦福祉資金の貸付制度や高等職
業訓練促進給付金事業、自立支援教育訓
練給付金事業の支援により生活の負担軽
減に取り組みます。新規貸付件数：9件

3、計画どおり
ひとり親家庭の生活の安定のため、今後も
引き続き自立に向けての情報提供及び、支
援などに努めます。

ひとり親家庭に対し、個々の状況に応じて
の情報提供行い、生活の安定を図る為の
支援を行います。

生活福祉課

Ⅱ 5 (3)
多様なライフスタイルに対
応したサービスの拡充

＜子育て支援の推進＞男女平等参画の視
点に配慮しながら、「泉南市子ども・子育て
支援事業計画」に基づいて子育て支援を推
進します。

小学生保護者が就労等により不在である
児童を対象とし、留守家庭児童会を１０施
設で開設。延長保育の実施、保育内容の
充実等安全で安心できる保育に努めまし
た。

3、計画どおり

受け入れ対象を6年生まで拡大したことによ
り、入会者が増えていることから、保育内容
等工夫しながら、児童の放課後の安心安全
な居場所となるよう運営していく必要があ
る。また、延長保育時間の拡大が課題であ
ることからニーズ調査を実施し、平成３１年
４月から延長保育を行うこととなりました。

延長保育時間の拡大を実施し、より保育内
容を充実させ、学校とも連携をとり工夫しな
がら、希望する児童の利用促進を図りま
す。

生涯学習課

Ⅱ 5 (3)
多様なライフスタイルに対
応したサービスの拡充

＜子育て支援の推進＞男女平等参画の視
点に配慮しながら、「泉南市子ども・子育て
支援事業計画」に基づいて子育て支援を推
進します。

男女平等参画の視点に配慮しながら、「泉
南市次世代育成支援対策地域行動計画」
に基づいて子育て支援を図りました。

3、計画どおり

男女平等参画の視点に配慮しながら、「泉
南市次世代育成支援対策地域行動計画」
に基づき、引き続き子育て支援施策を推進
しました。

男女平等参画の視点に配慮しながら、「泉
南市次世代育成支援対策地域行動計画」
に基づき、引き続き子育て支援を推進しま
す。

学務課

Ⅱ 5 (3)
多様なライフスタイルに対
応したサービスの拡充

＜子育て支援の推進＞男女平等参画の視
点に配慮しながら、「泉南市子ども・子育て
支援事業計画」に基づいて子育て支援を推
進します。

子育て情報を収集し、地域の情報コーナー
や赤ちゃん絵本のコーナーでパンフレット等
の情報提供を行った。関係機関との連携や
出張講座（13回）など子育て支援事業も行
いました。

3、計画どおり
男女平等参画の視点に配慮し、様々な子
育て支援事業を行いました。

男女平等参画の視点に配慮し、多様なライ
フスタイルに対応できる子育て支援事業を
推進します。

文化振興課図
書館

Ⅱ 5 (3)
多様なライフスタイルに対
応したサービスの拡充

＜子育て支援の推進＞男女平等参画の視
点に配慮しながら、「泉南市子ども・子育て
支援事業計画」に基づいて子育て支援を推
進します。

子育て家庭の不安感・負担感が軽減できる
よう、土曜日や学校の長期休業中も開館し
た。また、親子で参加できる講座（大阪湾一
斉調査やデイキャンプ等）も多数開催しまし
た。

3、計画どおり

子育て家庭の不安感・負担感が軽減できる
よう、土曜日や学校の長期休業中も開館し
た。また、親子で参加できる講座（大阪湾一
斉調査やデイキャンプ等）も多数開催しまし
た。

青少年センターの利用は登録制となったが
子ども元気広場しんげを利用する子どもに
ついても保護者とより連携を深めるため、
利用者の登録制を検討します。

青少年センター

Ⅱ 5 (3)
多様なライフスタイルに対
応したサービスの拡充

＜子育て支援の推進＞男女平等参画の視
点に配慮しながら、「泉南市子ども・子育て
支援事業計画」に基づいて子育て支援を推
進します。

妊婦とその家族を対象とした「はじめまして
赤ちゃん」について、利用しやすい日曜日
の開催を実施しました。

3、計画どおり

平成30年度は、3回/年日曜日に開催した。
夫の参加がとても増え、夫婦で赤ちゃんを
迎えるための知識の習得や、沐浴練習が
できました。

H３０年度と同じく年３回開催予定。 妊娠・
出産を迎える夫婦にとって、夫の役割を明
確に情報提供していく。出産後の支援の場
（事業案内）を伝え、支援の切れ目がないよ
うに支援していきます。

保健推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅱ 5 (3)
多様なライフスタイルに対
応したサービスの拡充

＜家族介護の支援＞介護の社会化を進め
る介護保険サービスの周知と利用促進に
努めるとともに、高齢者を介護する家族に
対して男女平等参画の視点に立った支援
を行います。

医療・介護等の多職種におけるネットワー
ク化を図っている。認知症サポーター養成
講座を開催し、キャラバンメイト・認知症サ
ポーター合わせて、約15,500人誕生（累
計）。

3、計画どおり

医療・介護等の多職種におけるネットワー
ク化を図っている。認知症サポーター養成
講座を開催し、キャラバンメイト・認知症サ
ポーター合わせて、約15,500人誕生（累
計）。

医療・介護等の多職種におけるネットワー
ク化を支援します。

長寿社会推進
課
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　主要施策６　男性にとっての男女平等参画の推進
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅱ 6 (1)
男性の子育て・介護・看
護・家事及び地域活動へ
の参画の促進

＜男性向けの学習機会の提供＞料理、子
育て、介護等、男性が生活面の技術を習得
する機会を提供するとともに、父親としての
自覚を促し、子育てに参加・参画するため
の学習機会を提供します。

男性料理教室（保健センター開催の健康教
室受講後の自主グループ）を年６回支援
し、男性の料理のスキルアップの機会を提
供しました。

妊婦とその家族を対象とした「はじめまし
て！赤ちゃん」や育児教室（はじめてのまま
サロン）を実施し、父親の参加を促しまし
た。

「はじめまして！赤ちゃん」（産前・産後サ
ポート事業）は、毎クール、父親が参加しや
すい日曜開催をしました。

3、計画どおり

継続実施の事業等は現状維持することが
できました。

父親の育児参加の最初の機会として、「は
じめまして！赤ちゃん」（産前・産後サポート
事業）を日曜日に開催し、出産時期の夫の
役割や、妊婦疑似体験・沐浴実習を提供す
ることができました。

料理教室・育児教室等、男性向け学習機会
を提供します。

「はじめまして！赤ちゃん」（産前・産後サ
ポート事業）を日曜日に継続して開催しま
す。

保健推進課

Ⅱ 6 (1)
男性の子育て・介護・看
護・家事及び地域活動へ
の参画の促進

＜男性向けの学習機会の提供＞料理、子
育て、介護等、男性が生活面の技術を習得
する機会を提供するとともに、父親としての
自覚を促し、子育てに参加・参画するため
の学習機会を提供します。

所管団体等への情報提供に努めました。 3、計画どおり
所管団体等への情報提供を行うことで、男
性向けの学習機会の提供につながりまし
た。

所管団体等への情報提供に努めます。 政策推進課

Ⅱ 6 (1)
男性の子育て・介護・看
護・家事及び地域活動へ
の参画の促進

＜男性向けの学習機会の提供＞料理、子
育て、介護等、男性が生活面の技術を習得
する機会を提供するとともに、父親としての
自覚を促し、子育てに参加・参画するため
の学習機会を提供します。

情報誌、啓発資料等の情報提供を引き続
き行う。人権教育講座において、性別によ
る偏りをなくすような内容を厳選し、啓発を
行いました。

3、計画どおり

情報誌、啓発資料等で情報提供を行い、広
報誌、ホームページ等で広く呼びかけを
行っているが、子育て世代の男性の参加は
難しく、どのように啓発していくかが課題で
す。

情報誌、啓発資料等の情報提供を引き続
き行う。人権教育講座において、性別によ
る偏りをなくすような内容を厳選し、啓発を
行います。

生涯学習課

Ⅱ 6 (1)
男性の子育て・介護・看
護・家事及び地域活動へ
の参画の促進

＜男性向けの学習機会の提供＞料理、子
育て、介護等、男性が生活面の技術を習得
する機会を提供するとともに、父親としての
自覚を促し、子育てに参加・参画するため
の学習機会を提供します。

≪一時保育付きで以下の講座を実施した
≫
○親子で作ろう！きらきら☆かわいいアク
セサリー①レジン②つまみ細工（樽井）
○3回連続講座つまみ細工でステキなかん
ざし作り～七五三、成人式に！～（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！（樽井）
○新春クラシック・コンサート5（樽井）
○喜劇「ソネット（演劇公演）」（樽井）

3、計画どおり

実績のとおり、一時保育付きで各種講座を
開催しました。高齢者対象の講座以外に
は、すべて一時保育付きで実施していま
す。大きなイベント（寄席、クラシック・コン
サート、演劇公演）にも、必ず一時保育を付
け、男女を問わず子育て支援のため、小さ
い子どもを持つ保護者にも参加しやすい環
境を整備しました。また講座日程は、男女と
も参加しやすい土曜日・日曜日に設定して
います。

≪一時保育付きで以下の講座を実施予定
≫
○親子で作ろう！キラキラ☆レジン・アクセ
サリー（1）（2）（樽井）
○ふるさと泉南の味クッキング（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○新春クラシック・コンサート5（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！（樽井）
○演劇鑑賞会　劇団とんがらし定期公演
（樽井）

文化振興課公
民館
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅱ 6 (1)
男性の子育て・介護・看
護・家事及び地域活動へ
の参画の促進

＜男性向けの学習機会の提供＞料理、子
育て、介護等、男性が生活面の技術を習得
する機会を提供するとともに、父親としての
自覚を促し、子育てに参加・参画するため
の学習機会を提供します。

前年度同様、保護者として父親の参加者が
多く、,なかにはリピーターも多く見られた。
講座へ参加した父親は6月実施で5名、12
月実施で3名、1月実施で6名、2月実施で4
名とそれぞれの講座で約2割の父親が参加
し、子どもと一緒に講座を楽しみました。

3、計画どおり
如何にして父親の保護者のリピーターを増
やすかが課題です。

今後も、父親が参加しやすい講座などを企
画していきます。またそこで、父親同士のつ
ながりの場となるよう、グループ分けなど工
夫します。

青少年センター

Ⅱ 6 (1)
男性の子育て・介護・看
護・家事及び地域活動へ
の参画の促進

＜男性向けの学習機会の提供＞料理、子
育て、介護等、男性が生活面の技術を習得
する機会を提供するとともに、父親としての
自覚を促し、子育てに参加・参画するため
の学習機会を提供します。

男女平等参画社会づくり講座Ⅰ「夏休み！
パパと一緒に遊ぼう～家族の笑顔は最高
や！～」を開催。
（全3回。延べ20組、56名参加）

3、計画どおり

男性を対象に子どもと参加できる楽しみや
すい講座を企画した。目的は男性の育児参
加である。課題としては、男性の参加人数
が想像以上に少なかったこと。今後、広報
手段や講座内容の工夫が必要です。

市民交流センターを拠点に活動団体等へ、
料理・子育て・介護等の技術を取得する機
会を提供するとともに子育てに参加・参画
するための学習機会を提供するよう努めま
す。

人権推進課
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誰もが自分らしく生きられる
暮らしづくり

基本目標 Ⅲ
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基本目標Ⅲ　誰もが自分らしく生きられる暮らしづくり
　主要施策７　さまざまな困難を抱える人々の生活の安定と自立への支援
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅲ 7 (1)
高齢者・障害者の生活の
充実

＜高齢者の就労機会等の拡大＞男女平等
参画の視点に立って、シルバー人材セン
ターとの連携を強化します。

シルバー人材センターへ補助金を交付し、
高齢者の経済的自立のための就労支援や
働く場の確保に努めました。

3、計画どおり

シルバー人材センターへ補助金を交付し、
高齢者の経済的自立のための就労支援や
働く場の確保に努めたが、会員の確保およ
び、予算の確保が課題です。

シルバー人材センターへ補助金を交付し、
高齢者の経済的自立のための就労支援や
働く場の確保に努めます。

長寿社会推進
課

Ⅲ 7 (1)
高齢者・障害者の生活の
充実

＜公的介護保険など介護の社会化の充実
＞男女平等参画の視点に立って「泉南市第
6期高齢者保健福祉計画（老人保健福祉計
画・介護保険事業計画）」を推進します。

地域包括支援センターなどで実施しまし
た。

3、計画どおり

介護予防及び在宅介護支援の充実を図り
ました。
ＷＡＯ体操2　11か所
ＭＣＩ予防体操　15か所

介護予防及び在宅介護支援の充実を図り
ます。

長寿社会推進
課

Ⅲ 7 (1)
高齢者・障害者の生活の
充実

＜障害者の生活自立の支援＞男女平等参
画の視点に立って「第4次泉南市障がい者
計画」などを推進します。

平成27年度に策定した「第４次泉南市障害
者計画」を計画的に推進しました。

3、計画どおり
「第４次泉南市障害者計画」を計画的に推
進。

「第４次泉南市障害者計画」を計画的に推
進します。

障害福祉課

Ⅲ 7 (1)
高齢者・障害者の生活の
充実

＜ピアカウンセリングへの支援＞ピアカウ
ンセリングへの支援をします。

身体、知的、精神の障害者相談員の他、相
談支援事業所において、身体、精神のピア
カウンセリングを実施しました。

3、計画どおり
身体、知的、精神の障害者相談員、相談支
援事業所において、身体、精神のピアカウ
ンセリングを実施。

身体、知的、精神の障害者相談員を委嘱す
る他、相談支援事業所において、身体、精
神のピアカウンセリングを実施します。

障害福祉課

Ⅲ 7 (2) ひとり親家庭への支援

＜ひとり親家庭への経済・生活支援＞児童
扶養手当の支給や、母子・父子・寡婦福祉
貸付金の貸付け、生活保護の母子加算な
ど、経済的支援策を実施します。

ひとり親家庭に対し、ひとり親相談を母子・
父子自立支援員が実施し、貸付金の情報
提供を行いました。又、必要に応じて就労
支援を行うなどの自立支援を行いました。
・自立支援教育訓練給付金の支給対象者：
7名
・高等職業訓練促進費の支給対象者：3名

3、計画どおり

高等職業訓練促進給付金の支給は、資格
を得る為の養成機関の合格者が対象者で
あり、合否の如可により。支給対象人数が
決まります。

ひとり親家庭に対し、ひとり親相談を母子・
父子自立支援員が実施し、貸付金の情報
提供を行います。又、必要に応じて就労支
援を行うなどの自立支援を行います。
・自立支援教育訓練給付金の給付
・高等職業訓練促進給付金の給付

生活福祉課

Ⅲ 7 (2) ひとり親家庭への支援
＜母子家庭の母親の就労支援＞地域就労
支援センターの就労支援を充実します。

地域就労支援センターで、就労相談を行
い、30年度の母子家庭の相談件数は、7
件。内訳は新規5件、再相談2件でした。

3、計画どおり
地域就労支援センターで、就労相談を行
い、30年度の母子家庭の相談件数は、7
件。内訳は新規5件、再相談2件でした。

地域就労支援事業を実施しており、就職困
難者、特に母子家庭の母親を重点に、雇
用・就労のためのスキルアップ事業を実施
します。

産業観光課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅲ 7 (2) ひとり親家庭への支援

＜養育費の確保のための支援＞子どもの
権利であり離れて暮らす親としての当然の
責務であることが認知されるよう啓発に努
めるとともに、養育費を確保するための相
談等の支援を行います。

相談を通じ、既存の制度や施策の紹介、養
育費の重要性に等についての情報提供を
随時行いました。
養育費を請求する件数が増えた。

2、計画をやや
上回る

今後も離婚前相談時に養育費の取得手続
きや取り決め方法等に関する情報提供を
行います。

相談を通じ、既存の制度や施策の紹介、養
育費の重要性等についての情報提供を随
時行います。

生活福祉課

Ⅲ 7 (2) ひとり親家庭への支援

＜養育費の確保のための支援＞子どもの
権利であり離れて暮らす親としての当然の
責務であることが認知されるよう啓発に努
めるとともに、養育費を確保するための相
談等の支援を行います。

「女性のための電話相談」、「女性相談（面
接）」等において、相談内容に応じて随時、
養育費等に関する情報提供を行いました。

本年度は、相談員・支援員のためのスキル
アップ講座の1コマにおいて「離婚の前に夫
婦で決めておきたいこと～面会交流や養育
費のことなど～」を実施しました。（12名参
加）

2、計画をやや
上回る

具体的な相談内容に応じ、個別に養育費
等に関する情報を提供していくことで、一定
の支援を図ることができている。引き続き、
相談業務を通じて支援を行っていきます。
また、本年度は養育費をテーマとした講座
も開催し、一定の支援を図ることができまし
た。

養育費についてのパンフレット・チラシ等を
配架するとともに、相談などの現場で随時
啓発を行っていきます。

人権推進課

Ⅲ 7 (3)
在住外国人女性とその子
どもの生活の充実

＜在住外国人女性等への支援＞在住外国
人女性等が安心して暮らせるよう、情報提
供や相談を充実します。

市役所玄関ホール及び男女平等参画ルー
ムの情報コーナーに、啓発紙等を配架し情
報提供に努めるとともに、「女性のための電
話相談」、「女性相談（面接）」を実施しまし
た。

「泉南市　市役所サービスガイドブック
2016」の５か国語翻訳版において「女性相
談（面接）」、「女性のための電話相談」の情
報を掲載し、情報提供を行いました。

3、計画どおり

日本語を話すことができる、もしくは読むこ
とができる外国人に対する一定の支援は、
図ることができています。それができない外
国人に対する支援を図っていくことが課題
なので、相談スタッフや啓発誌等の多言語
化を進めていく必要があります。

市役所玄関ホール及び男女平等参画ルー
ムの情報コーナーに啓発紙等を配架し、情
報提供に努めます。

人権推進課

Ⅲ 7 (3)
在住外国人女性とその子
どもの生活の充実

＜在住外国人女性等への支援＞在住外国
人女性等が安心して暮らせるよう、情報提
供や相談を充実します。

市民ボランティアによる国際交流事業等の
支援を行いました。
また、在住外国人女性等への支援の一環
として、「泉南市　市役所サービスガイドブッ
ク2016」　５か国語翻訳版を活用し、継続し
て情報提供に努めました。

3、計画どおり

市民ボランティアによる国際交流事業等の
実施を支援するとともに、「泉南市　市役所
サービスガイドブック2016」を窓口をはじ
め、公共施設でも配布することにより、広く
情報を提供しました。

市民ボランティアによる国際交流事業等の
支援を継続します。

政策推進課

Ⅲ 7 (4)
生活上の困難を次世代に
連鎖させないための取組

＜貧困を次世代に引き継がないための支
援の充実＞成育家庭の状況にかかわら
ず、子どもが基本的な生活習慣や自尊心・
自立心などを身につけることができるよう、
家庭における教育に対する支援を行いま
す。

留守家庭児童会を通じ、就労等で不在の
保護者に代わり、基本的な生活習慣を身に
つけることができるよう支援を行いました。

3、計画どおり

家庭教育が困難な世帯もあるが、留守家
庭児童会として可能な限り、児童に対する
支援を行っており、今後も引き続き継続して
いきます。

留守家庭児童会を通じ、就労等で不在の
保護者に代わり、基本的な生活習慣を身に
つけることができるよう支援を行いました。

生涯学習課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅲ 7 (4)
生活上の困難を次世代に
連鎖させないための取組

＜貧困を次世代に引き継がないための支
援の充実＞成育家庭の状況にかかわら
ず、子どもが基本的な生活習慣や自尊心・
自立心などを身につけることができるよう、
家庭における教育に対する支援を行いま
す。

子育て相談の窓口を設置し、随時幅広く相
談を受け付けました。

3、計画どおり
今後も引き続き相談を実施します。また、窓
口設置について幅広く周知します。

子育て相談の窓口を設置し、随時幅広く相
談を受け付けます。

保育子育て支
援課

Ⅲ 7 (4)
生活上の困難を次世代に
連鎖させないための取組

＜貧困を次世代に引き継がないための支
援の充実＞成育家庭の状況にかかわら
ず、子どもが基本的な生活習慣や自尊心・
自立心などを身につけることができるよう、
家庭における教育に対する支援を行いま
す。

親子教室や乳幼児健診の場の子育て相談
等を通じて、個別の支援が必要な家庭に対
し、他機関と協力し支援を行いました。

3、計画どおり
健診等の機会において、個別支援が必要
な家庭を把握し、必要に応じた支援をする
ことができています。

親子教室の開催や個別の支援が必要な家
庭に対し、他機関と協力し支援を行いま
す。

保健推進課

Ⅲ 7 (4)
生活上の困難を次世代に
連鎖させないための取組

＜貧困を次世代に引き継がないための支
援の充実＞成育家庭の状況にかかわら
ず、子どもが基本的な生活習慣や自尊心・
自立心などを身につけることができるよう、
家庭における教育に対する支援を行いま
す。

関係資料の収集を行い、地域の情報拠点
として資料や情報を提供しました。

3、計画どおり

関係資料の貸出や情報提供を行い、家庭
における教育支援を行う。今後はより細か
い対応ができるよう、幅広い資料、情報の
収集、提供に努めます。

家庭教育支援に関する幅広い情報の収集
と提供を行い、図書館資料の充実を図りま
す。

文化振興課図
書館

Ⅲ 7 (4)
生活上の困難を次世代に
連鎖させないための取組

＜貧困を次世代に引き継がないための支
援の充実＞成育家庭の状況にかかわら
ず、子どもが基本的な生活習慣や自尊心・
自立心などを身につけることができるよう、
家庭における教育に対する支援を行いま
す。

■自立相談支援事業
・相談支援の実施(新規相談受付件数）197
件
■住居確保給付金
・申請者受付及び支給実施 4世帯
■就労準備支援事業
・5人
■学習支援事業
・週1回学習会を実施
・高等学校進学率100％
・食事会開催

3、計画どおり

・新規支援対象者の掘り起こしの余地は大
いにあると思われます。
・学習支援について、市内１箇所の開催な
ので遠くて参加できないこともあり、各中学
校（４箇所）での開催が必要です。
また、対象者の掘り起こしが必要です。

（1）広報活動を積極的に行い事業の周知を
徹底します。
・ケースワーカーに貧困家庭への事業の周
知を依頼
・校園長会での広報活動
上述取り組みにより生徒数および講師の確
保を行い開催箇所数の増に努めます
（2）食事会を実施し学習支援のみならず居
場所づくりとしての役割も担います。

生活福祉課

Ⅲ 7 (4)
生活上の困難を次世代に
連鎖させないための取組

＜多様な教育機会の保障＞ひとり親家庭
の子どもや在住外国人の親をもつ子どもな
どの自立の前提となる生活面での支援、学
習面での支援を地域の中で行います。

元気広場しんげの開催や出前講座「あそび
広場」の開催。また、学校と連携した日本語
教室等の取り組みを行いました。

3、計画どおり
１回でも多くの出前講座を増やすことができ
るかが課題です。

市民、地域の方々と協働することにより社
会への参画を図り、活動の場づくりを支援
します。

青少年センター
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅲ 7 (4)
生活上の困難を次世代に
連鎖させないための取組

＜多様な教育機会の保障＞ひとり親家庭
の子どもや在住外国人の親をもつ子どもな
どの自立の前提となる生活面での支援、学
習面での支援を地域の中で行います。

留守家庭児童会を通じ、就労等で不在のひ
とり親や在住外国人の親に代わり、基本的
な生活習慣を身につけることができるよう
支援を行いました。

3、計画どおり

家留守家庭児童会では指導員が児童に対
し、基本的な生活習慣等の指導を行ってお
り、留守家庭児童会に在籍するひとり親家
庭の子どもや在住外国人の親を持つ子ど
もに対して支援を行っています。

留守家庭児童会を通じ、就労等で不在のひ
とり親や在住外国人の親に代わり、基本的
な生活習慣を身につけることができるよう
支援を行いました。

生涯学習課

Ⅲ 7 (4)
生活上の困難を次世代に
連鎖させないための取組

＜多様な教育機会の保障＞ひとり親家庭
の子どもや在住外国人の親をもつ子どもな
どの自立の前提となる生活面での支援、学
習面での支援を地域の中で行います。

学校や園との連携により、社会見学、園外
保育、職業体験学習、調べ学習などの学習
機会の提供を行い、朝の読書活動や学級
文庫への貸出も行いました。また、多言語
資料の収集を積極的に行い、貸出しまし
た。

2、計画をやや
上回る

多言語資料を収集、提供することで、多文
化を知り、国際理解につながる機会を提供
できた。今後は学校や園などと、より連携し
て資料や情報提供に努めます。

学習機会の提供や、読書活動の推進を通
じ、また関係機関と協力し、子どもが自ら学
べる環境の提供に努めます。

文化振興課図
書館

Ⅲ 7 (4)
生活上の困難を次世代に
連鎖させないための取組

＜社会生活を円滑に営む上での困難に直
面する子ども・若者への支援＞無職の女性
が「家事手伝い」として潜在化することを考
慮した多面的な支援を行います。

元気広場しんげの開催や出前講座「あそび
広場」の開催。また、学校と連携した日本語
教室等の取り組みを行いました。

3、計画どおり
元気広場しんげの開催や出前講座「あそび
広場」の開催。また、学校と連携した日本語
教室等の取り組みを行いました。

子ども達が活動するあらゆる場を、ジェン
ダーにとらわれない視点で行っていく。ま
た、男女平等について学ぶ機会を事業を通
して設けていきます。

青少年センター

Ⅲ 7 (4)
生活上の困難を次世代に
連鎖させないための取組

＜社会生活を円滑に営む上での困難に直
面する子ども・若者への支援＞無職の女性
が「家事手伝い」として潜在化することを考
慮した多面的な支援を行います。

女性相談等で個別の事例に対応し、全体
的には「男女平等参画社会づくり講座」等
において女性のエンパワーメントを図る講
座を実施しています。

男女平等参画社会づくりⅡ「上手な家計術
と整理収納」を開催（全3回。延べ60名参
加）

3、計画どおり
個別的な支援と、全体的な支援など、限度
はあるが一定の多面的な支援は図ることが
できています。

女性相談で個別の事例に対応し、全体に
向けては「男女平等参画社会づくり講座」等
において女性のエンパワーメントを図ること
ができるよう努めます。

人権推進課
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　主要施策８　相談機能の充実
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅲ 8 (1)
相談窓口の充実とネット
ワーク

＜ワンストップ相談の実現＞関係部局や関
係機関の連携を強化し、被害者支援のワン
ストップサービスの構築を推進します。

●フェミニストカウンセリングの充実につい
ては、女性相談を実施しました。
【女性相談（面接）の実施】
▽毎月
第1金曜日13:00～16:00
第2火曜日18：00～21：00
第4金曜日10：00～13：00
30年度の相談件数　94件
【女性のための電話相談】
▽毎週木曜日（祝日・第5木曜日を除く）10：
00～12：00３：00～15：00
30年度の相談件数　23件

●DV防止連絡会議代表者会議を開催。各
関係機関の情報交換を図るとともに、研修
会「DV被害者のための社会資源と連携」を
実施し、DVに関する情報共有を行いまし
た。

3、計画どおり

女性相談（面接）については、近年の相談
件数は90件前後でほぼ横ばいであるが、
電話相談については、近年減少傾向にあり
ます。
また、DV防止連絡会議については、各機
関の個別的な情報連携・情報共有のみで
なく、会議開催による全体的な情報連携・
情報共有も図ることができました。

フェミニストカウンセリングの充実に努める
とともに、泉南市配偶者からの暴力防止連
絡会議での連携を深めます。

人権推進課

Ⅲ 8 (1)
相談窓口の充実とネット
ワーク

＜ワンストップ相談の実現＞関係部局や関
係機関の連携を強化し、被害者支援のワン
ストップサービスの構築を推進します。

ひとり親相談において、関係機関と連携を
図りながら、個々にあった情報提供を行う。
又、就労相談では、プログラム策定により
ハローワークへつなぎ、支援を行いました。

3、計画どおり

今後も引き続き個々にあった情報提供を行
う。就労相談ではハローワークと連携し、プ
ログラム策定員による就労支援を行いまし
た。

ひとり親相談において、関係機関と連携を
図りながら、個々にあった情報提供を行う。
又、就労相談では、プログラム策定により
ハローワークへつなぎ、支援を行います。

生活福祉課

Ⅲ 8 (1)
相談窓口の充実とネット
ワーク

＜ワンストップ相談の実現＞関係部局や関
係機関の連携を強化し、被害者支援のワン
ストップサービスの構築を推進します。

相談、救援活動を行う府・関係機関・
NPO(民間非営利組織）との連携により支援
を実施しました。

3、計画どおり 関係部局や関係機関の連携を強化しました
相談、救援活動を行う府・関係機関・
NPO(民間非営利組織）との連携により支援
を実施します。

長寿社会推進
課

Ⅲ 8 (1)
相談窓口の充実とネット
ワーク

＜ワンストップ相談の実現＞関係部局や関
係機関の連携を強化し、被害者支援のワン
ストップサービスの構築を推進します。

障害者相談支援事業所（市内３箇所）を中
心に総合相談を実施しました。

3、計画どおり
障害者相談支援事業所を中心に総合相談
を実施しました。

相談支援事業を実施するとともに関係機関
と連携し生活・福祉・就労等の総合相談の
充実を図ります。

障害福祉課

Ⅲ 8 (1)
相談窓口の充実とネット
ワーク

＜ワンストップ相談の実現＞関係部局や関
係機関の連携を強化し、被害者支援のワン
ストップサービスの構築を推進します。

他機関との連携を強化し、相談窓口の強化
を推進しました。

3、計画どおり

特に、妊娠届出時においては、保健師が
「母子保健すくすくスケジュール」を用いて
全数面接を行い、母子保健分野の支援体
制を説明しています。

他機関との連携を強化し、相談窓口の強化
を推進します。

保健推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅲ 8 (1)
相談窓口の充実とネット
ワーク

＜ワンストップ相談の実現＞関係部局や関
係機関の連携を強化し、被害者支援のワン
ストップサービスの構築を推進します。

社会保険労務士による労働相談を年4回実
施し、相談件数は1件ありました。また、弁
護士による法律相談を月2～3回、年間34
回実施し、相談件数は総数で230件ありま
した。

3、計画どおり

社会保険労務士による労働相談を年4回実
施し、相談件数は1件ありました。また、弁
護士による法律相談を月2～3回、年間34
回実施し、相談件数は総数で230件ありま
した。

社会保険労務士による労働相談を年4回実
施の予定です。また、弁護士による法律相
談を月2～3回、年間34回の実施を予定して
います。

産業観光課

Ⅲ 8 (1)
相談窓口の充実とネット
ワーク

＜ワンストップ相談の実現＞関係部局や関
係機関の連携を強化し、被害者支援のワン
ストップサービスの構築を推進します。

- -

子育てに係る相談について、家庭児童相談
室、地域子育て支援センター、その他関係
機関と情報提供を行い、連携強化に努めま
す。

保育子育て支
援課

Ⅲ 8 (2)
相談にあたる相談員に対
する研修の充実

＜男女平等参画の視点に立ったさまざまな
相談窓口の担当者の研修の充実＞男女平
等参画の視点が浸透するよう、さまざまな
相談窓口の担当者の研修を充実します。

相談員・支援員のためのスキルアップ講座
を開催しました。

▽第1回「素直な私を見つめる～思いを伝
えるアサーティブ～」（24名参加）
▽第2回「人の意見（発言）を上手に聞き、
まとめるコツ、教えます」（26名参加）
▽第3回「離婚の前に夫婦で決めておきた
いこと～面会交流や養育費のことなど～」
（12名参加）

3、計画どおり

左記の講座の募集にあたっては、電話相
談員や民生委員、地区福祉委員など広く市
民の方へ対象を広げており、各相談窓口の
担当者の研修の充実を図っています。

相談員・支援員のためのスキルアップ講座
を開催するなどし、相談窓口の担当者の研
修の充実を図ります。

人権推進課

Ⅲ 8 (2)
相談にあたる相談員に対
する研修の充実

＜男女平等参画の視点に立ったさまざまな
相談窓口の担当者の研修の充実＞男女平
等参画の視点が浸透するよう、さまざまな
相談窓口の担当者の研修を充実します。

相談窓口の担当者の男女平等参画意識の
醸成を図るため、研修実施に際しては、周
知を行い参加を促進しました。

3、計画どおり
さまざまな相談窓口設置課等において、担
当者の育成を実施する必要があります。

引き続き、相談窓口の担当者の男女平等
参画意識の醸成を図るため、研修実施に
際しては周知を行い参加を促します。

人事課

Ⅲ 8 (2)
相談にあたる相談員に対
する研修の充実

＜男女平等参画の視点に立ったさまざまな
相談窓口の担当者の研修の充実＞男女平
等参画の視点が浸透するよう、さまざまな
相談窓口の担当者の研修を充実します。

市町村就職困難者就労支援担当職員（就
労支援コーディネーター）養成講座を1回参
加しました。

3、計画どおり
市町村就職困難者就労支援担当職員（就
労支援コーディネーター）養成講座を1回参
加しました。

相談を受けるコーディネーターのスキルアッ
プのための研修（市町村就職困難者就労
支援担当職員等研修会）に可能な限り参加
し、今後の相談業務における助言・指導に
役立てます。

産業観光課
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主要施策９　ライフステージに対応した健康づくりの支援
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅲ 9 (1)
生涯をとおしての健康づく
りの支援

＜妊娠・出産期の女性の健康と男性の理
解促進＞妊婦等に対する早期の妊娠届出
の勧奨と、男性に向けた学習機会の提供を
充実します。

保健センターHPや広報誌折込の年間行事
予定表で、早期の妊娠届出の勧奨を実施
しました。

妊婦とその家族を対象とした「はじめまし
て！赤ちゃん」（産前・産後サポート事業）
は、毎クール、父親が参加しやすい日曜開
催をしました。

3、計画どおり

継続実施の事業等は現状維持することが
できました。

男性に向けた学習の機会として、「はじめま
して！赤ちゃん」を日曜日に開催し、出産時
期の夫の役割や、妊婦疑似体験・沐浴実
習を提供することができました。

保健センターHPや広報誌で、早期の妊娠
届出の勧奨を行います。

「はじめまして！赤ちゃん」（産前・産後サ
ポート事業）を日曜日に継続して開催しま
す。

保健推進課

Ⅲ 9 (1)
生涯をとおしての健康づく
りの支援

＜性差に応じた健康支援の推進＞性差医
療の重要性に関する普及啓発、情報提供、
性差を踏まえた心身の健康維持支援や生
活習慣病の予防施策を進めます。

産後の急激なホルモンバランスの変化がも
たらす産後うつ等に注目した内容を盛り込
んだ、産後健診（産後2週間と1か月）を実
施しました。

3、計画どおり
「産後健診」を実施し、必要に応じて個別支
援をはかりました。

産後の急激なホルモンバランスの変化がも
たらす産後うつ等に注目した内容を盛り込
んだ、産後健診（産後2週間と1か月）を実
施します。

保健推進課

Ⅲ 9 (1)
生涯をとおしての健康づく
りの支援

＜健康をおびやかす問題についての対策
の推進＞HIV/エイズや性感染症、薬物、喫
煙、過度の飲酒が心身に及ぼす影響につ
いての正確な情報と学習機会を提供しま
す。

乳幼児健診や妊娠届出、肺がん検診時を
活用し、飲酒や喫煙など健康に及ぼす影響
を説明し、禁煙外来の紹介を実施。

3、計画どおり
継続実施の事業等は現状維持することが
できました。

ＨＰや広報誌、検診等を活用し、飲酒や喫
煙など健康に及ぼす影響や健康増進の情
報提供を行います。

保健推進課

Ⅲ 9 (2)
性と生殖に関する取組の
充実

＜さまざまな性的指向、いわゆる性の多様
性についての理解＞性の相談窓口（思春
期ダイヤル等）の情報を提供します。

高等学校での性教育（命の大切さを中心と
した）を実施。

3、計画どおり
性教育を通じて、自分を大切にすることを
啓発できました。

関係機関との連携を図り、必要な支援と情
報提供を行います。

保健推進課

Ⅲ 9 (2)
性と生殖に関する取組の
充実

＜さまざまな性的指向、いわゆる性の多様
性についての理解＞性の相談窓口（思春
期ダイヤル等）の情報を提供します。

男女平等参画社会づくり講座Ⅰ「夏休み！
パパと一緒に遊ぼう～家族の笑顔は最高
や！～」を開催。（全3回。延べ20組、56名
参加）

男女平等参画社会づくり講座Ⅱ「上手な家
計術と整理収納」を開催。（全3回。延べ60
名参加）

男女平等参画都市宣言啓発講演会「男
性、女性だけでなく、いろいろな性があるの
を知っていますか？～“いない”のではなく
“見えてない”だけ～」を開催。（延べ21名参
加）

女性のための電話相談等において、相談
窓口の情報を提供している。

3、計画どおり

当事者の話を聞くことにより、当事者の悩
みや生きづらさを聞くことができるとともに、
今後、どのような対応や環境づくりが必要
かという事を学ぶことができました。

男女平等参画社会づくり講座などを通じ
て、性の多様性についても理解を促進して
いきます。

人権推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅲ 9 (2)
性と生殖に関する取組の
充実

＜さまざまな性的指向、いわゆる性の多様
性についての理解＞総合的な学習の時
間、保健体育、家庭科などの時間における
性教育を充実させます。

「泉南市男女平等基本方針」に基づき、研
修や講座の実施、ヒアリング等による点検
を行いました。

3、計画どおり
総合的な学習や保健体育家庭科などの授
業の中で、命の教育やLGBTなどの性の多
様性について学習を行いました。

「命の授業」や性教育についての学習に取
組む学校をふやします。

人権教育課
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男女平等参画の意識づくり

基本目標 Ⅳ
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基本目標Ⅳ　男女平等参画の意識づくり
　主要施策１０　男女平等参画の現実の促進
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 10 (1)
男女平等参画の広報・啓
発の推進

＜市民に向けた広報・啓発の充実＞広報・
ウェブサイト等の多様な媒体を活用して男
女平等参画の意識啓発を進めます。

広報紙においては毎月概ね2ページをシ
リーズ人権として設け、その一部で男女平
等参画の情報を掲載した。ウェブサイトにお
いても同様に男女平等参画の取組や情報
の提供を継続的に行いました。

3、計画どおり

男女平等参画の意識啓発事業について、
広報紙や市ウェブサイト掲載により、広く市
民に情報を提供し、参加を促すことができ
ました。
今後も継続して、広く情報提供を行います。

広報紙及び市ウェブサイトで、男女平等参
画情報の提供を継続します。

秘書広報課

Ⅳ 10 (1)
男女平等参画の広報・啓
発の推進

＜市民に向けた広報・啓発の充実＞広報・
ホームページ等の多様な媒体を活用して男
女平等参画の意識啓発を進めます。

市広報紙やウェブサイト、フェイスブック等
を活用し、男女平等参画に関する講座（男
女平等参画社会づくり講座、男女平等参画
都市宣言啓発講演会等）や啓発に関する
情報提供を行いました。
また、男女平等参画情報誌「step」を年1回
発行しています。

3、計画どおり
多様な媒体により、男女平等参画の意識啓
発に努めています。

市広報紙、ウェブサイト、フェイスブック等を
活用し、男女平等参画に関する情報の提
供を行います。

人権推進課

Ⅳ 10 (1)
男女平等参画の広報・啓
発の推進

＜市民との協働でつくる男女平等参画事業
の推進＞男女平等参画の考え方を浸透さ
せるために市民との協働による取組を進め
ます。

所管団体等への情報提供に努めました。 3、計画どおり
所管団体等への情報提供を行うことで、市
民との協働でつくる男女平等参画事業の推
進につながりました。

所管団体等への情報提供に努めます。 政策推進課

Ⅳ 10 (1)
男女平等参画の広報・啓
発の推進

＜市民との協働でつくる男女平等参画事業
の推進＞男女平等参画の考え方を浸透さ
せるために市民との協働による取組を進め
ます。

グループの活動拠点となる「男女平等参画
ルーム」を学習の場として提供し、市民グ
ループの支援を行いました。
登録グループの連携と相互理解を図るた
め、ネットワーク（ステップネット）を組織し、
交流、情報交換を図りました。
30年度登録グループ9。
ステップネットネット年3回開催。

4、計画をやや
下回る

今年度に登録グループが1つ減り、年度末
時点においての登録グループは9。減少原
因は、当該グループの拠点活動の移転に
よる。このように、市民との協働における課
題は、登録グループの継続性にあります。

グループの活動拠点となる「男女平等参画
ルーム」を学習の場として提供し、市民グ
ループの支援を行います。
登録グループの連携と相互理解を図るた
め、ネットワーク（ステップネット）を組織し、
交流、情報交換を図ります。

人権推進課

Ⅳ 10 (2)
事業所等に向けての広報・
啓発の推進

＜事業所等に向けての広報・啓発の推進
＞男女平等参画についての理解を深める
ため、あらゆる機会を活用して広報、啓発
に努めます。

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について課内、また市
民の方への周知啓発に努めました。

3、計画どおり

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について課内、また市
民の方への周知啓発に努めました。

ハローワーク及び大阪府労働事務所等関
係機関からの啓発冊子やチラシなどにより
労働関連法改正等について課内、また市
民の方への周知啓発を行います。

産業観光課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 10 (2)
事業所等に向けての広報・
啓発の推進

＜事業所等に向けての広報・啓発の推進
＞男女平等参画についての理解を深める
ため、あらゆる機会を活用して広報、啓発
に努めます。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催研修の助成制度を周知しました
が、制度の利用はありませんでした。また
ハローワーク及び大阪府等労働関係機関
からの啓発冊子やチラシなどを配布し啓
発、情報提供を行いました。

3、計画どおり

男女参画に対する広報、啓発と、事業所の
大阪企業人権協議会サポートセンター主催
の人権研修について助成制度の周知に努
めています。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催研修の助成制度を周知します。ま
たハローワーク及び大阪府等労働関係機
関からの啓発冊子やチラシなどを配布し啓
発、情報提供を行います。

人権推進課

Ⅳ 10 (3)
男女平等参画を推進する
文化創造・表現活動の推
進

＜メディア・リテラシーに関するセミナーの
開催＞男女平等参画の視点から主体的に
情報を読み解き、活用する能力（メディア・
リテラシー）を養うための啓発・学習機会を
提供します。

情報収集や図書の閲覧等ができる交流ス
ペース、グループ等が学習や会議ができる
スペース、女性相談や電話相談ができる相
談室を備えた「せんなん男女平等参画ルー
ム（ステップ）を開設し、啓発・学習機会を提
供しました。

▽情報収集・提供事業
＊収集資料　図書11冊追加（現在751冊）そ
の他、雑誌、ビデオ、ＤＶＤ、行政資料、パ
ンフレット、リーフレット、チラシ
＊貸出冊数46冊、DVD貸出枚数15枚、延
べ貸出人数24人
▽ルーム利用状況人（女性1,721人・男性
132人）
▽ルーム登録グループ9グループ。

3、計画どおり
ルーム利用者が主体的に情報を読み解くこ
とができるよう、毎年、新規図書を充実さ
せ、啓発・学習資料として活用しています。

メディア・リテラシーを養うため、関連図書を
充実させ、また、講座等でも学習機会を提
供できるようにします。

人権推進課

Ⅳ 10 (3)
男女平等参画を推進する
文化創造・表現活動の推
進

＜メディア・リテラシーに関するセミナーの
開催＞男女平等参画の視点から主体的に
情報を読み解き、活用する能力（メディア・
リテラシー）を養うための啓発・学習機会を
提供します。

人権教育講座において、メディア・リテラ
シーに関する入門講座を行いました。

2、計画をやや
上回る

限られた講座数の中で直接的にメディアリ
テラシーを取り上げる内容の講座を毎年実
施するのは困難で有る為、内容の一部に
配慮するにとどまることが課題です。

人権教育講座において、メディア・リテラ
シーの観点にも留意した内容になるよう検
討を行います。

生涯学習課

Ⅳ 10 (3)
男女平等参画を推進する
文化創造・表現活動の推
進

＜メディア・リテラシーに関するセミナーの
開催＞男女平等参画の視点から主体的に
情報を読み解き、活用する能力（メディア・
リテラシー）を養うための啓発・学習機会を
提供します。

≪一時保育付きで以下の講座を実施した
≫
○親子で作ろう！きらきら☆かわいいアク
セサリー①レジン②つまみ細工（樽井）
○3回連続講座つまみ細工でステキなかん
ざし作り～七五三、成人式に！～（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！（樽井）
○新春クラシック・コンサート5（樽井）
○喜劇「ソネット（演劇公演）」（樽井）

3、計画どおり

実績のとおり、一時保育付きで各種講座を
開催した。高齢者対象の講座以外には、す
べて一時保育付きで実施しています。大き
なイベント（寄席、クラシック・コンサート、演
劇公演）にも、必ず一時保育を付け、男女
を問わず子育て支援のため、小さい子ども
を持つ保護者にも参加しやすい環境を整備
しました。また講座の日程は、男女とも参加
しやすい土曜日・日曜日に設定していま
す。

≪一時保育付きで以下の講座を実施予定
≫
○親子で作ろう！キラキラ☆レジン・アクセ
サリー（1）（2）（樽井）
○ふるさと泉南の味クッキング（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○新春クラシック・コンサート5（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！（樽井）
○演劇鑑賞会　劇団とんがらし定期公演
（樽井）

文化振興課公
民館
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 10 (3)
男女平等参画を推進する
文化創造・表現活動の推
進

＜メディア・リテラシーに関するセミナーの
開催＞男女平等参画の視点から主体的に
情報を読み解き、活用する能力（メディア・
リテラシー）を養うための啓発・学習機会を
提供します。

性別に関係なく、日々の生活に役立つ多様
な情報に触れるための、実用講座や、郷土
に関する講座を開催し、それぞれ専門に研
究している講師を招いて参加者に学習機会
を提供しました。

3、計画どおり
広い分野での講座を開催し、新しい参加者
にも働きかけができました。より広く広報に
努めます。

より新しい情報を提供できるよう、関連する
資料の充実に努めます。

文化振興課図
書館

Ⅳ 10 (3)
男女平等参画を推進する
文化創造・表現活動の推
進

＜子どもに向けた男女平等に関する学習
機会の提供＞市民活動グループと協働し
て子どもが男女の人権や男女平等につい
て学ぶための学習機会の提供を推進しま
す。

≪下記の講座を実施しました≫
○6回連続シニアいきいき講座（市内4公民
館で実施　前期・後期）
○親子で作ろう！きらきら☆かわいいアク
セサリー（1）レジン（2）つまみ細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（樽井・信達）
○夏休み平和映画上映会『しんちゃんのさ
んりんしゃ）』（樽井）
○3回連続講座つまみ細工でステキなかん
ざし作り～七五三・成人式に！～（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○人形劇団クラルテ公演『ポリチーノの結
婚式』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）
○信達公民館まつり
○喜劇「ソネット（演劇公演）」（樽井）

3、計画どおり

実績のとおり、各種公民館講座を開催し、
積極的な文化活動への参加・参画の支援
をした。また講座実施日程は、男女ともに
参加しやすい土曜日・日曜日に設定してい
ます。

≪下記の講座を実施予定≫
○6回連続シニアいきいき講座（市内4公民
館で実施　前期・後期）
○親子で作ろう！きらきら☆レジン・アクセ
サリー（1）（2）（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（新家・西信）
○夏休み平和アニメ映画会『しんちゃんの
さんりんしゃ』他（樽井）
○ふるさと・泉南の味クッキング（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○新家公民館まつり
○樽井公民館まつり
○4回連続シニア健康づくりプロジェクト（樽
井）
○4回連続こども将棋教室（樽井）
○人形劇団クラルテ公演（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○6回連続講座「ｉＰａｄをはじめよう！≪初
級編≫」（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）
○信達公民館まつり
○演劇鑑賞会　劇団とんがらし定期公演
（樽井）

文化振興課公
民館

Ⅳ 10 (3)
男女平等参画を推進する
文化創造・表現活動の推
進

＜子どもに向けた男女平等に関する学習
機会の提供＞市民活動グループと協働し
て子どもが男女の人権や男女平等につい
て学ぶための学習機会の提供を推進しま
す。

子ども向けの関係資料の充実を図り、学習
機会の提供を行いました。

3、計画どおり
子ども向け資料の提供ができるよう、関係
機関等と連絡をとり、学習機会を増やしま
す。

関係資料を積極的に収集するため、関係
機関等と連携し、学習機会の充実を図りま
す。

文化振興課図
書館

Ⅳ 10 (3)
男女平等参画を推進する
文化創造・表現活動の推
進

＜子どもに向けた男女平等に関する学習
機会の提供＞市民活動グループと協働し
て子どもが男女の人権や男女平等につい
て学ぶための学習機会の提供を推進しま
す。

子ども達が活動するあらゆる場を、固定的
な性差別にとらわれない視点で事業が行え
ました。

3、計画どおり
子ども達が活動するあらゆる場を、固定的
な性差別にとらわれない視点で事業が行え
ました。

子ども達が活動するあらゆる場を、ジェン
ダーにとらわれない視点で行っていきま
す。また、男女平等について学ぶ機会を事
業を通して設けていきます。

青少年センター

46



基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 10 (3)
男女平等参画を推進する
文化創造・表現活動の推
進

＜子どもに向けた男女平等に関する学習
機会の提供＞市民活動グループと協働し
て子どもが男女の人権や男女平等につい
て学ぶための学習機会の提供を推進しま
す。

男女平等の視点を持って活動している団体
や人と連携した活動は行えなかった。活動
や講座などを通して男女平等について考え
ることができました。

3、計画どおり

男女平等の視点を持って活動している団体
や人と連携した活動は行えなかった。活動
や講座などを通して男女平等について考え
ることができました。

男女平等の視点を持って活動している団体
や人と連携して、子どもの活動の場づくりや
男女平等について学ぶ事業を実施していき
ます。

青少年センター

Ⅳ 10 (3)
男女平等参画を推進する
文化創造・表現活動の推
進

＜男女平等参画の視点に立った文化活動
への参加の支援＞文化や芸術の発展は平
和の基盤であるという視点から、男女平等
参画の視点に立った女性の文化活動への
参加・参画の支援をします。

≪下記の講座を実施しました≫
○6回連続シニアいきいき講座（市内4公民
館で実施　前期・後期）
○親子で作ろう！きらきら☆かわいいアク
セサリー（1）レジン（2）つまみ細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（樽井・信達）
○夏休み平和映画上映会『火垂るの墓（実
写版）』（樽井）
○3回連続講座つまみ細工でステキなかん
ざし作り～七五三・成人式に！～（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○人形劇団京芸公演『おふろだいすき』他
（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）
○信達公民館まつり
○人情ばなし「棒が一本あったとさ（演劇公
演）」（樽井）

3、計画どおり

実績のとおり、各種公民館講座を開催し、
積極的な文化活動への参加・参画の支援
をしました。また講座実施日程は、男女とも
に参加しやすい土曜日・日曜日に設定して
います。

≪下記の講座を実施予定≫
○6回連続シニアいきいき講座（市内4公民
館で実施　前期・後期）
○親子で作ろう！きらきら☆レジン・アクセ
サリー（1）（2）（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（新家・西信）
○夏休み平和アニメ映画会『しんちゃんの
さんりんしゃ』他（樽井）
○ふるさと・泉南の味クッキング（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○新家公民館まつり
○樽井公民館まつり
○4回連続シニア健康づくりプロジェクト（樽
井）
○4回連続こども将棋教室（樽井）
○人形劇団クラルテ公演『しずかなおはな
し』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○6回連続講座「ｉＰａｄをはじめよう！≪初
級編≫」（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）
○信達公民館まつり
○演劇鑑賞会　劇団とんがらし定期公演
（樽井）

文化振興課公
民館
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　主要施策１１　男女平等参画を促進するための教育の推進
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 11 (1)
男女平等参画を推進する
学校教育の充実

＜市内の幼稚園・小・中学校における男女
平等教育の推進＞「泉南市男女平等教育
基本方針」に基づき、男女平等教育を推進
します。

市内幼稚園において、ワークショップを通し
て多様な性と出会いを経験した。自分の着
たい服や自分の好きを自分で決めていい
いこと、人それぞれ違うことを学びました。

2、計画をやや
上回る

ワークショップを経験した子どもが、自分の
あたりまえを押し付けず「その人に聞いて
みよう」と、友達や保護者に伝える姿があり
ました。

市内公立幼稚園で、今年度もワークショプ
を通して多様な性に出会う取組が予定され
ています。

人権教育課

Ⅳ 11 (1)
男女平等参画を推進する
学校教育の充実

＜市内の幼稚園・小・中学校における男女
平等教育の推進＞「泉南市男女平等教育
基本方針」に基づき、男女平等教育を推進
します。

「泉南市男女平等教育基本方針」に基づ
き、男女平等教育を推進しました。

3、計画どおり
男女平等教育の推進について、学校園長
を通じ、取組の推進について確認すること
ができました。

引き続き、「泉南市男女平等教育基本方
針」に基づき、男女平等教育を推進します。

学務課

Ⅳ 11 (1)
男女平等参画を推進する
学校教育の充実

＜性別にとらわれない職業観の醸成＞性
別にかかわりなく、一人ひとりの個性と能力
に応じた職業選択の可能性を提示し、職業
観を育てる教育を実施します。

職業体験先の選択に関して、性的役割意
識や固定概念にとらわれず、自分のやりた
い職業を選択できるよう支援します。

3、計画どおり
教育関係者の、ジェンダーに対する理解を
深め、男女平等参画の視点を持った教育
保育実践を充実します。

ジェンダーに対する理解を深め、性別にか
かわりなく、自分のやりたいとを選択できる
よう職業体験を計画します。

人権教育課

Ⅳ 11 (2)
幼稚園・認定こども園・保
育所・学校での男女平等
参画による運営の推進

＜教職員の研修の充実＞教育関係者の
ジェンダーに対する理解を深め、男女平等
参画の視点をもった教育・保育の実践につ
ながる研修を充実するとともに、自主的な
研究活動を支援します。

教育関係者のジェンダーに対する理解を深
めるため、学校園所の園内研修において、
LGBT当事者との出会いや多様な性と出会
う取組を推進しました。

3、計画どおり

教職員が当事者と出会うことで、次年度に
向けての園児対象の取組の共通理解が図
れました。ジェンダーに関する自主的な研
究活動の支援をします。

性の多様性から、自分と向き合うきっかけと
するとともに、どんな性の排除しない校園所
作りに向けて、当事者と出会う研修を計画
します。

人権教育課

Ⅳ 11 (2)
幼稚園・認定こども園・保
育所・学校での男女平等
参画による運営の推進

＜教職員の研修の充実＞教育関係者の
ジェンダーに対する理解を深め、男女平等
参画の視点をもった教育・保育の実践につ
ながる研修を充実するとともに、自主的な
研究活動を支援します。

〇改定保育所保育指針及び教育・保育要
領に基づき、泉南市保育計画等の作成及
び各施設の保育・教育の計画（保育・教育
課程、指導計画）を検討し、保育・教育課程
を作成しました。
〇泉南市人権保育方針に基づく人権保育
推進プランの点検及び人権保育の実施を
行いました。

3、計画どおり 実施計画にもとづき実施しました。

〇改定保育所保育指針及び教育・保育要
領に基づき、泉南市保育計画の作成及び
各保育所の保育の計画（保育課程・指導計
画）を検討します。
〇泉南市人権保育方針に基づく人権保育
推進プランの点検及び人権保育の実施を
行います。

保育子育て支
援課

Ⅳ 11 (2)
幼稚園・認定こども園・保
育所・学校での男女平等
参画による運営の推進

＜学校、園行事等での固定的な性別役割
分担意識の解消の推進＞市立校園のPTA
活動に男女両性が積極的に参加・参画す
るよう働きかけます。

園生活や学校生活において性別にかかわ
りなく一人一人の個性と能力に応じた手幼
な選択ができるような機会を設けます（泉南
中学校の制服、男女関係なくスカートスラッ
クスを選べる）（新しい校舎のトイレを性的
固定概念を強調しない環境づくり）

2、計画をやや
上回る

選択できる環境はあるが、集団の中で、本
当に必要な子が選択できる環境が整ってい
るかの、実態把握が難しい。

日常の学習や生活の環境の中で、男女に
とらわれない雰囲気を醸成する必要があり
ます。

人権教育課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 11 (2)
幼稚園・認定こども園・保
育所・学校での男女平等
参画による運営の推進

＜学校、園行事等での固定的な性別役割
分担意識の解消の推進＞市立校園のPTA
活動に男女両性が積極的に参加・参画す
るよう働きかけます。

認定こども園・保育所等における保護者会
活動、保護者の活動に、男女両性が積極
的に参加・参画できるよう働きかけました。

3、計画どおり
性別にとらわれない保護活動を検討し、男
女両性が参加できるよう働きかけを行いま
した。

認定こども園・保育所等における保護者会
活動、保護者の活動に、男女両性が積極
的に参加・参画できるよう働きかけます。

保育子育て支
援課

Ⅳ 11 (2)
幼稚園・認定こども園・保
育所・学校での男女平等
参画による運営の推進

＜保護者への情報提供、啓発の充実＞男
女平等参画の意識が浸透するように多様
な媒体や方法で保護者への情報提供や啓
発を充実します。

多様な性との出会いの機会をつくり、子ども
たちの様子を通信や園だよりなどで知ら
せ、情報提供や啓発を行います。

2、計画をやや
上回る

＜教職員の研修の充実＞教育関係者の
ジェンダーに対する理解を深め、男女平等
参画の視点をもった教育・保育の実践につ
ながる自主的な研修を支援しました。

各学校園で多様な性と出会う、幼児向け
ワークショップを計画しています。

人権教育課

Ⅳ 11 (2)
幼稚園・認定こども園・保
育所・学校での男女平等
参画による運営の推進

＜保護者への情報提供、啓発の充実＞男
女平等参画の意識が浸透するように多様
な媒体や方法で保護者への情報提供や啓
発を充実します。

子ども関係機関において保護者のニーズ
にそった子育て講座を開催しました。

3、計画どおり
保護者が必要とする内容を含んだた講座を
開催しました。

具体的取組にそった子育て講座を開催しま
す。

保育子育て支
援課

Ⅳ 11 (3)
男女平等参画を推進する
社会教育、学習の充実

＜男女平等の視点に立った地域における
子どもの学習や体験の場づくり＞子どもた
ちが学習や体験活動の中で男女平等意識
を育めるよう学習や体験の場づくりを充実し
ます。

埋蔵文化財センターにおける体験型プログ
ラムや市内各校園に対する出張授業では、
対象年齢や性別によって達成度が左右さ
れない内容を選択し、実施しています。また
企画段階から市民ボランティアと協働で実
施するイベントにおいては、女性ボランティ
アの意見を積極的に取り入れることで、広く
親子連れの来場を促しています。

3、計画どおり

いずれの行事、プログラムにおいても、参
加者が「来てよかった」、「また来てみたい」
と思う、程よい達成感が得られるように、指
導して頂く市民ボランティアに、各参加者に
対してきめ細やかなフォローをお願いして
います。
様々な機会を通して、発表や自己実現の場
を求めている幅広い個人や団体等に声か
けすることで、行事、イベントの担い手を増
やしていく必要がある。特に子育て世代の
獲得が必須であると考えています。

従来通りの体験型プログラムや出張授業、
市民協働型イベントにおいて、積極的に幅
広い市民ボランティア、団体等の参加を促
し、世代間交流を通した男女平等意識の醸
成に努めます。

生涯学習課

Ⅳ 11 (3)
男女平等参画を推進する
社会教育、学習の充実

＜男女平等の視点に立った地域における
子どもの学習や体験の場づくり＞子どもた
ちが学習や体験活動の中で男女平等意識
を育めるよう学習や体験の場づくりを充実し
ます。

≪子ども・親子を対象とした講座≫
○親子で作ろう！きらきら☆かわいいアク
セサリー（1）レジン（2）つまみ細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（樽井・信達）
○夏休み平和映画上映会『しんちゃんのさ
んりんしゃ』（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○人形劇団クラルテ公演『ポリチーノの結
婚式』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）

3、計画どおり

実績のとおり、子ども・保護者を対象とした
講座を開催した。各講座とも男女の別なく
募集・受付している。また講座の日程は、子
ども・保護者とも参加しやすい土曜日・日曜
日に設定しています。

≪子ども・親子を対象とした講座≫
○親子で作ろう！きらきら☆レジン・アクセ
サリー（1）（2）（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（新家・西信）
○夏休み平和アニメ映画会『しんちゃんの
さんりんしゃ』他（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○4回連続こども将棋教室（樽井）
○人形劇団クラルテ公演『しずかなおはな
し』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）

文化振興課公
民館
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 11 (3)
男女平等参画を推進する
社会教育、学習の充実

＜男女平等の視点に立った地域における
子どもの学習や体験の場づくり＞子どもた
ちが学習や体験活動の中で男女平等意識
を育めるよう学習や体験の場づくりを充実し
ます。

≪子ども・親子を対象とした講座≫
○親子で作ろう！きらきら☆かわいいアク
セサリー（1）レジン（2）つまみ細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（樽井・信達）
○夏休み平和映画上映会『火垂るの墓（実
写版）』（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○人形劇団クラルテ公演『ポリチーノの結
婚式』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）

3、計画どおり

実績のとおり、子ども・保護者を対象とした
講座・体験学習を開催した。性別なく募集・
受付している。また講座の日程は、子ども・
保護者（男女）とも参加しやすい土曜日・日
曜日に設定しています。

≪子ども・親子を対象とした講座≫
○親子で作ろう！きらきら☆レジン・アクセ
サリー（1）（2）（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（新家・西信）
○夏休み平和アニメ映画会『しんちゃんの
さんりんしゃ』他（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○4回連続こども将棋教室（樽井）
○人形劇団クラルテ公演（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）

文化振興課公
民館

Ⅳ 11 (3)
男女平等参画を推進する
社会教育、学習の充実

＜男女平等の視点に立った地域における
子どもの学習や体験の場づくり＞子どもた
ちが学習や体験活動の中で男女平等意識
を育めるよう学習や体験の場づくりを充実し
ます。

小中学生によるジュニア司書クラブ活動な
どで、子どもたちの学習や体験活動の場を
提供しました。（活動回数24回、のべ参加
人数94人）

3、計画どおり
子どもたちの積極的な活動の場として、お
互いの意識を高めあう学習の場であり、体
験の場となっています。

男女平等の視点に立ち、またいろいろなこ
とに興味を持ち体験できるように、学習機
会の場を提供します。

文化振興課図
書館

Ⅳ 11 (3)
男女平等参画を推進する
社会教育、学習の充実

＜男女平等の視点に立った地域における
子どもの学習や体験の場づくり＞子どもた
ちが学習や体験活動の中で男女平等意識
を育めるよう学習や体験の場づくりを充実し
ます。

男女を問わず学習、体験ができる講座を増
やしました。

3、計画どおり
男女を問わず学習、体験のできる講座を増
やしたが、参加者が偏らないかが課題で
す。

男女を問わず学習、体験ができる講座を開
催します。

青少年センター

Ⅳ 11 (3)
男女平等参画を推進する
社会教育、学習の充実

＜固定的な性別役割にとらわれない家庭
教育の推進＞乳幼児家庭教育学級や家庭
教育学級で性別にとらわれない子育てにつ
いての学習機会を提供します。

人権教育講座において、性別による偏りを
なくすような内容を厳選し、啓発を行いまし
た。

3、計画どおり
人権教育講座において、性別による偏りを
なくすような内容を厳選し、啓発を行ってお
り、引き続き実施していきます。

人権教育講座において、性別による偏りを
なくすような内容を厳選し、啓発を行いま
す。

生涯学習課

Ⅳ 11 (3)
男女平等参画を推進する
社会教育、学習の充実

＜固定的な性別役割にとらわれない家庭
教育の推進＞乳幼児家庭教育学級や家庭
教育学級で性別にとらわれない子育てにつ
いての学習機会を提供します。

子ども関係機関において保護者のニーズ
にそった子育て講座を開催しました。

3、計画どおり
保護者が必要とする内容を含んだた講座を
開催しました。

具体的取組にそった子育て講座を開催しま
す。

保育子育て支
援課

Ⅳ 11 (3)
男女平等参画を推進する
社会教育、学習の充実

＜固定的な性別役割にとらわれない家庭
教育の推進＞乳幼児家庭教育学級や家庭
教育学級で性別にとらわれない子育てにつ
いての学習機会を提供します。

赤ちゃん教室や幼稚園への出前講座など
他機関と協力し、子育てについての、学習
機会を提供しました。

3、計画どおり
教室の企画に応じた学習内容を提供しまし
た。

赤ちゃん教室や幼稚園への出前講座など
他機関と協力し、学習機会を提供します。

保健推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 11 (3)
男女平等参画を推進する
社会教育、学習の充実

＜固定的な性別役割にとらわれない家庭
教育の推進＞乳幼児家庭教育学級や家庭
教育学級で性別にとらわれない子育てにつ
いての学習機会を提供します。

≪子ども・親子を対象とした講座≫
○親子で作ろう！きらきら☆かわいいアク
セサリー（1）レジン（2）つまみ細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（樽井・信達）
○夏休み平和映画上映会『火垂るの墓（実
写版）』（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○人形劇団クラルテ公演『ポリチーノの結
婚式』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）

3、計画どおり

実績のとおり、子ども・保護者を対象とした
講座・体験学習を開催した。性別なく募集・
受付している。また講座の日程は、子ども・
保護者（男女）とも参加しやすい土曜日・日
曜日に設定しています。

≪子ども・親子を対象とした講座≫
○親子で作ろう！きらきら☆レジン・アクセ
サリー（1）（2）（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（新家・西信）
○夏休み平和アニメ映画会『しんちゃんの
さんりんしゃ』他（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○4回連続こども将棋教室（樽井）
○人形劇団クラルテ公演（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）

文化振興課公
民館

Ⅳ 11 (3)
男女平等参画を推進する
社会教育、学習の充実

＜固定的な性別役割にとらわれない家庭
教育の推進＞乳幼児家庭教育学級や家庭
教育学級で性別にとらわれない子育てにつ
いての学習機会を提供します。

≪下記の講座を実施した≫
○6回連続シニアいきいき講座（市内4公民
館で実施　前期・後期）
○親子で作ろう！きらきら☆かわいいアク
セサリー（1）レジン（2）つまみ細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（樽井・信達）
○夏休み平和アニメ映画会『しんちゃんの
さんりんしゃ』他（樽井）
○3回連続講座つまみ細工でステキなかん
ざし作り～七五三・成人式に！～（樽井）
○たるい寄席5（樽井）
○人形劇団京芸公演『おふろだいすき』他
（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）
○信達公民館まつり
○喜劇「ソネット（演劇公演）」（樽井）

3、計画どおり

実績のとおり、各種公民館講座を開催し、
積極的な文化活動への参加・参画の支援
をした。また講座実施日程は、男女ともに
参加しやすい土曜日・日曜日に設定してい
ます。

≪下記の講座を実施予定≫
○6回連続シニアいきいき講座（市内4公民
館で実施　前期・後期）
○親子で作ろう！きらきら☆レジン・アクセ
サリー（1）（2）（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（新家・西信）
○夏休み平和アニメ映画会『しんちゃんの
さんりんしゃ』他（樽井）
○ふるさと・泉南の味クッキング（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○新家公民館まつり
○樽井公民館まつり
○4回連続シニア健康づくりプロジェクト（樽
井）
○4回連続こども将棋教室（樽井）
○人形劇団クラルテ公演（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○6回連続講座「ｉＰａｄをはじめよう！≪初
級編≫」（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）
○信達公民館まつり
○演劇鑑賞会　劇団とんがらし定期公演
（樽井）

文化振興課公
民館

Ⅳ 11 (3)
男女平等参画を推進する
社会教育、学習の充実

＜男女平等参画に関わる資料などの充実
＞図書館資料の充実をはかり、関連情報
や資料を積極的に提供します。

男女平等や広く人権に関わる図書コーナー
を常設し、閲覧や貸出による情報提供を行
いました。

3、計画どおり
人権や男女平等参画などに関する資料の
充実をはかり、より新しい情報を提供するこ
とが課題。

コーナーの存在を知ってもらうために、展示
方法等に工夫をこらし、より多くの方の利用
を図ります。

文化振興課図
書館
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　主要施策１２　多様な選択を可能にする社会教育の推進

基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 12 (1) 女性の人材育成

＜女性のチャレンジに関する情報提供と講
座の開催＞働く、学ぶ、交流するなど、さま
ざまなチャレンジに関する情報を収集する
とともに、多様な媒体を通して情報提供をし
ます。

男女平等参画社会づくり講座Ⅱ「上手な家
計術と整理収納」を開催（全3回。延べ60名
参加）を開催。延べ25名参加。

他機関が行うセミナーや講座のチラシ等を
ルーム内に配架し、情報提供を行っていま
す。

3、計画どおり
講座やセミナーを開催し、女性のチャレンジ
に関する情報提供等を行っています。

女性のチャレンジを応援する講座を開催し
ます。
各市の情報を収集し、必要な情報提供を行
います。

人権推進課

Ⅳ 12 (1) 女性の人材育成

＜女性のチャレンジに関する情報提供と講
座の開催＞働く、学ぶ、交流するなど、さま
ざまなチャレンジに関する情報を収集する
とともに、多様な媒体を通して情報提供をし
ます。

≪一時保育付きで以下の講座を実施しまし
た≫
○親子で作ろう！きらきら☆かわいいアク
セサリー①レジン②つまみ細工（樽井）
○3回連続講座つまみ細工でステキなかん
ざし作り～七五三、成人式に！～（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！（樽井）
○新春クラシック・コンサート5（樽井）
○喜劇「ソネット（演劇公演）」（樽井）

3、計画どおり

実績のとおり、一時保育付きで各種講座を
開催した。大きなイベント（寄席、クラシック・
コンサート、演劇公演）にも、必ず一時保育
を付け、男女を問わず子育て支援のため、
小さい子どもを持つ保護者にも参加しやす
い環境を整備した。また講座日程は、男女
とも参加しやすい土曜日・日曜日に設定し
ている。従前のポスター・ちらしに加え、泉
南市ホームページ・いくくるメールでも情報
発信をしています。

≪一時保育付きで以下の講座を実施予定
≫
○親子で作ろう！キラキラ☆レジン・アクセ
サリー（1）（2）（樽井）
○ふるさと泉南の味クッキング（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○新春クラシック・コンサート5（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！（樽井）
○演劇鑑賞会　劇団とんがらし定期公演
（樽井）

文化振興課公
民館

Ⅳ 12 (1) 女性の人材育成

＜女性のチャレンジに関する情報提供と講
座の開催＞働く、学ぶ、交流するなど、さま
ざまなチャレンジに関する情報を収集する
とともに、多様な媒体を通して情報提供をし
ます。

幅広い観点から収集した女性問題に関す
る図書コーナーを特集し、多くの方の目に
触れるように展示、貸出を行いました。

3、計画どおり
女性問題関連図書を、表紙を見せて並べる
ことで、手に取りやすく貸出や閲覧にも結び
付きました。

仕事や学習に結び付く資料も含め、広い分
野での女性問題関連資料を収集し提供し
ます。

文化振興課図
書館

Ⅳ 12 (1) 女性の人材育成

＜女性のチャレンジに関する情報提供と講
座の開催＞働く、学ぶ、交流するなど、さま
ざまなチャレンジに関する情報を収集する
とともに、多様な媒体を通して情報提供をし
ます。

広報紙、情報誌や講座ちらしなど、さまざま
なチャレンジに関する情報提供を行いまし
た。

3、計画どおり
主に学びや交流に関する様々な情報が集
まるため、それらを随時情報提供していま
す。

広報紙、情報誌や講座ちらしなど、さまざま
なチャレンジに関する情報提供を行いま
す。

生涯学習課

Ⅳ 12 (1) 女性の人材育成

＜女性のチャレンジに関する情報提供と講
座の開催＞働く、学ぶ、交流するなど、さま
ざまなチャレンジに関する情報を収集する
とともに、多様な媒体を通して情報提供をし
ます。

産業観光課、地域就労支援センターにおい
て、求人情報・職業訓練情報の提供を行い
ました。

3、計画どおり
産業観光課、地域就労支援センターにおい
て、求人情報・職業訓練情報の提供を行い
ました。

産業観光課、地域就労支援センターにおい
て、求人情報・職業訓練情報の提供を行い
ます。

産業観光課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 12 (2)
生涯学習に関する情報の
提供

＜生涯学習に関する情報の提供＞年齢や
性別にかかわりなく参加できる生涯学習に
関する情報を、さまざまな機会、媒体をとお
して提供します。

人権教育講座において、年齢や性別にか
かわりなく参加できる講座になるよう内容を
検討し、実施しました。

3、計画どおり
地域団体や関係団体の方に対し、会議等
に出向きＰＲを行うなどして参加を促しまし
た。

人権教育講座において、年齢や性別にか
かわりなく参加できる講座になるよう内容を
検討し、実施します。

生涯学習課

Ⅳ 12 (2)
生涯学習に関する情報の
提供

＜生涯学習に関する情報の提供＞年齢や
性別にかかわりなく参加できる生涯学習に
関する情報を、さまざまな機会、媒体をとお
して提供します。

広報紙においては毎月2ページを情報ボッ
クスとして設け、その一部で生涯学習の情
報を掲載した。ウェブサイトにおいても同様
に生涯学習の取組や情報の提供を継続的
に行いました。

3、計画どおり

生涯学習に関するイベント等について、広
報紙や市ウェブサイト掲載により、広く市民
に情報を提供し、参加を促すことができまし
た。
今後も継続して、広く情報提供を行います。

広報紙及び市ウェブサイトで、生涯学習に
関する情報の提供を継続します。

秘書広報課

Ⅳ 12 (2)
生涯学習に関する情報の
提供

＜生涯学習に関する情報の提供＞年齢や
性別にかかわりなく参加できる生涯学習に
関する情報を、さまざまな機会、媒体をとお
して提供します。

≪下記の講座を実施しました≫
○6回連続シニアいきいき講座（市内4公民
館で実施　前期・後期）
○親子で作ろう！きらきら☆かわいいアク
セサリー（1）レジン（2）つまみ細工（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（樽井・信達）
○夏休み平和映画上映会『しんちゃんのさ
んりんしゃ）』（樽井）
○3回連続講座つまみ細工でステキなかん
ざし作り～七五三・成人式に！～（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○人形劇団クラルテ公演『ポリチーノの結
婚式』他（樽井）
○新春クラシック・コンサート5（樽井）
○6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）
○信達公民館まつり
○喜劇「ソネット（演劇公演）」（樽井）

3、計画どおり

実績のとおり、各種公民館講座を実施し
た。小さい子を持つ保護者にも参加しやす
いよう、高齢者対象以外の講座には一時保
育をつけ、年齢や性別にかかわりなく参加
できるよう配慮している。また、従前のポス
ター・ちらしに加え、泉南市ホームページ・
いくくるメールでも情報配信をしています。

≪下記の講座を実施予定≫
○6回連続シニアいきいき講座（市内4公民
館で実施　前期・後期）
○親子で作ろう！きらきら☆レジン・アクセ
サリー（1）（2）（樽井）
○夏休み工作ひろば（樽井）
○夏休みわくわく科学教室（新家・西信）
○夏休み平和アニメ映画会『しんちゃんの
さんりんしゃ』他（樽井）
○ふるさと泉南の味クッキング（樽井）
○たるい寄席6（樽井）
○新家公民館まつり
○樽井公民館まつり
○4回連続シニア健康づくりプロジェクト（樽
井）
○4回連続こども将棋教室（樽井）
○人形劇団クラルテ公演（樽井）
○新春クラシック・コンサート（樽井）
○6回連続講座「ｉＰａｄをはじめよう！≪初
級編≫」（樽井）
○冬のわくわく科学教室（樽井）
○信達公民館まつり
○演劇鑑賞会　劇団とんがらし定期公演
（樽井）

文化振興課公民

Ⅳ 12 (2)
生涯学習に関する情報の
提供

＜生涯学習に関する情報の提供＞年齢や
性別にかかわりなく参加できる生涯学習に
関する情報を、さまざまな機会、媒体をとお
して提供します。

地域の情報コーナーの充実を図った。ま
た、図書や視聴覚資料の図書館資料につ
いても、生涯学習に関する内容の資料を幅
広く収集し、市民に提供しました。

3、計画どおり

地域の情報コーナーで、多様なニーズに対
応できるよう、様々な情報を集め提供しまし
た。多くの情報の中から必要な情報を選び
やすくする工夫が必要です。

生涯学習に関する情報や資料を積極的に
収集し、情報提供をします。

文化振興課図
書館
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 12 (3)
社会教育に携わる人々へ
の学習機会の提供

＜社会教育に携わる人々への学習機会の
提供＞地域団体や関係団体の代表者、生
涯学習の講座を企画・運営する担当者など
に対して、男女平等参画の視点をもてるよ
うな学習機会を提供します。

男女平等参画社会づくり講座Ⅰ「夏休み！
パパと一緒に遊ぼう～家族の笑顔は最高
や！～」を開催（全3回。延べ20組、56名参
加）

男女平等参画社会づくり講座Ⅱ「上手な家
計術と整理収納」を開催（全3回。延べ60名
参加）

男女平等参画都市宣言啓発講演会「男
性、女性だけでなく、いろいろな性があるの
を知っていますか？～“いない”のではなく
“見えてない”だけ～」を開催。（延べ21名参
加）

3、計画どおり

左記の講座の募集にあたっては、地域団
体や関係団体の代表者など広く市民の方
へ対象を広げており、学習機会の提供をを
図っています。

男女平等参画社会づくり講座などに、社会
教育に携わる人の参加を促します。

人権推進課

Ⅳ 12 (3)
社会教育に携わる人々へ
の学習機会の提供

＜社会教育に携わる人々への学習機会の
提供＞地域団体や関係団体の代表者、生
涯学習の講座を企画・運営する担当者など
に対して、男女平等参画の視点をもてるよ
うな学習機会を提供します。

人権教育講座において、年齢や性別にか
かわりなく参加できる講座になるよう内容を
検討し、実施しました。

3、計画どおり
地域団体や関係団体の方に対し、会議等
に出向きＰＲを行うなどして参加を促しまし
た。

人権教育講座において、年齢や性別にか
かわりなく参加できる講座になるよう内容を
検討し、実施します。

生涯学習課

Ⅳ 12 (3)
社会教育に携わる人々へ
の学習機会の提供

＜社会教育に携わる人々への学習機会の
提供＞地域団体や関係団体の代表者、生
涯学習の講座を企画・運営する担当者など
に対して、男女平等参画の視点をもてるよ
うな学習機会を提供します。

所管団体等への情報提供に努めました。 3、計画どおり
所管団体等への情報提供を行うことで、社
会教育に携わる人々への学習機会の提供
につながりました。

所管団体等への情報提供に努めます。 政策推進課

Ⅳ 12 (3)
社会教育に携わる人々へ
の学習機会の提供

＜社会教育に携わる人々への学習機会の
提供＞地域団体や関係団体の代表者、生
涯学習の講座を企画・運営する担当者など
に対して、男女平等参画の視点をもてるよ
うな学習機会を提供します。

生涯学習の講座を企画・運営する担当者
の男女平等参画意識の醸成を図るため、
研修実施に際しては、周知を行い参加を促
進しました。

3、計画どおり
社会教育などの担当課等において、担当
者の育成を実施する必要があります。

引き続き、生涯学習の講座を企画・運営す
る担当者の男女平等参画意識の醸成を図
るため、研修実施に際しては、周知を行い
参加を促します。

人事課
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　主要施策１３　メディアにおける人権の尊重

基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 13 (1)
男女の人権を尊重した表
現の推進

＜市刊行物などの表現の見直し＞市刊行
物において、固定的な性差観にとらわれな
い、人権尊重の表現を推進します。

広報紙や市ウェブサイトにおいてはすべて
の掲載記事で性差にとらわれることのない
人権尊重の表現の使用を心掛け、読者が
誤解を招きやすい表現を避けるよう作成を
行いました。

3、計画どおり
広報紙や市ウェブサイト掲載記事につい
て、人権尊重の表現の使用を心がけ、課内
でも確認作業を徹底しました。

広報紙や市ウェブサイトについて、ジェン
ダーにとらわれない表現を行うよう努めま
す。

秘書広報課

Ⅳ 13 (1)
男女の人権を尊重した表
現の推進

＜市刊行物などの表現の見直し＞市刊行
物において、固定的な性差観にとらわれな
い、人権尊重の表現を推進します。

広報紙等、行政刊行物について、ジェン
ダーにとらわれることのない表現・カット写
真の推進に努めました。

3、計画どおり

ジェンダーにとらわれることのない表現・
カット写真とすることで、広報紙等の読者が
固定的な性差観にとらわれないように努め
ています。

広報紙等、行政刊行物について、ジェン
ダーにとらわれることのない表現の推進を
図ります。

人権推進課

Ⅳ 13 (1)
男女の人権を尊重した表
現の推進

＜男女平等の表現に関する学習機会の充
実＞市民や地域団体・企業等が男女平等
の視点に配慮した表現について学べる機
会の提供を推進します。

人権推進課から市民向けに発するあらゆる
文書において、男女平等の視点に配慮した
表現に努めるとともに、講座や講演会の開
催、また啓発紙の配布等により、推進を図
りました。

3、計画どおり
講座や講演会の開催、啓発誌の配布等に
より、男女平等の表現に関する学習機会の
提供を行っています。

人権推進課から市民向けに発するあらゆる
文書において、男女平等の視点に配慮した
表現に努めるとともに、講座や講演会の開
催、また啓発紙の配布等により、推進を図
ります。

人権推進課

Ⅳ 13 (2) 情報教育の推進

＜男女平等の視点を踏まえた情報モラル
の普及＞学校教育、社会教育等を通じて、
情報処理・情報発信能力をつけるとともに、
情報を主体的に収集・判断等できる能力（メ
ディア・リテラシー）を育みます。

講座や啓発誌等で学習の機会の提供に努
めました。

男女平等参画社会づくり講座Ⅰ「夏休み！
パパと一緒に遊ぼう～家族の笑顔は最高
や！～」を開催（全3回。延べ20組、56名参
加）

男女平等参画社会づくり講座Ⅱ「上手な家
計術と整理収納」を開催（全3回。延べ60名
参加）

男女平等参画都市宣言啓発講演会「男
性、女性だけでなく、いろいろな性があるの
を知っていますか？～“いない”のではなく
“見えてない”だけ～」を開催。（延べ21名参
加）

男女平等参画情報誌「step」を、「デート
DV」、「さまざまなハラスメント」の2テーマで
作成しました。

3、計画どおり

受講者や読者が男女平等の視点を身に付
けることができるよう、講座や講演会の開
催、啓発誌の発行を行うことにより、情報モ
ラルの普及を図っています。

講座や講演会、啓発誌等を通じて、男女平
等の視点を踏まえた情報モラルの普及に
努めます。

人権推進課

Ⅳ 13 (2) 情報教育の推進

＜男女平等の視点を踏まえた情報モラル
の普及＞学校教育、社会教育等を通じて、
情報処理・情報発信能力をつけるとともに、
情報を主体的に収集・判断等できる能力（メ
ディア・リテラシー）を育みます。

研修や講座の実施、ヒアリング等による点
検に努めました。

3、計画どおり

ネット環境の広がりにより子どもたちが様々
な情報に触れる機会が多くなっており、メ
ディア・リテラシーの重要性が高まっていま
す。

ネット情報やチラシの配付、保護者への情
報提供継続して行います。

人権教育課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅳ 13 (2) 情報教育の推進

＜男女平等の視点を踏まえた情報モラル
の普及＞学校教育、社会教育等を通じて、
情報処理・情報発信能力をつけるとともに、
情報を主体的に収集・判断等できる能力（メ
ディア・リテラシー）を育みます。

児童生徒に対し男女平等の視点を踏まえ
た情報モラルの普及に努め、情報処理・情
報発信能力の育成を図るとともに教職員や
保護者に対しても男女平等、男女共同参画
の啓発・推進に努めました。

3、計画どおり

児童生徒に対し男女平等の視点を踏まえ
た情報モラルの普及に努め、情報処理・情
報発信能力の育成を図るとともに教職員や
保護者に対しても男女平等、男女共同参画
の啓発・推進に努めます。

引き続き、児童生徒に対し男女平等の視点
を踏まえた情報モラルの普及に努め、情報
処理・情報発信能力の育成を図るとともに
教職員や保護者に対しても男女平等、男女
共同参画の啓発・推進に努めます。

指導課

Ⅳ 13 (2) 情報教育の推進

＜男女平等の視点を踏まえた情報モラル
の普及＞学校教育、社会教育等を通じて、
情報処理・情報発信能力をつけるとともに、
情報を主体的に収集・判断等できる能力（メ
ディア・リテラシー）を育みます。

人権教育講座において、メディア・リテラ
シーに関する入門講座を行いました。

2、計画をやや
上回る

限られた講座数の中で直接的にメディアリ
テラシーを取り上げる内容の講座を毎年実
施するのは困難で有る為、内容の一部に
配慮するにとどまることが課題です。

人権教育講座において、メディア・リテラ
シーの観点にも留意した内容になるよう検
討を行います。

生涯学習課

Ⅳ 13 (2) 情報教育の推進

＜男女平等の視点を踏まえた情報モラル
の普及＞学校教育、社会教育等を通じて、
情報処理・情報発信能力をつけるとともに、
情報を主体的に収集・判断等できる能力（メ
ディア・リテラシー）を育みます。

「6回連続講座iPadをはじめよう！≪初級編
≫」タブレット端末講座を、前年度4回から6
回と回数を増やし、樽井公民館で実施しま
した。

3、計画どおり

実績のとおり、一時保育付きで「6回連続講
座iPadをはじめよう！≪初級編≫」を実施し
た。課題としては、一時保育の認知度を上
げること。また、今回の受講生からは≪中
級編≫以上の講座を希望の声も出たが、
≪初級編≫での受講申込みが多数あった
こと、内容が高度になると講師の負担が大
きくなる恐れがあるため、次年度も≪初級
編≫で行うこととします。

○「6回連続講座ｉＰａｄをはじめよう！≪初
級編≫」を一時保育付きで実施予定（樽井）

文化振興課公
民館
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あらゆる暴力の根絶を基本とした
安心づくり

基本目標 Ⅴ
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基本目標Ⅴ　あらゆる暴力の根絶を基本とした安心づくり
　主要施策１４　あらゆる暴力の根絶
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅴ 14 (1)
男女平等参画の推進を阻
害する要因によるあらゆる
暴力根絶の啓発推進

＜女性の人権を守る法律・制度の周知徹
底＞配偶者からの暴力防止法、ストーカー
規制法等の学習機会の提供をします

男女平等参画社会づくり講座Ⅰ「夏休み！
パパと一緒に遊ぼう～家族の笑顔は最高
や！～」を開催（全3回。延べ20組、56名参
加）

男女平等参画社会づくり講座Ⅱ「上手な家
計術と整理収納」を開催（全3回。延べ60名
参加）

男女平等参画都市宣言啓発講演会「男
性、女性だけでなく、いろいろな性があるの
を知っていますか？～“いない”のではなく
“見えてない”だけ～」を開催。（延べ21名参
加）

男女平等参画情報誌「step」を、「デート
DV」、「さまざまなハラスメント」の2テーマで
作成した。

3、計画どおり

ＤＶ防止法やストーカー規制法などの内容
を含んだ講座や啓発誌を作成することによ
り、女性の人権を守る法律や制度の周知を
図った。

講座や講演会等を行うことにより、女性の
人権を守る法律や制度の周知を図ります。

人権推進課

Ⅴ 14 (1)
男女平等参画の推進を阻
害する要因によるあらゆる
暴力根絶の啓発推進

＜性犯罪等の防止に向けた啓発と防犯対
策の強化＞性犯罪に関する正しい情報を
提供し、性犯罪を許さない気運の醸成を図
ります。子どもに対する性暴力の根絶に向
けた対策の推進や、近親者等親密な関係
にある者や指導的立場にある者による性犯
罪等の発生を防止するための取組を強化
します。

講座や啓発誌等で性犯罪等の防止に向け
た啓発に努めた。

男女平等参画社会づくり講座Ⅰ「夏休み！
パパと一緒に遊ぼう～家族の笑顔は最高
や！～」を開催（全3回。延べ20組、56名参
加）

男女平等参画社会づくり講座Ⅱ「上手な家
計術と整理収納」を開催（全3回。延べ60名
参加）

男女平等参画都市宣言啓発講演会「男
性、女性だけでなく、いろいろな性があるの
を知っていますか？～“いない”のではなく
“見えてない”だけ～」を開催。（延べ21名参
加）

男女平等参画情報誌「step」を、「デート
DV」、「さまざまなハラスメント」の2テーマで
作成した。

3、計画どおり
講座や啓発誌等で性犯罪等の防止に向け
た啓発を図り、防犯対策の強化に資するも
のとした。

講座や講演会等を行うことにより、性犯罪
や性暴力の根絶に関して理解を促進しま
す。

人権推進課

Ⅴ 14 (1)
男女平等参画の推進を阻
害する要因によるあらゆる
暴力根絶の啓発推進

＜性犯罪等の防止に向けた啓発と防犯対
策の強化＞性犯罪に関する正しい情報を
提供し、性犯罪を許さない気運の醸成を図
ります。子どもに対する性暴力の根絶に向
けた対策の推進や、近親者等親密な関係
にある者や指導的立場にある者による性犯
罪等の発生を防止するための取組を強化
します。

関係機関と協力して、性犯罪等街頭犯罪の
防止に向けた地域安全運動（年2回）及び
地域安全大会(年1回）を実施するとともに、
各地域でのぼり旗の設置を行うなど啓発に
努めました。

3、計画どおり

地域安全運動及び地域安全大会は例年通
り行われ、市民の防犯意識の向上に努め
るとともに、各地域においても幟の設置によ
る啓発活動が行われています。

関係機関と協力して、性犯罪等街頭犯罪の
防止に向けた地域安全運動（年2回）及び
地域安全大会(年1回）を実施するとともに、
各地域でのぼり旗の設置を行うなど啓発に
努めます。

生活福祉課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅴ 14 (1)
男女平等参画の推進を阻
害する要因によるあらゆる
暴力根絶の啓発推進

＜セクシュアル・ハラスメント防止の促進＞
企業や地域におけるセクシュアル・ハラスメ
ントの防止のために、実効性のあるセク
シュアル・ハラスメント対策を講じるよう、周
知徹底するとともに、学習機会の充実を図
ります。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催研修の助成制度を周知しました
が、制度の利用はありませんでした。また
ハローワーク及び大阪府等労働関係機関
からの啓発冊子やチラシなどを配布し啓
発、情報提供を行いました。

3、計画どおり

研修会の助成制度の周知と関係機関から
の啓発冊子の配布などを通じ、事業所への
男女参画を阻害する暴力根絶の啓発推進
と情報提供に努めています。

泉南市事業所人権推進連絡会会員事業所
を対象に大阪企業人権協議会サポートセン
ター主催研修の助成制度を周知します。ま
たハローワーク及び大阪府等労働関係機
関からの啓発冊子やチラシなどを配布し啓
発、情報提供を行います。

人権推進課

Ⅴ 14 (1)
男女平等参画の推進を阻
害する要因によるあらゆる
暴力根絶の啓発推進

＜セクシュアル・ハラスメント防止の促進＞
企業や地域におけるセクシュアル・ハラスメ
ントの防止のために、実効性のあるセク
シュアル・ハラスメント対策を講じるよう、周
知徹底するとともに、学習機会の充実を図
ります。

監督職を対象として、より良い職場風土づく
りのための「職場づくりコミュニケーション研
修」を実施しました。
あらゆるハラスメント防止のため、「セクシュ
アル・ハラスメント防止要綱」を廃止し、「ハ
ラスメント防止要綱」を制定し、周知を行い
ました。

*「職場づくりコミュニケーション研修」26名
参加

1、計画を大幅
に上回る

継続的な研修や、定期的に注意喚起を実
施することで、職員のハラスメント防止に繋
げる必要があります。

職員を対象に、ハラスメント防止研修を実
施する。また、ハラスメント防止要綱につい
ても周知徹底します。

人事課

Ⅴ 14 (2)
暴力被害者へのワンストッ
プ支援

＜性暴力の被害者支援＞「性暴力救援セ
ンター・大阪（SACHICO)」など民間の支援
機関と協力して、心とからだのケアに努め
ます。

女性相談（面接）や電話相談、DV相談を通
じ、必要に応じて他機関と連携を図ってい
ます。

【女性相談（面接）の実施】
▽毎月
第1金曜日13:00～16:00
第2火曜日18：00～21：00
第4金曜日10：00～13：00
30年度の相談件数　94件
【女性のための電話相談】
▽毎週木曜日（祝日・第5木曜日を除く）10：
00～12：00、13：00～15：00
30年度の相談件数　23件

男女平等参画情報誌「step」を、「デート
DV」、「さまざまなハラスメント」の2テーマで
作成しました。

3、計画どおり
性暴力については、必要に応じて
SACHICOなど、他機関と連携を図るよう努
めているが、今年度は0件でした。

女性相談（面接）、女性のための電話相談
及び「性暴力救援センター・大阪
（SACHICO）など民間の支援機関と協力し
て、心とからだのケアに努めます。

人権推進課

Ⅴ 14 (2)
暴力被害者へのワンストッ
プ支援

＜相談窓口、医療機関などとの連携の強
化＞各種相談事業の相談員による情報交
換等により課題の整理を実施し、問題解決
に向けたネットワークづくりを進めます。

ＤＶ防止連絡会議代表者会議を開催し、各
関係機関と情報交換、情報共有を図った。
また、ＤＶ事案が発生した都度、案件ごとに
個別に情報共有を図りました。

3、計画どおり

DV防止連絡会議を開催することにより、各
関係機関の顔の見える関係づくりが促進さ
れ、連携を図りやすい体制の整備に努めて
いる。外部関係機関を含む代表者会議を開
催しました。

配偶者からの暴力防止連絡会議を行い、
連携を深めます。

人権推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅴ 14 (2)
暴力被害者へのワンストッ
プ支援

＜相談窓口、医療機関などとの連携の強
化＞各種相談事業の相談員による情報交
換等により課題の整理を実施し、問題解決
に向けたネットワークづくりを進めます。

研修会に参加するなど相談員の資質向上
に努めるとともに、関係機関と連携して、相
談体制の強化を図りました。

3、計画どおり
　研修を通じ、資質の向上を図るとともに、
相談体制の充実を図りました。

研修会に参加するなど相談員の資質向上
に努めるとともに、関係機関と連携して、相
談体制の強化を図ります。

生活福祉課

Ⅴ 14 (2)
暴力被害者へのワンストッ
プ支援

＜相談窓口、医療機関などとの連携の強
化＞各種相談事業の相談員による情報交
換等により課題の整理を実施し、問題解決
に向けたネットワークづくりを進めます。

相談、救援活動を行う府・関係機関・
NPO(民間非営利組織）との連携により支援
を実施しました。

3、計画どおり
相談、救援活動を行う府・関係機関・
NPO(民間非営利組織）との連携により支援
を実施しました。

相談、救援活動を行う府・関係機関・
NPO(民間非営利組織）との連携を図りま
す。

長寿社会推進
課

Ⅴ 14 (2)
暴力被害者へのワンストッ
プ支援

＜相談窓口、医療機関などとの連携の強
化＞各種相談事業の相談員による情報交
換等により課題の整理を実施し、問題解決
に向けたネットワークづくりを進めます。

相談支援事業所を中心に泉南市自立支援
協議会において、情報交換・課題解決に向
けて検討しました。

3、計画どおり
相談支援事業所を中心に泉南市自立支援
協議会において、情報交換・課題解決に向
けて取り組むことができました。

泉南市自立支援協議会において、相談支
援事業所を中心に情報交換・課題解決に
向けたネットワークにより、連携を強化しま
す。

障害福祉課

Ⅴ 14 (2)
暴力被害者へのワンストッ
プ支援

＜相談窓口、医療機関などとの連携の強
化＞各種相談事業の相談員による情報交
換等により課題の整理を実施し、問題解決
に向けたネットワークづくりを進めます。

ＤＶ事例について、関係機関と連携を図り、
必要な支援を実施しました。

3、計画どおり
ＤＶ事例について、関係機関と連携を図り、
必要な支援を実施することができました。

関係機関との連携を図り、必要な支援と情
報提供を行います。

保健推進課

Ⅴ 14 (2)
暴力被害者へのワンストッ
プ支援

＜さまざまな立場で相談に携わる人材の資
質の向上＞民生委員児童委員、自治会役
員、担当者、相談員などの言動によって、
被害者を傷つけないよう関係者に対する研
修を実施します。

相談員・支援員のためのスキルアップ講座
を開催しました。

▽第1回「素直な私を見つめる～思いを伝
えるアサーティブ～」（24名参加）
▽第2回「人の意見（発言）を上手に聞き、
まとめるコツ、教えます」（26名参加）
▽第3回「離婚の前に夫婦で決めておきた
いこと～面会交流や養育費のことなど～」
（12名参加）

3、計画どおり

左記の講座の募集にあたっては、地域団
体や関係団体に所属する者など広く市民に
対象を広げて実施しており、さまざまな立場
で相談に携わる人材の資質の向上を図っ
ています。

相談員・支援員のためのスキルアップ講座
を開催します。

人権推進課

Ⅴ 14 (2)
暴力被害者へのワンストッ
プ支援

＜さまざまな立場で相談に携わる人材の資
質の向上＞民生委員児童委員、自治会役
員、担当者、相談員などの言動によって、
被害者を傷つけないよう関係者に対する研
修を実施します。

所管団体等への情報提供に努めました。 3、計画どおり
所管団体等への情報提供を行うことで、さ
まざまな立場で相談に携わる人材の資質
の向上につながりました。

所管団体等への情報提供に努めます。 政策推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅴ 14 (2)
暴力被害者へのワンストッ
プ支援

＜さまざまな立場で相談に携わる人材の資
質の向上＞民生委員児童委員、自治会役
員、担当者、相談員などの言動によって、
被害者を傷つけないよう関係者に対する研
修を実施します。

DV被害等に関する研修会に参加するな
ど、相談員の資質の向上に努めるととも
に、関係機関と連携して、相談体制の充実
化を図りました。

3、計画どおり
　引き続き、研修会への参加を呼びかけま
す。

DV被害等に関する研修会に参加するな
ど、相談員の資質の向上に努めるととも
に、関係機関と連携して、相談体制の充実
化を図ります。

生活福祉課

Ⅴ 14 (2)
暴力被害者へのワンストッ
プ支援

＜さまざまな立場で相談に携わる人材の資
質の向上＞民生委員児童委員、自治会役
員、担当者、相談員などの言動によって、
被害者を傷つけないよう関係者に対する研
修を実施します。

各種研修への参加、情報提供等を実施し
ました。

3、計画どおり 各種研修への参加、情報提供等を実施しま
各種研修への参加、関係団体への情報提
供に努めます。

長寿社会推進
課

Ⅴ 14 (2)
暴力被害者へのワンストッ
プ支援

＜さまざまな立場で相談に携わる人材の資
質の向上＞民生委員児童委員、自治会役
員、担当者、相談員などの言動によって、
被害者を傷つけないよう関係者に対する研
修を実施します。

各種研修への参加、情報提供に努めまし
た。

3、計画どおり
相談支援事業所を中心に泉南市自立支援
協議会において、情報交換・課題解決に向
けて取り組むことができました。

相談支援事業所を中心に泉南市自立支援
協議会において、情報交換・課題解決に向
けて、連携を強化し、必要に応じて関係者
に対する研修を実施します。

障害福祉課

Ⅴ 14 (3)
児童虐待、児童買春、児童
ポルノの防止及び被害者
支援

＜児童虐待、児童買春、児童ポルノの防止
及び被害者支援＞「泉南市子どもの権利条
例」を遵守し、子どもへの暴力を防止するた
めの地域システムを強化します。

保護者、教師を対象に市PTA協議会主催
の「子どもの人権」と題した人権研修会を開
催し啓発を行いました。

3、計画どおり
様々な方法で子どもの人権について考える
機会を提供し、参加者をいかにに増やして
いくかが課題です。

保護者、教師を対象に市PTA協議会主催
の人権研修会を開催し引き続き啓発を行い
ます。

生涯学習課

Ⅴ 14 (3)
児童虐待、児童買春、児童
ポルノの防止及び被害者
支援

＜児童虐待、児童買春、児童ポルノの防止
及び被害者支援＞「泉南市子どもの権利条
例」を遵守し、子どもへの暴力を防止するた
めの地域システムを強化します。

子どもを守る地域ネットワークでは、関係機
関における研修を充実させるため、各機関
役員会・代表者会議等での啓発研修や実
務者の研修強化を行いました。

3、計画どおり 啓発研修や実務者研修を実施しました。
子どもを守る地域ネットワークにおいて、関
係機関との強化を図ります。

保育子育て支
援課

Ⅴ 14 (3)
児童虐待、児童買春、児童
ポルノの防止及び被害者
支援

＜児童虐待、児童買春、児童ポルノの防止
及び被害者支援＞「泉南市子どもの権利条
例」を遵守し、子どもへの暴力を防止するた
めの地域システムを強化します。

関係機関と連携し、防止啓発に努めまし
た。

3、計画どおり
　今後も関係機関と連携し防止・啓発に努
めていきます。

関係機関と連携し、防止啓発に努めます。 生活福祉課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅴ 14 (3)
児童虐待、児童買春、児童
ポルノの防止及び被害者
支援

＜児童虐待、児童買春、児童ポルノの防止
及び被害者支援＞「泉南市子どもの権利条
例」を遵守し、子どもへの暴力を防止するた
めの地域システムを強化します。

虐待事例について、関係機関と連携を図
り、必要な支援を実施しました。
健診未受診者をはじめとしたリスクの高い
家庭等について、定期的に課内会議を設
け、関係機関に情報提供を行いました。

3、計画どおり
虐待事例について、関係機関と連携を図
り、必要な支援を実施することができまし
た。

関係機関との連携を図り、必要な支援と情
報提供を行います。
健診未受診者をはじめとしたリスクの高い
家庭等について、課内で定期的に会議を設
け、関係機関に情報提供を行います。

保健推進課

Ⅴ 14 (3)
児童虐待、児童買春、児童
ポルノの防止及び被害者
支援

＜児童虐待、児童買春、児童ポルノの防止
及び被害者支援＞「泉南市子どもの権利条
例」を遵守し、子どもへの暴力を防止するた
めの地域システムを強化します。

男女平等参画社会づくり講座Ⅰ「夏休み！
パパと一緒に遊ぼう～家族の笑顔は最高
や！～」を開催（全3回。延べ20組、56名参
加）

男女平等参画社会づくり講座Ⅱ「上手な家
計術と整理収納」を開催（全3回。延べ60名
参加）

男女平等参画都市宣言啓発講演会「男
性、女性だけでなく、いろいろな性があるの
を知っていますか？～“いない”のではなく
“見えてない”だけ～」を開催。（延べ21名参
加）

3、計画どおり

左記の講座、講演会の募集にあたっては、
広く市民に対象を広げて実施しており、さま
ざまな方に受講いただくことにより、市民の
意識を醸成し地域システムの強化につなが
るように努めています。

講座や講演会等を通じ、配偶者への暴力
や子どもへの暴力等、あらゆる暴力の根絶
の啓発を実施します。

人権推進課

Ⅴ 14 (3)
児童虐待、児童買春、児童
ポルノの防止及び被害者
支援

＜児童虐待、児童買春、児童ポルノの防止
及び被害者支援＞「泉南市子どもの権利条
例」を遵守し、子どもへの暴力を防止するた
めの地域システムを強化します。

・各学校園において、子どもの相談窓口を
設置し、年に１回～数回周知していること
を、ヒアリングにて確認しました。

・大阪府教育センター等から配布される相
談窓口のカードを、各学校園を通して子ど
もたちに配布しました。

3、計画どおり
子どもが相談したいと思える窓口となるよう
に、「子どもの権利」の視点から子どもの話
を聴く体制づくりが必要です。

子どもの相談窓口の現状と課題を把握し、
子どもが相談したいと思える窓口の体制に
ついて検討します。

人権教育課
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　主要施策１５　　DV防止計画の推進
基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅴ 15 (1) DV被害の防止

＜地域で福祉活動に取り組む人への啓発
と連携の強化＞地域において福祉活動に
取り組んでいる民生委員児童委員や、人権
相談を行っている人権擁護委員への啓発
活動を進め、地域での早期発見につなげる
と同時に、連携を強化します。

関係団体に対し、DV被害等に関する研修
会への参加を働きかけるとともに、相互の
連携強化に努めました。

3、計画どおり
　今後も引き続き、研修会の参加への働き
かけに努めます。

関係団体に対し、DV被害等に関する研修
会への参加を働きかけるとともに、相互の
連携強化に努めます。

生活福祉課

Ⅴ 15 (1) DV被害の防止

＜早期発見のための通報体制の整備＞配
偶者からの暴力に関する相談窓口などを
記載したDV相談窓口一覧カードを作成しま
す。

「女性のための電話相談」および「女性相
談（面接）」の案内チラシ（A4サイズ）を作成
し、市内公共施設（市役所、保健センター
等）に配架しています。また同チラシを講座
や講演会実施時に配布しました。

市役所1階女子トイレおよび公民館、図書
館に相談窓口の案内カード（名刺サイズ）を
設置した。

3、計画どおり

相談窓口の案内カード（名刺サイズ）を市役
所本庁・別館の女子トイレおよび公民館、
図書館の女子トイレ等に配架することによ
り、女性に見てもらいやすいよう心掛けまし
た。

相談窓口の案内チラシ（A4サイズ）やカード
（名刺サイズ）を作成し、公共施設等に配架
することにより、早期発見のための通報体
制の整備を図ります。

人権推進課

Ⅴ 15 (1) DV被害の防止

＜地域で福祉活動に取り組む人への啓発
と連携の強化＞地域において福祉活動に
取り組んでいる民生委員児童委員や、人権
相談を行っている人権擁護委員への啓発
活動を進め、地域での早期発見につなげる
と同時に、連携を強化します。

男女平等参画社会づくり講座Ⅰ「夏休み！
パパと一緒に遊ぼう～家族の笑顔は最高
や！～」を開催（全3回。延べ20組、56名参
加）

男女平等参画社会づくり講座Ⅱ「上手な家
計術と整理収納」を開催（全3回。延べ60名
参加）

男女平等参画都市宣言啓発講演会「男
性、女性だけでなく、いろいろな性があるの
を知っていますか？～“いない”のではなく
“見えてない”だけ～」を開催。（延べ21名参
加）

相談員・支援員のためのスキルアップ講座
▽第1回「素直な私を見つめる～思いを伝
えるアサーティブ～」（24名参加）
▽第2回「人の意見（発言）を上手に聞き、
まとめるコツ、教えます」（26名参加）
▽第3回「離婚の前に夫婦で決めておきた
いこと～面会交流や養育費のことなど～」
（12名参加）

男女平等参画情報誌「step」を、「デート
DV」、「さまざまなハラスメント」の2テーマで
作成しました。

3、計画どおり

左記の講座、講演会の募集にあたっては、
民生委員や人権擁護委員の方など、広く市
民に対象を広げて実施しており、さまざまな
方に受講いただくことにより、市民のDV被
害に関する理解の促進を図っています。

講座や講演会等を通じ、地域において福祉
活動に取り組んでいる方へ、ＤＶに関する
啓発を図ります。

人権推進課

Ⅴ 15 (1) DV被害の防止

＜地域で福祉活動に取り組む人への啓発
と連携の強化＞地域において福祉活動に
取り組んでいる民生委員児童委員や、人権
相談を行っている人権擁護委員への啓発
活動を進め、地域での早期発見につなげる
と同時に、連携を強化します。

各種研修への参加、情報提供等を実施し
ました。

3、計画どおり
地域で行われる会議等に参加し、情報の共
有等を行いました。

各種研修への参加、情報提供等を実施し
ます。

長寿社会推進
課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅴ 15 (1) DV被害の防止

＜地域で福祉活動に取り組む人への啓発
と連携の強化＞地域において福祉活動に
取り組んでいる民生委員児童委員や、人権
相談を行っている人権擁護委員への啓発
活動を進め、地域での早期発見につなげる
と同時に、連携を強化します。

泉南市自立支援協議会において、虐待の
早期発見と適切な対応を図るための情報
交換・課題解決に向けたネットワークによ
り、連携を強化しました。

3、計画どおり

相談支援事業所を中心に泉南市自立支援
協議会において、虐待の早期発見と適切な
対応を図るための情報交換・課題解決に向
けたネットワークにより連携し取り組むこと
ができました。

泉南市自立支援協議会において、虐待の
早期発見と適切な対応を図るための情報
交換・課題解決に向けたネットワークによ
り、連携を強化します。

障害福祉課

Ⅴ 15 (1) DV被害の防止

＜医療・福祉関係者などへの啓発の徹底
＞DVに関する知識やDV被害者への対応、
被害者のプライバシーへの配慮などについ
てのマニュアルを作成し、配布します。

泉南市ＤＶ被害者相談マニュアルを作成
し、庁内に配布のうえ、庁内LAN（グループ
ウェア）を活用し、当該マニュアルをデータ
化した物を、各職員が閲覧できる体制を整
えています。

3、計画どおり

DV被害者相談マニュアルを作成し、その都
度医療・福祉関係者等からの問い合わせ
に関して、DVに関する知識やDV被害者へ
の対応等について情報の共有を図っていま
す。

泉南市ＤＶ被害者相談マニュアルを活用し
ます。

人権推進課

Ⅴ 15 (1) DV被害の防止

＜医療・福祉関係者などへの啓発の徹底
＞DVに関する知識やDV被害者への対応、
被害者のプライバシーへの配慮などについ
てのマニュアルを作成し、配布します。

ＤＶ相談・女性のための相談等掲載のパン
フレットを窓口に設置し、また健診受診者に
配布しました。

3、計画どおり
窓口の整備をし、相談等のパンフレットを、
見やすく配置することができました。

被害者のプライバシーへの配慮をしなが
ら、必要な支援を行います。

窓口等にＤＶのパンフレット等を設置し、ＤＶ
の普及啓発を促進します。

保健推進課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜関係機関との連携強化＞予防から被害
者の自立支援までの総合的な支援を充実
するために、「泉南市配偶者からの暴力防
止連絡会議」の機能を強化します。

ＤＶ防止連絡会議代表者会議を開催し、各
関係機関と情報交換、情報共有を図った。
また、ＤＶ事案が発生した都度、案件ごとに
個別に情報共有を図りました。

3、計画どおり

DV防止連絡会議を開催することにより、各
関係機関の顔の見える関係づくりが促進さ
れ、連携を図りやすい体制の整備に努めて
いる。外部関係機関を含む代表者会議を開
催した。

泉南市配偶者からの暴力防止連絡会議を
開催し、連携を密接にします。

人権推進課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜関係機関との連携強化＞予防から被害
者の自立支援までの総合的な支援を充実
するために、「泉南市配偶者からの暴力防
止連絡会議」の機能を強化します。

関係部署と連携して住民基本台帳事務に
おける支援措置制度の周知をはかり、被害
者の保護を徹底することに努めた。

3、計画どおり

H30年度＜成果＞
・申出期間内において、現状把握徹底。関
係部署と連携して、住民基本台帳事務にお
ける支援措置制度の周知をはかり、被害者
の保護を徹底することに努めました。
・「泉南市配偶者からの暴力防止連絡会
議」H30.7.24
関係部署との連携・泉南市の実態把握。
・申出期間経過者に対して、書類送付し申
出勧奨を徹底しました。
H30年度＜課題＞
・申出者からの「住民基本台帳事務におけ
る支援措置」への重要性認識が薄い。制度
説明周知徹底していきます。

関係部署と連携して住民基本台帳事務に
おける支援措置制度の周知をはかり、被害
者の保護を徹底することに努めます。

市民課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜関係機関との連携強化＞予防から被害
者の自立支援までの総合的な支援を充実
するために、「泉南市配偶者からの暴力防
止連絡会議」の機能を強化します。

弁護士による法律相談を月2～3回、年間
34回実施し、相談件数は230件ありました。

3、計画どおり
弁護士による法律相談を月2～3回、年間
34回実施し、相談件数は230件ありました。

弁護士による法律相談を月3～2回、年間
34回実施の予定です。

産業観光課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜関係機関との連携強化＞予防から被害
者の自立支援までの総合的な支援を充実
するために、「泉南市配偶者からの暴力防
止連絡会議」の機能を強化します。

関係各課との連携を行いながら、当該ケー
スについて、適切な保険証等の交付事務
に努めました。

3、計画どおり
平成30年度は当該ケースは無かった。今
後も関係各課と連携し、ケースごとに対応し
ていきます

DVについての理解を深め、関係各課との
連携を行い、今後も引き続き適切な保険証
等の交付に努めます。

保険年金課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜関係機関との連携強化＞予防から被害
者の自立支援までの総合的な支援を充実
するために、「泉南市配偶者からの暴力防
止連絡会議」の機能を強化します。

岸和田子ども家庭センターとの定例会議を
実施。
デイセンター泉南の地域療育支援相談室
及び、教育委員会教育相談室との連携を
図りました。

3、計画どおり
今後も関係機関と情報共有を行い継続的
な連携をすすめることができました。

岸和田子ども家庭センターとの定例会議を
実施。
デイセンター泉南の地域療育支援相談室
及び、教育委員会教育相談室との連携を
図ります。

保育子育て支
援課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜関係機関との連携強化＞予防から被害
者の自立支援までの総合的な支援を充実
するために、「泉南市配偶者からの暴力防
止連絡会議」の機能を強化します。

関係部署との連携強化に努めました 3、計画どおり
関係部署との情報共有等に努め、被害者
の一時保護から自立支援を行いました。

関係部署との連携強化に努めます。
長寿社会推進
課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜関係機関との連携強化＞予防から被害
者の自立支援までの総合的な支援を充実
するために、「泉南市配偶者からの暴力防
止連絡会議」の機能を強化します。

泉南市配偶者からの暴力防止連絡会議に
出席し、関係各課との連携を図りました。

3、計画どおり
関係各課と情報共有を行い継続的な連携
をすすめることができました。

今後も、予防から被害者の自立支援までの
総合的な支援を充実するために関係各課、
機関との連携を図ります。

障害福祉課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜関係機関との連携強化＞予防から被害
者の自立支援までの総合的な支援を充実
するために、「泉南市配偶者からの暴力防
止連絡会議」の機能を強化します。

関係機関との連携を強化するために会議
に出席しました。

3、計画どおり
DV被害者の現状を知るとともに、切れ目の
ない支援を実施するために、各関係機関の
連携が重要であることを共有できました。

会議に出席し、引き続き連携の強化に努め
ます。

保健推進課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜関係機関との連携強化＞予防から被害
者の自立支援までの総合的な支援を充実
するために、「泉南市配偶者からの暴力防
止連絡会議」の機能を強化します。

関係機関との連携を図りながらひとり親相
談、生活相談を通じ、被害者の自立支援に
努めました。
（母子寮入所1件、年度末に退所1件）

2、計画をやや
上回る

被害者の自立支援のため、個々に適した
支援に努めます。

関係機関との連携を図りながらひとり親相
談、生活相談を通じ、被害者の自立支援に
努めます。

生活福祉課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜関係機関との連携強化＞予防から被害
者の自立支援までの総合的な支援を充実
するために、「泉南市配偶者からの暴力防
止連絡会議」の機能を強化します。

予防から被害者の自立支援までの総合的
な支援を充実するために、「泉南市配偶者
からの暴力防止連絡会議」の役割を果たし
ました。

3、計画どおり
対応方に配慮を要するケースについて、学
校園や関係機関と連携をとり対応しました。

引き続き、予防から被害者の自立支援まで
の総合的な支援を充実するために、「泉南
市配偶者からの暴力防止連絡会議」の役
割を果たしていきます。

学務課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜相談の充実と連携の強化＞地域包括支
援センターとの連携を強化するとともに、被
害者に二次被害が及ばないための配慮の
観点から、庁内窓口用の「泉南市DV被害
者相談マニュアル」や「ワンストップ相談
シート」を有効に活用します。

地域包括支援センターとの連携により相談
体制を充実しました。

3、計画どおり
地域包括支援センターとの連携による相談
を実施しました。

地域包括支援センターとの連携により相談
体制を充実します。

長寿社会推進
課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜相談の充実と連携の強化＞地域包括支
援センターとの連携を強化するとともに、被
害者に二次被害が及ばないための配慮の
観点から、庁内窓口用の「泉南市DV被害
者相談マニュアル」や「ワンストップ相談
シート」を有効に活用します。

地域包括支援センターとの連携により相談
体制を充実しました。

3、計画どおり
地域包括支援センターとの連携による相談
を実施しました。

地域包括支援センターとの連携により、相
談体制を充実します。

障害福祉課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜相談の充実と連携の強化＞地域包括支
援センターとの連携を強化するとともに、被
害者に二次被害が及ばないための配慮の
観点から、庁内窓口用の「泉南市DV被害
者相談マニュアル」や「ワンストップ相談
シート」を有効に活用します。

女性相談（面接）の実施
▽毎月
第1金曜日13:00～16:00
第2火曜日18：00～21：00
第4金曜日10：00～13：00
30年度の相談件数　94件

女性のための電話相談
▽毎週木曜日（祝日・第5木曜日を除く）10：
00～12：00、13：00～15：00
30年度の相談件数　23件

市役所1階女子トイレおよび公民館、図書
館に相談窓口の案内カードを設置しまし
た。

ＤＶ被害者相談マニュアルを庁内LAN上で
情報共有し、活用を促進しました。

3、計画どおり

相談窓口に案内カードを設置することによ
り、女性相談、女性のための電話相談の周
知を図りました。また、マニュアル等の活用
を促進することで連携の強化に努めまし
た。

女性相談、女性のための電話相談実施、
周知のための啓発実施を行います。
庁内窓口担当者に対し、DV被害者相談マ
ニュアルの活用を進めます。

人権推進課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜被害者の安全確保の徹底＞場所の秘匿
を徹底し、一時保護にあたっての適切な保
護を実施するとともに、保護命令申立て手
続きに関する情報提供を行います。

大阪府女性相談センター及び岸和田子ども
家庭センター、警察署などのDV被害者支
援センターと連携し、適切な保護を行いまし
た。
一時保護件数2件。

3、計画どおり

大阪府女性相談センター及び岸和田子ども
家庭センター、警察署などのDV被害者支
援センターと連携する際には、被害者安全
確保の徹底に努めています。

大阪府女性相談センター及び岸和田子ども
家庭センター、警察署などのDV被害者支
援センターと連携し、適切な保護の実施に
つとめます。
また、平成29年度より民間シェルターとＤＶ
被害者緊急一時保護委託契約を締結し、
被害者救済手段の多様化を図ります。

人権推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅴ 15 (2)
被害者に対する初期段階
の支援の充実

＜被害者の安全確保の徹底＞場所の秘匿
を徹底し、一時保護にあたっての適切な保
護を実施するとともに、保護命令申立て手
続きに関する情報提供を行います。

高齢者虐待対応に基づく一時保護を実施し
ました。

3、計画どおり
地域包括支援センター、警察等との連携に
より一時保護を実施しました。

高齢者虐待対応に基づく一時保護を継続し
て実施します。

長寿社会推進
課

Ⅴ 15 (3)
生活基盤を整えるための
支援

＜生活基盤を整えるための支援＞ハロー
ワークなどと連携し、就労支援を行います。

地域就労支援センターで就労相談を行い、
年間の相談件数は332件でした。また、泉
南市事業所人権推進連絡会会員事業所を
対象に自立支援協議会実務者会議を年1
回、相談を受けるコーディネーターのスキ
ルアップのための研修（市町村就職困難者
就労支援担当職員研修会）に1回参加しま
した。

3、計画どおり

地域就労支援センターで就労相談を行い、
年間の相談件数は332件でした。また、泉
南市事業所人権推進連絡会会員事業所を
対象に自立支援協議会実務者会議を年1
回、相談を受けるコーディネーターのスキ
ルアップのための研修（市町村就職困難者
就労支援担当職員研修会）に1回参加しま
した。

地域就労支援事業を実施しており、就職困
難者、特に母子家庭の母親を重点に、雇
用・就労のためのスキルアップ事業を実施
します。

産業観光課

Ⅴ 15 (3)
生活基盤を整えるための
支援

＜生活基盤を整えるための支援＞ハロー
ワークなどと連携し、就労支援を行います。

大阪マザーズハローワークや庁内就労支
援施策についての情報を、チラシの配架や
個別相談内容に応じて提供しました。

3、計画どおり

チラシの配架等は、資料が送付されてきた
都度、情報提供しているが、相談について
は、直接本課で受け付けた件数は0件でし
た。

マザーズハローワークや庁内就労支援施
策についての情報を提供します。

人権推進課

Ⅴ 15 (3)
生活基盤を整えるための
支援

＜生活基盤を整えるための支援＞女性相
談センターや医療機関、警察、市民団体な
どのさまざまな機関が連携し、中長期にわ
たる継続的な被害者支援を実施する仕組
みをつくります。

大阪マザーズハローワークや庁内就労支
援施策についての情報を提供しました。ま
た、一時保護が必要となった時は、まず生
活保護係につないでおくなど、被害者の生
活基盤を整えるための支援を行いました。

3、計画どおり
DV相談があった時などは、その都度、他機
関と連携し、被害者の生活基盤を整えるた
めの支援に努めています。

マザーズハローワークや庁内就労支援施
策についての情報を提供します。また、被
害者の生活基盤を整えるため、他機関との
連携を推進します。

人権推進課

Ⅴ 15 (3)
生活基盤を整えるための
支援

＜同伴する子どもへの支援＞子どもへの
支援について適切な情報提供をします。

家庭児童相談室において、子どもへの支援
を行いました。

3、計画どおり
人員体制の維持及び人材の育成を図るこ
とで、安定した支援の確保が必要です。

家庭児童相談室において、子どもへの支援
を行っています。

保育子育て支
援課

Ⅴ 15 (3)
生活基盤を整えるための
支援

＜同伴する子どもへの支援＞子どもへの
支援について適切な情報提供をします。

子どもへの支援について適切な情報提供
をしました。

3、計画どおり
子ども支援についての必要な情報など提供
について、関係部局、機関と適切に行うこと
ができました。

引き続き、子どもへの支援について適切な
情報提供をします。

学務課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅴ 15 (3)
生活基盤を整えるための
支援

＜同伴する子どもへの支援＞保育所・認定
こども園・幼稚園・学校が安心・安全な場所
となるよう、情報の保護や対応の整備を進
めます。

幼稚園・学校が安心・安全な場所となるよ
う、情報の保護や対応の整備を進めまし
た。

3、計画どおり
学校園と連携し、保護者への情報提供につ
いて引き続き、円滑に提供できるよう調整し
ました。

引き続き、幼稚園・学校が安心・安全な場
所となるよう、情報の保護や対応の整備を
進めます。

学務課

Ⅴ 15 (3)
生活基盤を整えるための
支援

＜同伴する子どもへの支援＞保育所・認定
こども園・幼稚園・学校が安心・安全な場所
となるよう、情報の保護や対応の整備を進
めます。

認定こども園・保育所との連携を密にし、子
どもの安心・安全を確保しました。

3、計画どおり
今後も関係機関と連携し子どもの安心・安
全の確保をすすめます。

認定こども園・保育所との連携を密にし、子
どもの安心・安全を確保していきます。

保育子育て支
援課

Ⅴ 15 (3)
生活基盤を整えるための
支援

＜高齢者・障害者への支援＞高齢者や障
害者の相談に携わる機関に対し、DVに関
する認知を促すとともに、DV相談機関等に
関する情報の提供をします。

高齢者虐待防止に関する意識啓発、広報
活動等を実施しました。

3、計画どおり
高齢者・障害者虐待防止月間である9月に
広報にて、相談窓口等の周知啓発を実施し
ました。

高齢者虐待防止に関する意識啓発、広報
活動等を実施します。

長寿社会推進
課

Ⅴ 15 (3)
生活基盤を整えるための
支援

＜高齢者・障害者への支援＞高齢者や障
害者の相談に携わる機関に対し、DVに関
する認知を促すとともに、DV相談機関等に
関する情報の提供をします。

高齢者虐待防止に関する意識啓発、広報
活動等を実施しました。

3、計画どおり
高齢者・障害者虐待防止月間である9月に
広報にて、相談窓口等の周知啓発を実施し
ました。

障害者虐待防止に関する意識啓発、広報
活動等を実施します。

障害福祉課

Ⅴ 15 (3)
生活基盤を整えるための
支援

＜高齢者・障害者への支援＞高齢者や障
害者の相談に携わる機関に対し、DVに関
する認知を促すとともに、DV相談機関等に
関する情報の提供をします。

ＤＶ防止連絡会議を開催し、DVに関する基
本的な知識、取り扱いについて確認した。
また、個別具体的事案についても、その都
度、関係機関と連携を図りました。

3、計画どおり

ＤＶ防止連絡会議を開催し、DVに関する基
本的な知識、取り扱いについて確認する等
して、高齢者・障害者への支援に努めてい
ます。

ＤＶ防止連絡会議を開催し、DVに関する基
本的な知識、取り扱いについて確認及び連
携に努めます。

人権推進課

Ⅴ 15 (3)
生活基盤を整えるための
支援

＜外国籍住民への支援＞国際交流団体と
連携しながら、多言語でDVに関する情報提
供をするためのリーフレットを作成します。

「泉南市　市役所サービスガイドブック
2016」の５か国語翻訳版において「女性相
談（面接）」、「女性のための電話相談」の情
報を掲載し、情報提供を行っています。

3、計画どおり

日本語を話すことができる、もしくは読むこ
とができる外国人に対する一定の支援は、
図ることができている。それができない外国
人に対する支援を図っていくことが課題な
ので、相談スタッフや啓発誌等の多言語化
を進めていく必要があります。

市役所玄関ホール及び男女平等参画ルー
ムの情報コーナーに啓発紙等を配架し、情
報提供に努めます。

人権推進課

Ⅴ 15 (3)
生活基盤を整えるための
支援

＜外国籍住民への支援＞国際交流団体と
連携しながら、多言語でDVに関する情報提
供をするためのリーフレットを作成します。

外国籍住民への支援の一環として、「泉南
市　市役所サービスガイドブック2016」　５
か国語翻訳版を活用し、継続して情報提供
に努めました。

3、計画どおり

外国籍住民への支援の一環として、引き続
き「泉南市　市役所サービスガイドブック
2016」を窓口をはじめ、公共施設でも配布
し、広く情報提供を行いました。

関係課との連携を図りながら、情報提供に
努めます。

政策推進課
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基本
目標

主要
施策

小分
類

施策の方向 具体的取組 30年度進捗実績
30年度
進捗度

30年度の成果・課題・対応等 31年度実施計画 担当課

Ⅴ 15 (4)
若年層へのDV防止教育及
び相談

＜デートDV防止に関する取組の強化＞学
校と関係機関の連携のもと、学校での啓発
活動を進めます。

中学校においてデートＤＶについての取組
が実施されました。

4、計画をやや
下回る

学年を決めて毎年啓発を行う必要がありま
す。

学校と関係機関の連携のもと、中学校での
デートＤＶについての授業を行うなど学校で
の啓発活動を進めます。

人権教育課

Ⅴ 15 (4)
若年層へのDV防止教育及
び相談

＜デートDV防止に関する取組の強化＞中
学生・高校生・大学生を対象にした啓発
リーフレットを作成します。

大阪府や他機関が作成したリーフレットの
配架を行うなどし、啓発を図りました。また、
相談においては、内容に応じてデートDVに
関することを啓発しています。

3、計画どおり

大阪府・他機関が作成したリーフレットの配
架や、個別相談時においてデートDVに関
することを周知することにより、デートDV防
止に関する啓発を図りました。

大阪府等が作成したリーフレットの配架を
行います。また、個別相談においては、適
切に周知し啓発を図ります。

人権推進課
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資料
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泉南市男女平等参画推進条例 

 
公布：平成２３年１２月２６日 条例第２９号 

施行：平成２４年４月１日 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関

する条約」を基本にした国際社会の動きと連動して、男女平等の実現に向けて様々な取組が着実に進められ、男女共同参画

社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、総合的かつ計画的に推進するため、「男女共同参画

社会基本法」が制定された。 

 泉南市においては、平成１４年３月に「せんなん男女平等参画プラン」を策定し、様々な施策を推進してきたが、社会の

あらゆる分野において性別による固定的役割分担や社会慣行は依然として根強く残っており、仕事と家庭の両立、女性に対

する暴力の防止など男女平等参画社会の実現のために解決すべき多くの課題が残されている。 

 また、少子高齢化の進展や社会経済情勢の変化に対応し、豊かで活力があり安心して暮らすことができる社会を実現する

ために、男女平等を基本として、自らの意思によって、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮できる男女平等参

画社会の実現が重要となっている。 

 ここに、泉南市は、男女平等参画の推進を主要な政策として位置付け、男女平等参画社会の実現を目指すために、市、市

民、教育関係者及び事業者が一体となって男女平等参画のまちづくりに積極的に取り組むことを決意し、この条例を制定す

る。 

 （目的） 

第１条 この条例は、本市における男女平等参画社会の形成に関する基本理念を定め、市、市民（本市の区域内に通勤し、

又は通学する者を含む。以下同じ。）、教育関係者（学校教育、社会教育その他あらゆる分野の教育に携わる者をいう。
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以下同じ。）及び事業者（本市の区域内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。以下同じ。）の責務

を明らかにするとともに、男女平等参画施策の推進に関する基本的な事項を定めることにより、男女平等参画の推進を総

合的かつ計画的に行い、もって男女平等参画社会の実現に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 男女平等参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画す

る機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を担うことをいう。 

⑵ 積極的格差是正措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の男女間の格差を改善するために、必要な範

囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供することをいう。 

⑶ ドメスティック・バイオレンス 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下この号において同じ。）又は配偶者であった者その他これに準ずる親しい関係にある者からの身体に対する暴力又

はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。 

 ⑷ セクシュアル・ハラスメント 職場、学校、地域等の社会的関係において、相手の意に反した性的な言動をすること

によりその者の生活環境等を害し、又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。 

⑸ 性同一性障害 生物学的な性と性の自己意識が一致しないことにより、精神的な葛藤を抱え、家庭生活及び社会生活

における活動に困難が生じている状態をいう。 

⑹ 性的指向 性的意識の対象が異性、同性又は両性のいずれかに向かうのかを示す概念をいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女平等は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。 

⑴ 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的又は間接的に性別及び性的指向による差別的取扱いを受

けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他男女の人権が尊重されること。 
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⑵ 男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人その他あらゆる人の人権についても尊重されること。 

⑶ 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して

中立でない影響を及ぼさないよう見直されること。 

⑷ 市における政策又は事業者その他民間の団体における方針の立案及び決定に、男女が平等に参画する機会が確保され

ること。 

⑸ 家族を構成する人が、相互の協力と社会の支援の下に、共に家事、育児、介護等の家庭生活における活動を協力して

担うとともに、職場、学校、地域その他の社会生活における活動に参画し、両立できること。 

⑹ 男女平等参画についての取組は、国際社会における取組と密接な関係を有しているため、国際的動向に留意し、協調

して行うこと。 

⑺ 男女が互いに身体的な特徴についての理解を深め、健康の保持を図り、生涯にわたる性と生殖に関する事項について、

自らが決定する権利が尊重されること。 

⑻ 女性に対する暴力は、女性の人権に対する侵害であることから、女性に対する暴力が根絶されること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）に基づき、男女平等参画の推進に関する施策（積極的格

差是正措置を含む。以下「男女平等参画施策」という。）を総合的に策定し、実施する責務を有する。 

２ 市は、男女平等参画を推進するため、あらゆる施策の策定と実施において、男女平等参画社会の実現に配慮しなければ

ならない。 

３ 市は、男女平等参画の推進に当たり、国及び他の地方公共団体と連携し、市民、教育関係者及び事業者と協力して取り

組むものとする。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念に基づき、社会のあらゆる分野において積極的に男女平等参画の推進に努めるとともに、市が実

施する男女平等参画施策に協力するよう努めるものとする。 
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 （教育関係者の責務） 

第６条 教育関係者は、基本理念に基づき、男女平等参画の推進を図るよう努めるものとする。 

 （事業者の責務） 

第７条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動を行うに当たり、積極的に男女が職場における活動に対等に参画する機会

の確保に努めるとともに、男女が職業生活における活動と家庭生活における活動等とを両立することができる環境の整備

に努めるものとする。 

２ 事業者は、市が実施する男女平等参画施策に協力するよう努めるものとする。 

 （積極的格差是正措置） 

第８条 市は、男女平等参画の推進のため、市民、教育関係者及び事業者と協力して積極的格差是正措置を講じ、男女平等

参画社会の実現に努めるものとする。 

 （市民等との協働及び活動の推進） 

第９条 市は、男女平等参画を推進する活動を促進するため、市民、教育関係者及び事業者との協働を図るとともに、情報

の提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（性別等による権利侵害の禁止） 

第１０条 すべての人は、社会のあらゆる分野において、直接的又は間接的を問わず性別及び性的指向を理由とする権利侵

害及び差別的取扱いを行ってはならない。 

２ すべての人は、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。 

３ すべての人は、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 

４ すべての人は、性同一性障害を有すること又は先天的に身体上の性別が不明瞭であることにより人権侵害を行ってはな

らない。 

 （公衆に表示する情報への配慮） 
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第１１条 すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担を助長する表現、異性に対する暴力

的行為を助長する表現その他人権を侵害する性的な表現を行わないように努めなければならない。 

 （せんなん男女平等参画プラン） 

第１２条 市長は、男女平等参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、せんなん男女平等参画プランを定めなければな

らない。 

２ 市長は、せんなん男女平等参画プランを策定するに当たり、第２０条に規定する泉南市男女平等参画審議会の意見を聴

くとともに、市民、教育関係者及び事業者の意見を反映させなければならない。 

３ 市長は、せんなん男女平等参画プランを策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

４ 前２項の規定は、せんなん男女平等参画プランの変更について準用する。 

５ 市長は、毎年度、せんなん男女平等参画プランの実施状況等を公表しなければならない。 

６ せんなん男女平等参画プランは、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）第１４条第３項の規定による市

町村男女共同参画計画とする。 

 （附属機関等における委員の構成） 

第１３条 市は、その設置する附属機関その他これに準ずるものの委員その他の構成員の任命又は委嘱に当たっては、男女

いずれか一方の委員の数は、委員総数の１０分の４未満にならないよう努めなければならない。 

 （施策の策定に当たっての配慮） 

第１４条 市は、男女平等参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女平等参

画の推進に努めなければならない。 

 （市民等の理解を深めるための措置） 

第１５条 市は、男女平等参画に関する市民等の理解を深めるため、広報活動、意識の啓発、情報の提供その他の必要な措

置を講ずるものとする。 

 （調査研究） 

75



第１６条 市は、男女平等参画施策の策定に必要な事項について調査研究を行うとともに、その成果を公表し、男女平等参

画施策に反映させるものとする。 

 （苦情等及び相談の申出） 

第１７条 市民、教育関係者及び事業者は、市が実施する男女平等参画施策及び男女平等参画の推進に影響を及ぼすと認め

られる施策についての苦情、又は意見がある場合は、市長に申出をすることができる。 

２ 市長は、前項の苦情の申出に対し、男女平等参画社会の実現に資するように適切に対応し、処理するものとする。 

３ 市長は、第１項の苦情を処理するに当たり必要があると認めるときは、第２０条に規定する泉南市男女平等参画審議会

の意見を聴くことができるものとする。 

４ 市民は、男女平等参画の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合は、市長に対し相談の申出をすることがで

きる。この場合において、市長は、当該相談の申出に対し関係機関と連携し、適切な対応に努めるものとする。 

 （推進体制の整備） 

第１８条 市は、男女平等参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制の整備に努めるものとする。 

（拠点施設の整備） 

第１９条 市は、男女平等参画社会の実現に向けた施策を実施するとともに、市民等による男女平等参画の取組を支援する

ため、総合的な拠点施設の整備及び充実に努めるものとする。 

 （男女平等参画審議会） 

第２０条 本市に泉南市男女平等参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

⑴ せんなん男女平等参画プランに関し、第１２条第２項（同条第４項において準用する場合も含む。）に規定する事項

を処理すること。 

⑵ 第１７条第１項の苦情の申出について、同条第３項の規定による市長の求めに応じ意見を述べること。

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、男女平等参画の推進に関する重要事項を調査審議すること。
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３ 前２項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が規則で定める。 

 （委任） 

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際に現に策定されている男女平等参画社会の推進に関する計画であって、男女平等参画行動計画に相

当するものは、第１２条（第４項及び第５項を除く。）の規定により策定され、及び公表されたものとみなす。 

 （報酬及び費用弁償条例の一部改正） 

３ 報酬及び費用弁償条例（昭和３１年泉南市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「総合福祉センター運営協議会委員」の次に次のように加える。 

  

 「 
泉南市男女平等参画審議会委員 日額 ７，５００円 

」 
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